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Ⅰ . 肢体不自由児・者の教育の場の多様化 

１ . 義務教育段階  

文部科学省の「教育支援資料」（2013）において肢体不自由とは、「身体の動きに関する

器官が、病気やけがで損なわれ、歩行や筆記などの日常生活動作が困難な状態」と定義さ

れている。近年、肢体不自由のある子どもの教育は、大きく転換している。2006 年に学校

教育法等が一部改正され、小・中学校等において、特別支援教育を推進することが法律上

明確に規定され、肢体不自由児の教育の場は普通教育にも広がりをみせ始めている。さら

に下山・岡田・石山（2011）は、今後の肢体不自由児への教育的・心理的な支援は、特別

支援学校だけでなく、小・中学校等においても必要であると述べている。2012 年の「特別

支援教育資料」から公立小・中学校における学校教育法施行令第 22 条の 3 に該当する者

の数が報告されるようになり、2015 年度では、小学校 1251 人（うち通常学級 355 人、特

別支援学級 860 人）、中学校 427 人（うち通常学級 161 人、特別支援学級 266 人）の肢体

不自由のある児童生徒が在籍していることが報告されている。全国で唯一、福島県養護教

育センター（2014）が県内の「小・中学校に在籍する肢体不自由のある児童生徒の学習状

況調査」を実施しており、①小・中学校で学ぶ肢体不自由のある児童生徒の約７割が「歩

行の困難さや不安定さ」があるとともに、「学習活動での困難さ」があること、②  小・中

学校で学ぶ肢体不自由のある児童生徒の約７割は、通常の学級に在籍していること、③該

当となった児童生徒の疾患状況は、脳性疾患の脳性麻痺や脳室周囲白質軟化症が 45.3%で

あることなどを報告している。また、国立特別支援教育総合研究所（2011）は、「全国小・

中学校肢体不自由特別支援学級の指導に関する調査」を行い、①障害の状態が多様な児童

生徒が在籍し、当該学年及び下学年の教科等を中心に学習する者が７～ 8 割であること、

②障害に応じた補助具や補助的手段の活用はされているが、担任の半数は「障害特性に応

じた指導についての情報が得にくい」と感じていることを報告している。そして障害特性

の捉え方、それに応じた具体的な配慮や工夫にかかる情報を整理し、小・中学校の教員が

活用できるように発信することの必要性を主張している。さらに 2016 年には、「小・中学
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校に在籍する肢体不自由児のための特別支援学校のセンター的機能の活用に関する調査」

においては、①特別支援学校側の校内整備の必要性、②支援地域内の在籍時の状況と支援

ニーズ把握のための取組、教科指導の充実と専門性向上の取組等の必要性を指摘している。

義務教育段階の通常学級に在籍する肢体不自由のある生徒の教育支援等に関する学術研

究では、主に脳性麻痺児を対象とし、学習の困難（視覚・認知的）に対する通常学級の教

師の気づきや支援のあり方を検討した研究が行われている（小川，1974；安藤，1995；安

藤・野戸谷・任・小山・丹野・原・松本・森・渡邉，2006）。また、肢体不自由の障害種を

問わず、本多（2006）は、地域の小・中学校に在籍した肢体不自由の子どもを持つ母親に

面接を行い、①学校との介護に対する認識の違いがあり、学校と保護者の対話の必要性が

あること、②保護者が多様な関係性に注意を向けることにストレスを感じていることを報

告している。このように、特別支援学校だけでなく、小・中学校においても肢体不自由児

童生徒の在籍が報告されており、それに伴い学習上の困難さや支援体制の在り方等につい

ての調査・研究が着実に行われるようになってきている。  

 

２ . 後期中等教育段階  

2006 年の「身体障害児・者実態調査」から、高等学校段階に相当する肢体不自由児はお

よそ 1 万 2000 人であることが推計されているが、公的に高等学校の在籍者数については、

公表されていない。高校教育については、1993 年の文部事務次官通知「高等学校の入学選

抜について」の「五、留意事項」において、「身体に障害のある生徒については、単に障害

のあることのみをもって高等学校入学者選抜において不合理な取扱いがなされることが

ないよう、選抜方法上の工夫など適切な配慮を行うこと」とされており、肢体不自由のあ

る生徒の受験を前提とした対応が定められている。過去の肢体不自由のある生徒の高校入

学の判決（尼崎高校入学不許可事件，1991）においては、「少なくとも、普通高等学校に入

学できる学力を有し、かつ、普通高等学校において教育を受けることを望んでいる原告に

ついて、普通高等学校への入学の途が閉ざされることは許されるものではない」と述べ、
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障害を理由として、入学を拒否することができないと示している。しかしながら、現実に

は「『車椅子という理由で受け入れることはできない』と断られ、一つの壁にぶちあたった」

や「どの高校でも受け入れてくれやしない、勉強したってムダ」などと肢体不自由がある

ことで高校入学に関して必ずしも公平な機会が保障されているわけではないことが問題

として指摘されている（白石，2003）。  

田丸ら（2006）は、教育相談において「肢体不自由児の場合、就学前と小学校低学年の

相談件数が多く、学年が上がるごとに高校に向かって減少する傾向がある」と報告してい

る。しかしながら、松浦ら（2008）は、近年、筑波大学附属桐が丘特別支援学校では、通

常の高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒の教育相談が増えており、内容としては、

大学入試を主とする進路選択に関する情報、大学入学後の支援を依頼する関係機関に関す

る情報等、進路指導に関する情報提供依頼の増加を報告している。その上で、高等学校に

在籍する肢体不自由のある生徒は、これまでの小中学校での生活経験で身につけてきた方

法で高等学校生活上の不便さに対応しているため支援を求めることが少ないのではない

かと推察している。平成 25 年度公立高等学校入学選抜における「障害のある生徒」に対す

る配慮の件数（文部科学省調査）をみると、肢体不自由のある受験生に対する配慮件数も

年々増加している（平成 24 年度と比較し 91 件増）。インクルーシブ教育の推進により義

務教育を経て高等学校に進学するケースも今後増えてくることが予想され、肢体不自由の

ある生徒の学習面・生活面の実態と共に必要とされる支援の詳細を把握する必要があると

考えられる。このように、肢体不自由があることで高校進学が妨げられるケースの報告が

散見される一方で、近年のインクルーシブ教育推進の流れもあり高等学校への進学希望者

も増加している。しかしながら、公の調査や研究は未だ十分に行われておらず、実際に高

等学校に進学した肢体不自由のある生徒への教育や支援の実態が把握されていない状況

にある。  
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Ⅱ . 高等学校における特別支援教育政策の動向  

１ . 国による施策  

中央教育審議会（2005）は「特別支援教育を推進するための制度の在り方について（答

申）」において、「後期中等教育における特別支援教育の推進に係る諸課題について、早急

な検討が必要である」と高等学校での特別支援教育について初めて言及した。そして 2007

年の学校教育法等の一部が改正され特別支援教育が本格的に開始され、それと共に高等学

校においても特別支援教育の動きが活発化することとなった。文部科学省は、2007 年度に

「高等学校における発達障害支援モデル事業」を開始し、「高等学校における特別支援教育

を推進するとともに、支援の在り方に関する今後の検討に資する」ために、全国の高校 14

校をモデル校に示したものである。発達障害生徒へのソーシャルスキル指導、授業方法・

教育課程の工夫、勤労支援等の実践的な研究が行われ、さらにその規模は拡大されている。

2009 年には、高等学校ワーキンググループにより「高等学校における特別支援教育の推進

について」の報告が行われ、高等学校で行うべき校内支援体制の構築や指導支援について

の内容の整理が試みられた。その 4 年後、「高校教育の質の確保・向上について」の審議ま

とめ案（2014）が提出され、高等学校における「特別な教育課程」の編成や通級による指

導の設置等について検討を行うことに言及している。高校における通級による指導につい

ては、平成 30 年度の制度開始のために体制整備が行われている。2015 年 3 月の文部科学

省「平成 26 年度特別支援教育体制整備状況調査結果について」では、「公立高等学校にお

いては、「校内委員会の設置」、「実態把握」、「特別支援教育コーディネーターの指名」とい

った基礎的な支援体制は、ここ数年で着実に進みつつある」と述べている一方、依然とし

て「小・中学校に比べ、幼稚園・高等学校における体制整備は依然として課題である」こ

とを指摘している。このように高等学校における特別支援教育については、障害のある生

徒たちへの教育の在り方も含め、今なお検討と試みが続いている段階にある。また、主に

発達障害のある生徒を中心に支援や課題についての検討が行われ、その他の障害のある生

徒を対象とした特別な取り組み等は、まだ十分には行われていないという現状である。  
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２ . 自治体による施策  

 特別支援教育に関する報告書や答申はほぼすべての都道府県・政令指定都市で出され、

それらを施策化した推進計画の発表がされているが、その多くが 2007 年以降に出された

ものである（高橋・田部，2009）。発達障害のある生徒への支援・対応に関する内容が多く

見られ、例えば、「都立高等学校等で指名される特別支援教育コーディネーターの資質・専

門性の向上を図るため、発達障害の理解に関する研修や各学校の特別支援教育コーディネ

ーターが実践事例報告、情報交換などを行う『都立高等学校等発達障害支援研究協議会（仮

称）』」を開催することを掲げた東京都教育委員会（2007）、「発達障害のある生徒の多様な

事態に対応するために、発達障害にあった選抜方法やカリキュラムの検討など、高等学校

における具体的な支援の方策について検討を行う」ことを示した「佐賀県における特別支

援教育の在り方（報告）」佐賀県教育委員会（2007）などがある。また、高等学校における

特別支援教育の先駆的な取組として、2006 年より大阪府では、「知的障がい生徒自立コー

ス」を設置し、高等学校のカリキュラムや授業内容を工夫し、知的障がいのある生徒がい

きいきと学び、障がいのある生徒と障がいのない生徒が、ともに高校生活を送り交友を深

めていくことを目指している。さらに、2014 年度より全ての府立高等学校で、「高校生活

支援カード」を実施し、全ての入学者の障害をはじめとする個々の状況や教育的ニーズに

ついて、共通理解を図るための取組もスタートさせている。最近では、合理的配慮の合意

形成やキャリア教育の推進に関する内容もみられ、茨城県では「特別な教育的支援が必要

な生徒のキャリア教育・就労支援等の充実のために」や「合理的配慮を踏まえた就職・進

学に向けた支援の充実」といったリーフレット作成し（2015）、具体的な対応の仕方を示

している。一方、全国的に肢体不自由の生徒への支援・対応に特化した、あるいは関連し

た内容はほとんどみられないが、部分的に施設の面への言及は散見される。例えば大分県

教育委員会の「大分県特別支援教育推進計画」（2008）のように、「地域の幼稚園、小・中

学校及び高等学校で、障がいのある児童生徒等の受入に必要な施設設備の整備について、

可能な支援を行う」ことや千葉県教育委員会の「千葉県教育振興基本計画」（2010）のよう
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に「経年劣化の著しいトイレの改修及び県立高校へのバリアフリー化を推進するためのエ

レベーターの設置を計画的に実施」するといった施設・設備面の充実について記されてい

る。  

 

Ⅲ . 高等学校における特別支援教育の研究動向  

１ . 支援体制  

 高等学校における特別支援教育に関する研究についても、 2007 年以降発達障害のある

生徒への支援・対応を中心として様々な観点から行われてきている。まず支援体制などに

関する調査研究では、2006 年から 2007 年にかけて高橋らが実施した首都圏の高等学校等

に在籍する発達障害生徒の教育実態調査、本人および保護者調査（高橋・内野，2006；高

橋・内野・谷田，2007）より、学習・学校生活・進路のあらゆる面において多くの困難・

ニーズを抱えていることが示された。また、高校中途退学者の中には発達障害に関わる学

校不適応の事由によるものが相当数あることを指摘し、高校中退問題に関しても発達障害

と関連させて検討すべきであることを指摘している。藤井・細谷（2012）の北海道公立高

等学校を対象とした調査においては、校内委員会が 9 割近い高等学校に設置され、校内支

援体制は整ってきているが、必ずしも委員会が効果的に活用されていない現状を指摘して

いる。また、8 割以上の学校で特別支援教育コーディネーターが指名されているものの、

機能しているのは半数に満たないと報告している。特別支援教育コーディネーターの活用

について、知念・田中（2010，2011）は、高等学校は長期間の経験や専門性の向上を意識

した特別支援教育コーディネーターの配置ができていない状況にあることを指摘してい

る。巡回相談員や専門家チームなど他機関との連携に関しては、高等学校は発達障害や気

になる生徒についての相談先として、特別支援学校を最も多く選択しているとする報告

（藤井・細谷， 2012）がある一方、特別支援学校との連携が希薄で、特別支援学校のセン

ター的機能が活用されていないとするものもみられた（松田，2009；岡崎・是永，2011）。

田部・高橋（2010）は、私立高校にも発達障害をはじめとする特別な配慮を要する生徒が
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少なからず在籍しているにもかかわらず、組織的に対応できていない状況が指摘しおり、

2015 年には文部科学省の「平成 26 年度特別支援教育体制整備状況調査結果について」に

おいても同様に市立高校の体制整備の遅れを指摘しいる。内野・高橋（2008）および内野・

田部・高橋（2008）の都道府県・政令指定都市教育委員会および私立学校主管部課を対象

とした調査では、財政的な支援の必要性と特別支援教育のシステムを私立高校の「建学の

精神に基づく独自の教育関連・伝統・方針」にどのように整合させるかといった行政にお

ける課題があることを指摘している。このように、高等学校の支援体制についても小中学

校のそれと同様かそれ以上に、複数の課題が指摘されており、更なる支援体制の伸展と拡

充が求められている。  

 

２ . 特別支援教育への意識や理解  

 高校教員の特別支援教育についての理解状況は、春原（2008）が、特別支援教育につい

て「知っている」もしくは「聞いたことがある」という教員はいずれも半数以下であった

と報告しているのに対し、この 4 年後に実施した藤井・細谷（2012）の調査では、内容も

よく知っている教職員が 5 割、聞いたことがある教職員の 4 割を超えていることが報告さ

れている。このことから、高等学校においても特別支援教育に対する意識が徐々に広がり、

知識・理解が進んでいることが推察される。また、宮前・半澤（2011）によれば、7 割の

教員が特別支援教育導入の必要性を感じており、そういった教職員ほど特別支援教育コー

ディネーターの活用や研修の実施を求めていた。特別支援教育コーディネーターを対象と

した岡崎・是永（2011）の調査においても、受け入れにあたって「障害に関する研修」が

最も必要であると捉えられており、校内支援体制を構築するためには研修による全教職員

特別支援教育に関する理解の促進が重要であることが示されている。松田（2009）は、校

内研修が教員の特別支援教育に対する理解や意識を高める方法として有効であることを

指摘した上で、 ①研修時間の確保、 ②講師に関する情報の少なさ、③予算の問題、 ④ど

のような研修内容取り上げるか、といった課題があることも指摘している。次に、特別支
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援教育推進のキーパーソンとして特別支援教育コーディネーターの役割が期待されるが、

知念・田中（2011）は、特別支援教育コーディネーターが特別支援教育に関する周りの職

員との認識のギャップなどにより精神的に大きなストレスを感じており、研修実施などが

うまく行われていない現状を指摘している。肥後・熊川（2013）の高等学校教員の職種に

よる意識を比較した調査では、発達障害に対する特徴の認識と具体的な支援に関する知識

に関して、学級担任の知識の増加はほとんどみられないのに対し、養護教諭及び特別支援

教育コーディネーターは知識や情報を収集し増加することが示され、学校内の人材の知識

量が二分化する傾向にあることを指摘している。また、知念・田中（2011）は、特別支援

教育の経験があったり、特別な支援を必要とする生徒を担当したことがある教員からは、

特別支援教育に対する理解・協力が得やすいことを報告している。このように、高等学校

においても特別支援教育が進展するにつれ、支援を必要とする生徒の現状の問題意識を現

場の教員が的確に感じ取り、特別支援教育への意識や理解を醸成しつつあることが推測さ

れる。その上で、特別支援教育についてより深く「知る」経験を積むことができる支援体

制や方策を検討していくことが必要であり、知識や理解のある教職員が「経験」を重ねて

いくことで高等学校においても特別支援教育が推進していくことができると考えられる。 

 

３ . 高等学校に在籍する肢体不自由児・者 

これまでに示した通り、高等学校において特別支援教育に関する施策や研究が行われて

きているものの、肢体不自由の観点から、当事者や学校関係者、教育委員会などに関して

行われた研究はほとんどみられない。白石（2003）は、両下肢障害生徒への聞き取り調査

を行い、高等学校へ入学できない原因を初等教育学校・後期中等教育学校の学校生活の分

析から明らかにしている。そこでは、高等学校への入学希望を持っているが、実際に高等

学校に入学することは少なく、その原因として、学校施設や教員の身体障害に対する理解

不足等の生徒を取り巻く環境にあることを指摘している。また、松浦・城戸・田丸（2008）

は、筑波大学附属桐が丘特別支援学校高等部が通常の高等学校に在籍する肢体不自由のあ
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る生徒の学習支援を行った事例を報告している。そこでは、肢体不自由児に対する教育と

して蓄積してきた各教科の指導方法として「見えにくさ」、「捉えにくさ」に関する手だて

やパソコン入力への手だてが、高等学校の学習場面においても効果的であることを報告し

ている。このように、一部の研究において高校進学を妨げる要因の検討や特別支援学校と

の連携による教科指導の実践報告などは示されているが、高等学校に在籍する肢体不自由

のある生徒の教育支援体制、当事者・学校関係者等のニーズや困難等についてはまだ明ら

かにされていない点が多く、今後の検討が必要である。  

髙野・泉（2015，2016）では、肢体不自由のある生徒の高等学校入学および学校生活に

焦点を当て、当該生徒との関わりのあった級友や教職員を対象として調査をおこない、肢

体不自由のある生徒が高等学校に入学し学校生活を送る 3 年間を通して関係者の意識変化

の様相や課題等の検討を行った。実際に、入学から卒業までを通してその時々で様々な問

題が存在し、教職員、級友各々の立場においても肢体不自由のある生徒と関わる中での課

題や意識を見いだしていた。しかし、これは一事例の調査研究であるため、これをもって

一般化をすることはできず、また、特別支援教育移行前の事例であるため、現在の特別支

援教育制度の中で、「肢体不自由のある生徒がどのような支援を受け高等学校に進学し、高

校生活を送っているのか、高校側はどのような校内体制のもと生徒を支援しているのか」

という点については、明らかにできていない。  

 

Ⅳ . 本研究の目的  

 以上のような背景を踏まえ本研究では、高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒の教

育の現状と課題について、学校現場の実態を把握するのと共に、生徒の学校生活上に関わ

る複数の関係者の各々の立場・視点から多面的に検討し、その全体像を明らかにすること

を目的とした。この研究を通して、肢体不自由のある生徒の高校進学・学校生活のよりよ

い在り方や課題の解決策を検討する。  

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 

都道府県・政令指定都市教育委員会への質問紙調査による 

肢体不自由のある生徒の教育・支援の実態と課題についての検討 
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Ⅰ．目的  

都道府県・政令指定都市教育委員会に対して質問紙調査を実施し、高等学校に在籍する

肢体不自由のある生徒の在籍状況、高校進学・学校生活のための体制整備、施策、支援等

の実態を把握し、課題を明らかにすることを目的とする。  

 

Ⅱ．方法  

１．対象  

66教育委員会（47都道府県、19政令指定都市、相模原市教育委員会を除く）を対象とし

た。なお、相模原市教育委員会には、所管する市立高校がないため調査対象からを除外し

た。  

 

２．実施方法  

都道府県及び政令指定都市の教育委員会特別支援教育主管課長宛に調査票を郵送し、返

信用封筒にて返送を依頼した。調査票の回答にあたり、項目によって担当部署が異なるこ

とが予想されたため、必要に応じて各部署に回付・問い合わせいただき回答を取りまとめ

ていただくこともあわせて依頼した。なお、本調査は平成27 年3月時点での状況について

の回答を求めた。  

 

３．調査期間  

平成27年3月～4月にかけて実施した。  

 

４．調査項目  

国立特別支援教育総合研究所（2014）の「高等学校における特別支援教育の推進に関す

る実態調査」、文部科学省（ 2011）「肢体不自由に関する学校における配慮事項について」

を参考として質問項目を設定した。  
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①管下の高等学校数（公立・私立の全日、定時、通信）  

②肢体不自由のある生徒の在籍状況  

③高等学校の施設のバリアフリー設備整備状況（整備されている設備、今後の整備予定） 

④教育委員会・教育センターが行っている肢体不自由のある生徒への特別支援教育の推   

進のための取組（教員研修、特別支援教育支援員の配置など）  

⑤肢体不自由のある生徒への入学者選抜における配慮等  

⑥定時制、通信制高等学校での肢体不自由のある生徒への取組  

⑦私立高等学校における肢体不自由のある生徒への対象とした取組  

⑧高等学校における肢体不自由のある生徒への指導・支援に関する課題（記述形式）  

 

５．分析方法  

 選択項目については、単純集計を行い、記述項目については、  KJ 法に基づく内容分析

を行った。  

 

６．倫理的配慮  

 質問紙調査にあたり、回答者名、担当部署等の個人・教育委員会が特定される可能性の

ある情報は一切公表しないこと、また、調査への回答は自由意思であり、いつ撤回しても

いかなる不利益も生じないこと、回答したくない項目があれば無理に回答する必要のない

ことを依頼文書及び質問紙調査票の表紙に明記した。なお本調査は、東京学芸大学研究倫

理審査委員会の承認（受付番号１７４）を得て実施した。  
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Ⅲ．結果  

調査票を送付した 66 教育委員会のうち、54 教育委員会から回答があった（回収率 81.8%）。 

 

（１）各自治体の高等学校の本校数  

 回答のあった各教育委員会が所管する公立・私立の高等学校の本校の数（平成 27 年 3

月現在）は、「全日制」では、公立校が 2809 校、私立校が 640 校、「定時制」では、公立

校が 393 校、私立校が 2 校、「通信制」では、公立校 55 校、私立校 74 校であった（Table 

2-1 参照）。  

 

（２）肢体不自由のある生徒の在籍者数  

 肢体不自由のある生徒の在籍者数（平成 27 年 3 月現在把握している人数）は、「全日

制」は、325 名で、公立校 214 校、私立校 17 校であった。「定時制」は、42 名で、公立校

32 校、私立校 0 校であった。「通信制」は、18 名で、公立校 5 校、私立校 1 校であった

（Table 2-2 参照）。また、3 教育委員会が人数の公表を拒否、５教育委員会から、在籍状

況自体を把握していないという回答があった。  
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Table 2-1　高等学校の本校数（平成27年3月現在）

公立（校） 私立（校）

全日制 2,809 640

定時制  393   2

通信制   55  74

合計 3,257 716

Table 2-2　肢体不自由のある生徒の在籍する学校数および在籍者数（平成27年3月現在）

肢体不自由のある生徒 肢体不自由生徒の在籍する高校数

の在籍者数（名）
公立（校数） 私立（校数） 合計（校数）

全日制 325   214   17   231

定時制 42   32   0   32

通信制 18   5   1   6

合計 385   251 　18   269
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（３）バリアフリー整備を必要とする肢体不自由のある生徒の在籍  

何らかのバリアフリー整備を必要とする肢体不自由のある生徒が在籍していると回答

があった教育委員会が、38 教育委員会（70.4％）、在籍していないと回答があった教育委

員会は、6 教育委員会（11.1％）、無回答が 10 教育委員会（18.5％）であった。  

 

（４）具体的なバリアフリー設備の整備状況  

 スロープ等、障害者用トイレ、エレベーター、階段昇降機、階段手すりの 5 項目のバリ

アフリー設備においての整備状況、また、整備が行われた学校数（公立・私立）とその割

合を示した。最も整備が行われていたのが、障害者用トイレであり、45 教育委員会（83.3％）

であった。学校数でみても、公立 1167 校（35.8％）、私立 97 校（14.1％）で整備が行われ

ていた。次いで、エレベーターとスロープ等で 42 教育委員会（77.7％）が整備を実施して

いた。学校数でみると、エレベーターにおいては公立 484 校（14.9％）であり、障害者用

トイレ、スロープの設置と比較すると整備されているのは 3 分の 1 程度の学校であった。

そして、階段昇降機については、25 教育委員会（46.3％）で設置してあった。私立につい

ては無回答や把握していないという教育委員会が多く、十分に実態を把握することができ

なかった（Table2-3 参照）。  
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                 Table 2-3　各バリアフリー設備に対する項目回答・学校数および整備率

整備を実施した

  項　目 教育委員会（％） 　公立校数 （整備率％）   私立校数 （整備率％）

障害者用等トイレ 45（83.3%） 1,167 　　（35.8%） 101 　　（14.1%）

　エレベーター 42（77.7%） 484 　　（14.9%） 64 　　（8.9%）

　スロープ等 42（77.7%） 1,139 　　（35.0%） 76 　　（10.6%）

　階段手すり 40（74.1%） 923 　　（28.3%） 30 　　（4.2%）

　階段昇降機 25（46.3%） 81 　　（2.5%） 1 　　（0.1%）

　　　　　　　　　＊整備率は,Table2-1の高等学校の本校数に対するものである.
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（５）今後のバリアフリー設備の整備予定  

今後、所管する高等学校において、バリアフリー設備の整備を予定している教育委員会

は、24 教育委員会（55.8％）であり、整備を予定していない教育委員会は 19 教育委員会

（44.2％）であった（Fig.2-1 参照）。整備を予定していないと回答のあった 19 教育委員

会にその理由について回答を求めたところ、現在利用している障害のある生徒等にとって

支障をきたしていないためという理由が 13 件（41.9％）で最も多かった。その他の理由で

は、  4 教育委員会が必要に応じて対応する、  3 教育委員会がすでに整備を行っているた

め必要はないという回答であった。（Fig.2-2 参照）。  
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（７）教員研修の実施状況  

①研修の対象について  

教育委員会・教員センターが行っている肢体不自由教育等に関する教員研修の対象につ

いて Fig.2-3 に示した。特別支援教育コーディネーターを対象としたものが 46 件（85.1％）

と最も多く、管理職を対象とした研修 39 件（72.2％）、全教職員を対象とした研修 33 件

（61.1%）と続いた。その他の回答では、初任者研修、10 年目研修等、経験年数によると

いう意見や教務主任、生徒指導主事等を対象とするという回答が得られた。  

 

②研修の講師  

研修の講師については、最も多かったのが、管轄する教育委員会の指導主事 46 件（85.2%）

で、次いで大学教員、専門機関の職員等で 44 件（81.5%）であった。その他では少数だが、

福祉や労働関係者、スクールカウンセラーといった回答がみられた（Fig.2-4 参照）。  

 

③研修の内容について  

研修内容については 136 件の回答があり、内訳は、特別支援教育の基礎的知識が 50 件

と最も多く、約 93%の教育委員会が研修内容として扱っていた。また、発達障害に関する

基礎的知識についても 47 件（87.0%）で回答はこの２つに集中していた。肢体不自由に関

する基礎的知識や支援のための研修といった肢体不自由に関連した研修内容については、

それぞれこれらの項目の半数程であった。また、特に高等学校に在籍していた肢体不自由

のある生徒の事例検討は、各教育委員会においてほとんど行われていないことが示されて

いた。その他では、就労関係や福祉制度に関する研修や自立活動についての指導という回

答がみられた（Fig.2-5 参照）。  
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④研修においてその他工夫している事柄  

①～③の内容の他に特別支援教育推進のために工夫している内容について回答を求め

たところ、Table 2-4 に示したような回答が得られた。  
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Table 2-4 研修においてその他工夫している事柄  

・校種（小、中、高等）がまじって研修を受ける。  

・本県では、特別支援教育センターが、特別支援教育に関する研修講座を開催していま

す。この講座には管理職対象、教職員対象があります。高等学校の教員も参加できま

すが、実際に受講する高等学校教員は少ないです。  

・平成２７年度は、「インクルーシブな学校づくり」と題した研修を、教職経験に応じた

基本研修のすべての年次（初任・１年・２年・５年・１０年・１５年・２５年経験者

研修）にて実施する予定である。  

・高等学校特別支援教育コーディネーター連絡会を実施し、各校の実践内容について報

告・情報交換を行っており、その中で肢体不自由のある生徒への支援についても取り

上げている。  

・国委託事業を活用し、公開研修会として、研修の機会を提供している。  

・各学校で専門家を招へいし、教職員の専門性の向上や学校の対応力の強化を図ること

を目的とした特別支援教育研修ができるよう予算措置をしている。  

・出来る限り具体的な実例を混えて  

・講義形式のみならず、事例検討会や授業づくり等、受講者が学んだ内容を同僚教職員

に発信、共有する研修の実施  
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（８）管理職に対する取組  

教育委員会から管理職に対する取組の実施状況について回答を求めたところ、75 件の回

答が得られた。最も多かった回答が、校長会等により特別支援教育の必要性の説明を行う

というものであり、46 件の回答が得られた（Fig.2-6 参照）。  

 

（９）各自治体が肢体不自由のある生徒に配置している特別支援教育支援員等について  

①肢体不自由のある生徒に配置している特別支援教育支援員の状況  

肢体不自由のある生徒に特別支援教育支援員を配置しているのは、22 教育委員会（40.7%）

であった。配置している特別支援教育支援員の人数と学校数をたずねたところ、配置して

いる人数は 196 人で、配置している学校数は公立 138 校であった。支援員の状況について

は Fig.2-7 の通りで、特に専門性を問わず配置されているのが 134 人と最も多かった。  

 

②特別支援教育支援員以外に自治体が配置しているボランティア等の状況と人数  

特別支援教育支援員等以外にボランティアを配置していると回答のあったのは 3 教育委

員会（5.6%）であった。全体で 44 名配置されており、特に専門性を問わない 40 名、大学

院生・大学生 4 名という回答であった（Fig.2-8 参照）。また、配置の名目についてもたず

ねたが無回答であった。  
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③特別支援教育支援員等を配置していない理由について  

特別支援教育支援員等を「配置していない理由」として最も多かったのが、「支援員に対

するニーズが少ない」という回答であった（Fig.2-9 参照）。その他では、「当該生徒には支

援が必要でないため」が４教育委員会、「肢体不自由のある生徒だけに限定した配置してい

ない」が４教育委員会、「教員の対応で十分」が１教育委員会、「文科省の支援員事業の対

象が小・中学校であるため」が１教育委員会という回答であった。  
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（10）中学校と高等学校の連携の推進のため具体的な取組  

高等学校が中学校との連携のために具体的な取組を行っているかについては、39 教育委

員会（72.2%）が「行っている」と回答した（Fig.2-10 参照）。具体的な取組の内容は Table 

2-5 に示した。  
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Table 2-5 連携推進のための具体的な取組の内容  

＜個別の教育支援計画、支援シートなどの活用＞（ 9）  
・個別の教育支援計画等の活用  
・支援シートの活用等  
 
＜入学者選抜前後の情報交換＞（ 5）  
・中高連絡会の実施（入試合格発表後）。中高ブリッジ会議の実施（入試合格発表後）  
・受験前後の説明会、体験等  
・市立中学校から市立高等学校への入学者選願予定者について情報提供を事前に行っている。  
・障害のある生徒が県立高等学校の入学許可候補者となった場合に、当該中学校長及び特別支

援学校長は、志願先高等学校長に文書をもって生徒の障害状況や必要な配慮措置について提

出するよう通知している、等。  
 
＜研修会による情報交換＞（ 2）  
・研修の実施  
・市町の開催する研修会への参加。※学校による差がある  
 
＜連絡会議などによる情報交換＞（ 4）  
・年度初めに中学生徒指導連絡協議会で情報交換を行っている。  
・中学校の高等学校の特別支援教育コーディネーターの連携  
・平成２６年度、県内を４地区に分けて、中学校と高等学校（私立含む）の特別支援教育コーデ

ィネーターを集めて担当者会を開催した。  
 
＜中学校側からの情報提供＞（ 2）  
・支援・配慮が必要な場合は、中学校が高等学校に引き継ぐこととしている。  
・高等学校進学に際しての、中学校からの情報提供等  
 
＜その他＞（ 4）  
・地区ごとで自主的に行っているため内容は把握していない。  
・各県立学校長及び各市町村教育委員会に、特別な支援を必要とする児童生徒への指導・支援

内容等の引継ぎについての依頼文書を関連資料とともに送付している。  
・中学校と高等学校で情報が途切れないようにするための通知を出している。・事業の成果発表

会で中学校と高等学校との情報連携について報告を行い、周知をしている。  
・ハンドブックの作成  
 
＜行っていない場合の理由＞（ 3）  
・中学校と高等学校が互いに情報交換を行っているから  
・肢体不自由のある生徒が入学する際は、当該学校と出身中学校とで情報の共有を密に行うた    
 め  
・状況に応じて中学校と連絡を取りあうことは各学校している。  
・無回答（４）  

（  ）内は教育委員会数を示す．  
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（11）高等学校入学者選抜の実施要項における肢体不自由のある生徒への配慮に関する記   

載とその内容  

Fig.2-11 に、高等学校入学者選抜における肢体不自由のある生徒の配慮の有無を示した。

「記載している」と回答があったのが 32 教育委員会（59.3%）であった。「記載していな

いが相談に応じている」と回答があった教育委員会と合わせると、８割が記載もしくは相

談により対応している。具体的な記述内容を Table 2-6 に示した。  
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Table 2-6 高等学校入学者選抜における実施要項の肢体不自由のある生徒への配慮に関する記載内容  

＜特別措置申請書などの記述があるもの＞（ 5）  

・「身体に障がいがある受検者等への配慮事項」として記載しており、特別措置申請書を提出のう

え、相談に応じている。  

・配慮内容を記載した申請書を、所属中学校長が、受検校に提出する。  

・肢体不自由に限らず、障害のある生徒の受験の配慮申請の手続き等について明記している。  

・障害のあることで、特別の配慮を希望する志願者は、「受検上の配慮願」を中学校長等を経由し

て志願先高等学校長に提出する。  

・受験方法等について申請が必要な場合は、申請書を志願先の高等学校に提出する。  

 

＜相談・協議・申し出について記述があるもの＞（ 20）  

・公立・志願者は、視力、聴力、肢力状況、疾病等と関わって、受検に際して特に配慮を必要とす

る場合、出身中学校長等を通じて出願前に志願先高等学校長に連絡する。配慮内容は、志願先高

等学校長が県教育委員会と協議の上で決定する。  

・特別な配慮を必要とする障がいのある生徒が出願しようとする場合は、在籍中学校長は出願しよ

うとする高等学校長にその事情を説明し、当該高等学校長は学校教育部長と協議すること。  

・身体に障がいがある受検者への配慮事項  １  手続きの方法等（１）中学校長は、身体に障がい

があるため、通常の方法により受検することが困難と認められる者が志願する場合には、すみや

かに出願予定の高等学校長へ連絡すること。（２）高等学校長は、身体に障がいがあるため、通

常の方法により受検することが困難と認められる者については、県教育委員会の承認を受けて、

検査方法や検査場等について適切な措置を講じるものとする。  ２  具体的な配慮・検査時間の

延長、問題用紙の拡大、英語のリスニングテストにおけるテロップ受検など。  

・受検時に特別な配慮を必要とする者については出身中学校より志願先高等学校にその旨を申し

出る。申し出を受けた高等学校長は、特別な措置を実施する場合、事前に県教育委員会事務局高

校教育課の承認を受ける、等。  

 

＜入学試験の配慮について記述があるもの＞（ 3）  

・受検に際しての特別措置について  

・配慮受験の実施  

・通常の方法により受検することが困難と認められる者については、検査方法や検査場等について

適切な措置を構ずるものとすると要領に記載。  

 

＜その他＞（ 3）  

・肢体不自由を含めたいくつかの配慮事例を記載  

・身体状況については、特に就学にたえられないと認められる場合のほかは、障害があることによ

って不合格としてはならない。  

・配慮事項を定めている。  

（  ）内は教育委員会数を示す．  
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（12）平成 27 年度高等学校入学者選抜における肢体不自由のある生徒への配慮事例と具  

体的な内容  

Fig.2-12 に、平成 27 年度高等学校入学者選抜における実際に行われた配慮事例の有無

を示した。「行っている」と回答したのは 30 教育委員会で、「行っていない」と回答したの

が 15 教育委員会であった。具体的な配慮の内容については、Table 2-7 に示した。物理的・

人的な環境面の調整に関する支援項目が多くみられた。  
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Table 2-7 平成 27 年高等学校入学者選抜における肢体不自由のある生徒への配慮内容  

環境の調整  

物理的環境  

・別室受検（ 8）  

・座席位置の配慮（ 3）  

・机の持ち込み（ 2）  

・エレベーターの使用（ 3）  

・車椅子の持ち込み（ 2）  

・病院内受験  

人的環境  

・介助者の配置（ 5）  

・介助者による代筆（ 2）  

・介助者による面接の通訳  

その他  

・時間延長（ 4）  

・拡大用紙（ 2）  

・公表できない（ 3）  

（  ）内は教育委員会数を示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

（13）定時制・通信制課程のある高等学校への重点的な支援の取組  

肢体不自由のある生徒の進学・学校生活において、定時制課程のある高等学校への重点

的な支援の取組についてたずねたところ、「行っている」と回答したのは 15 教育委員会

（ 23.3%）であった。一方で、通信制課程のある高等学校への重点的な支援の取組につい

ては、「行っている」と回答したのが 8 教育委員会と定時制よりもさらに少なくなり、ほと

んどの自治体で取組が行われていないという結果であった（Fig.2-13 参照）。それぞれの

課程での具体的な支援や対応については、Table 2-8 にまとめた。  
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Table 2-8 定時制・通信制課程のある高等学校への重点的な支援の取組  

定時制課程  

＜人的配置＞（ 10）  

・支援員の配置  

・スクールカウンセラーの配置  

・ボランティアの配置  

・体育の授業時に非常勤講師を配置  

・定時制、通信制、肢体不自由に限定していませんが、ス

 
・すべての学校を対象としていないが、国委託の事業を活

 

＜その他＞（ 5）  

・巡回相談の利用  

・一部の授業（情報、家庭、体育、音楽等）で配慮をして

 
・授業時、移動時等の介助  

・エレベーターの設置  

・全日制と同様の対応  

・対象者がいない  

 

 

 

 

 

通信制課程  

＜人的配置＞（ 3）  

・支援員の配置  

・学校生活における日常の生活の指導面で配慮する必要

 
・ボランティアの活用  

＜その他＞（ 4）  

・巡回相談の利用  

・エレベーターの設置  

・全日制と同様の対応  

・対象者がいない  

 
         （  ）内は教育委員会数を示す．  
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（14）私立の高等学校を対象とした取組  

各自治体において、教育委員会・教育センターが主催する教員研修、教育委員会が派遣

する専門家チームによる巡回相談、特別支援学校のセンター的機能の活用の 3 項目で私立

の高校学校も対象としているかどうかについて回答を求めた。最も多く対象としていたの

が、特別支援学校のセンター的機能の活用であり、24 教育委員会（44.4%）が私立の高等

学校も対象としていた（Fig.2-14 参照）。また、23 教育委員会（42.6%）が「私立の高等学

校については十分に把握していない」と調査用紙に記入していた。3 項目以外に私立の高

等学校を対象とした取組を行っているか尋ねたところ、「事業の成果発表会等も案内を行

い参加できるようにしている」や「年１回の特別支援コーディネーター研修会には、希望

により参加することができる」等、公立高校の教員を対象とした研修への参加をできるよ

うにしていると回答のあったのが 3 教育委員会、「私立の高等学校の相談には、特別支援

教育センターが対応している」というのが 1 教育委員会、「肢体不自由のある生徒のため

の介助員雇用の際の補助金制度」が 1 教育委員会、「把握していない」が 5 教育委員会、

「特になし」が 3 教育委員会、41 教育委員会が無回答であり、全体的にみるとほとんど取

組が行われていないという結果であった。  
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（15）高等学校における肢体不自由のある生徒への指導・支援に関する課題  

各都道府県および政令指定都市の教育委員会が、高等学校における肢体不自由のある生

徒への指導・支援に関する課題を自由記述でたずねたところ、表のような回答が得られた。

＜学校施設のバリアフリー化の推進＞、＜支援員の人材確保・予算＞、＜入学試験合格後

の対応・整備による遅れ＞、＜合理的配慮の充実＞等に関する課題が挙げられていた

（Table 2-9 参照）。  
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Table 2-9  高等学校における肢体不自由のある生徒への指導・支援に関する課題の内容  

＜学校施設のバリアフリー化の推進＞（ 3）  
・入学してくる生徒は多くないため、設備については入学者の状況で整備している。  
・入学者選抜の段階で配慮申請のあった生徒を中心に、入学後も各高校と県教育委員会とで継続的

に情報交換をし、必要に応じて特別支援教育支援員等の配置や施設・設備面の整備等を行ってい

るが、特に施設のバリアフリー化については、設置の遅れや予算上対応できないケースがある。

各高校はそれぞれの環境の中で、対象生徒に対し、学校生活が充実できるようできるだけの工夫

や配慮をしていると認識している等。  
 
＜支援員の人材確保・予算＞（ 3）  
・介助員の募集、採用は配置校が行っているが、募集をしても応募がないケースが多く、適任者を

見つけるのが困難な場合がある。募集、採用に関して、中・長期的な見通しをたて、対策を講じ

る必要性を感じている。  
・県立高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒への介助員配置について、平成２６年度から県の

事業として予算化している。今後、ますますニーズが増えることが予測されるため、更なる予算

措置、施設設備の整備等が必要になるため、関係課との連携が必要である。  
・予算に限りがあるため積極的に広報することは困難。また、雇用条件等の制約もあり、介助員の

人材確保がうまくいかない事例もあり、課題となっている  
 
＜情報の引継ぎ・共有＞（ 2）  
・支援内容の確実な引継ぎ。  
・情報共有のむずかしさ、指導の一貫性をどう保つか。  
 
＜入学試験合格後の対応・整備による遅れ＞  
・特別な支援を必要とする新入生への対応を年度初めから行うことが困難である。（入試後に合格

者が決定して初めて当該生徒が入学することがわかるため予算措置が難しいため。）  
・施設の改修などを要する場合、少なくとも２年間の準備期間が必要であり、中学３年生になって

からの情報提供では、間に合わない。早期からの情報収集が課題となっている。  
 
＜合理的配慮の充実＞（ 3）  
・発達障害の生徒への対応が主となってしまい、施設の整備のハード面の対応には努めているが、

指導・支援に関するソフト面の合理的配慮について、ニーズの把握が課題である。  
・基礎環境整備と合理的配慮の充実。本人の自立と社会参加に向けた意識の醸成。  
・肢体不自由のある生徒が入学する際には、その指導や支援について具体的に検討しています。生

徒の状態が、一人ひとり異なることから個別に対応しています。  
 
＜その他＞（ 7）  
・障害者手帳取得による就労の指導  
・指導・支援については、文部科学省より具体的な方向性が示されていない中で、県としての対応

を今後十分に検討していく必要がある。  
・施設設備のほか教職員の指導・配慮、生徒の手助け等により現時点ではほぼ対応できており、支

援介助員の配置に対する要望が思いのほか少ない。  
・教員の肢体不自由に関する理解   
・研修の必要性  
・まずは、実態把握が必要である。  
・高等学校は就学奨励費の対象となっていないため、通学に係る費用の支援が限られてしまう。  

（  ）内は教育委員会数を示す．  
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Ⅳ．考察  

（１）肢体不自由のある生徒の在籍状況  

高等学校に 385 名の肢体不自由のある生徒が在籍しており、その多くが公立の高等学校

に進学していた。しかしながら、人数の公表を拒否（3 教育委員会）、あるいは在籍状況自

体を把握していない教育委員会（5 教育委員会）もみられ、調査結果の肢体不自由のある

生徒の在籍者数が実態を十分に把握しているとはいえない。特に私立高校については、各

校任せの対応になっており、各自治体としての実態把握の不十分さが浮き彫りとなった。

日本学生支援機構による「平成 26 年度障害のある学生の修学支援に関する実態調査」に

よれば、大学、短期大学、高等専門学校には、2,534 名の肢体不自由者が在籍しているこ

とが報告されている。このことからも、教育委員会が把握している数字よりも多くの肢体

不自由のある生徒が高等学校に在籍していることが推察される。平成 27 年度高校入学者

選抜においても、半数の自治体で肢体不自由のある生徒に対して入学試験における物理

的・人的な環境整備、配慮が行われており、今後も入学者数の増加が予想される。肢体不

自由のある生徒に関する高等学校における特別支援教育を推進するためには、各自治体で

の実態把握がまずは必要であろう。  

 

（２）バリアフリー整備状況について  

バリアフリー設備の整備については、多くの教育委員会が取り組んでいるが、学校数で

みると、公立校での整備実施率は、障害者用トイレ、スロープが４割程度、エレベーター

については 1 割強である現状が明らかとなった。白石 (2003)でも指摘されているように、

肢体不自由のある生徒にとっては施設・設備面が整っていないことが高校進学を妨げられ

る大きな要因となるため、今後のさらなる体制整備を検討していく必要がある。さらに、

バリアフリー設備の整備を予定していない教育委員会については、「現在利用している障

害のある生徒に支障がないため取り組む予定がない」という意見が多くみられた。教育委

員会は、事前にいつでも対応できるように設備を整えておくのではなく、肢体不自由のあ
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る生徒の入学によりニーズが生じた際に整備を行う様子が伺えた。一方で、バリアフリー

設備の設置に際して施設の改修などを要する場合、少なくとも２年間の準備期間が必要で

あり、入学前中学３年生になってからの情報提供では間に合わないため、早期からの情報

収集を課題として挙げる自治体もみられた。肢体不自由のある生徒がバリアフリー設備の

整備が整っていない学校に進学を希望した際、高等学校入学者選抜の判定後にそれらの対

応を行うのでは明らかに間に合わず、特に入学初年度には不自由な思いをして高校生活を

送っていることが予想される。例えば、神奈川県では、「県立高校・中等教育学校のエレベ

ーター・スロープ・車椅子用洋式トイレ設置状況」として高等学校のバリアフリー状況が

ホームページ上に公開されている。このような手立ては、当事者側の進路選択の際に有益

な情報となるため、他の自治体でも同様に実施されることが望ましいと考えられる。もち

ろん、すべての学校において施設・設備面のバリアフリー化が実現し、障害の有無に関わ

らす自身の能力と希望する将来像に沿った高等学校に進学できるようになることが理想

ではある。しかし、各自治体により財政面も異なるため実際には困難であり、着実な環境

整備を進めるとともに、学校選択の際に当事者側が参考にできる各校のバリアフリーに関

する情報を提供していく仕組みづくりも求められる。  

 

（３）教員の研修  

教員の研修については、研修内容で特別支援教育や発達障害についての基礎的な知識に

関するものが多く、肢体不自由に関連した内容はそれらの約半数であった。高等学校に在

籍していた肢体不自由のある生徒の事例について検討することや、実際に肢体不自由児が

高等学校に進学した事例が学校間で共有・蓄積されることなく生徒本人とその保護者、そ

れに携わった高等学校関係者の中だけの事例として完結してしまっており、他の肢体不自

由のある生徒の高校進学・学校生活のために十分に生かされていないことが示唆された。 
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（４）特別支援教育支援員等の配置  

肢体不自由のある生徒に特別支援教育支援員を配置しているのは、22 教育委員会（40.7%）

であった。肢体不自由のある生徒に対して 196 名の特別支援教育支援員は配置されている

が、その 7 割近くが専門性を問わず、特別な資格を有していないものが担当していること

が明らかとなった。また、特別支援教育支援員について、財源の確保や適切な人材確保が

できないことを課題として挙げる自治体がみられた。一方で、その他と回答した教育委員

会では、特別支援教育支援員配置のニーズはなく現場の教員で対応できている (3 教育委員

会 )という意見もみられた。 2015 年の文部科学省の高等学校における特別支援教育の推進

に関する調査研究協力者会議による「高等学校における特別支援教育の現状と課題につい

て」の報告では、平成 27 年度高等学校では 542 名の特別支援教育支援員が配置されてい

ることが報告されている。このデータから推察すると、高等学校に配置されている特別支

援教育支援員のおよそ３～４割程度が肢体不自由のある生徒のために活用されているこ

とが考えられる。荒川・船橋・室伏・渡辺 (2009)は、茨城県内の特別支援教育支援員につ

いての施策に関わる問題点、課題について調査し、支援員の職務内容や職務条件について

の基準が明確ではなく、仕事内容についての検討は、ほとんど一から手がけなければなら

ないこと、国の制度として支援員の配置や資格・役割についての法的基準を定めていくこ

とも大きな課題であることを指摘している。また、吉原・都築 (2010)は、特別支援教育支

援員養成講座を実施している自治体もあるが、必ずしも行政と教育現場が連携しているわ

けではないことを指摘し、今後は支援員の養成を組織的に行っていくことが必要であると

述べている。このような採用基準、仕事内容等も曖昧な状況で、高等学校において肢体不

自由のある生徒に対して特別支援教育支援員が十分に活用されているのか今後実態を調

査していく必要があるといえるだろう。  
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（５）定時制・通信制課程のある高等学校、私立高等学校を対象とした肢体不自由のある  

生徒への取組  

定時制課程では 15 教育委員会、通信制課程では 8 教育委員会で、高等学校に在籍する

肢体不自由のある生徒への進学・学校生活における支援や対応が行われていた。Table 2-2

でも示したように、定時制・通信制課程の在籍者数が少ないため取組を実施している教育

委員会が少ない可能性も考えられるが、当事者が希望する場で教育が受けられるように、

あらゆる課程での体制整備が求められる。  

また本調査では、私立高校が教育委員会の管轄外であることから調査の際には、担当部

署が異なる場合は必要に応じて各部署に回付・問い合わせのうえ回答して頂くよう依頼を

したうえで実施した。しかしながら「私立の高等学校については十分に把握していない」

との回答も多く (23 教育委員会，42.6%)、全体的に私立の高等学校における肢体不自由の

ある生徒の在籍状況や体制整備について、その実態を十分に明らかにすることができなか

った。内野ら（2008）では、 高校での特別支援教育に関する私学主管課では、組織横断的

な検討、施策の具体化が必要であり、教育委員会との連携による研修の機会、情報提供必

要であることを指摘している。本調査結果からも、教員研修や巡回相談、特別支援学校の

センター的機能の活用のいずれの取組においても、私立の高等学校も対象としている教育

委員会が半数以下であり、実態把握を含めた私立高等学校と教育委員会との連携が今後ま

すます求められる。  
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Ⅴ．第 2 章のまとめ  

・バリアフリー設備の整備については多くの教育委員会が積極的に取り組んでいるが、学    

数でみると公立校では障害者用トイレ、スロープが４割程度、エレベーターについては 1

割強であった。また、肢体不自由のある生徒の入学が決定してから開始するバリアフリー

設備の整備では、入学後の学校生活の支援には明らかに間に合わず、今後一定のバリアフ

リー設備をどの学校も標準的に備えるようになることが望ましい。  

・肢体不自由のある生徒に特別支援教育支援員を配置しているのは、 22 教育委員会

（40.7%）、196 名の支援員が配置されていた。しかしその 7 割近くが専門性を問わず、特

別な資格を有していないものが担当していることが明らかとなった。  

・私立の高等学校における肢体不自由のある生徒の在籍状況や体制整備について、情報を

把握していない自治体も少なくなく、実態を十分に明らかにすることができなかった。公

立高等学校と同様に私立高等学校についても、今後ますます多様な特性を持つ生徒の入学

が促進する可能性があり、自治体による正確な情報把握の必要性があるといえる。  
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第 3 章 

全国高等学校への質問紙調査による肢体不自由のある生徒の 

教育・支援の実態と課題についての検討 
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Ⅰ．目的  

全国の高等学校に質問紙調査を実施し、高等学校で学ぶ肢体不自由のある生徒への教

育・支援の実態と課題を明らかにすることを目的とした。  

 

Ⅱ．方法  

１．対象者   

対象は、平成 27 年度学校基本調査（確定）の全国の全日制、定時制課程の高等学校 4939

校（本校 4851 校，分校 88 校／国立 15 校、公立、3604 校、私立 1320 校 /全日制 4283 校、

定時 173 校、併置 483 校）とした。ただし、全日制と定時制の併置校には調査票を 2 票ず

つ送付しているので、実際の調査票配布数は 5422 票となった。  
 

２．調査方法  

各学校長宛てに調査票を郵送し、返信用封筒にて返送を依頼した。調査票の回答者は、

「学校長又は学校長が指名する者」とした。調査は、平成 28 年 9 月から 11 月にかけて実

施した。  
 

３．調査項目  

①学校の概要（全生徒数、全教員数、養護教諭・養護助教諭数、専門職員数、教員の特

別支援学校教諭免許状保有率、特別支援教育コーディネーター配置数）  

②肢体不自由のある生徒の入学試験の実施状況（相談内容、具体的対応等）  

③肢体不自由のある生徒の在籍状況および障害種  

④施設整備面の状況  

⑤特別支援教育、肢体不自由教育に関連した研修実施経験・内容  

⑥肢体不自由のある生徒への合理的配慮について（日常生活、学習面での対応）  

⑦関係機関との連携協力状況  

⑧肢体不自由のある生徒の進学や就職（進学や就職状況、進路指導の対応・課題）  

⑨高等学校における肢体不自由のある生徒の就学にあたっての課題 (自由記述 ) 
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４．分析の方法  

 調査票は、①全体での単純集計、②公立・私立校別の単純集計、③全日・定時の課程別

の単純集計の単純集計を行った。また、項目に応じてクロス集計を行った。記述項目につ

いては、KJ 法に準じた内容分析を行った。  

 

５．倫理的配慮  

 質問紙調査にあたり、個人・学校が特定される可能性のある情報は一切公表しないこと

とした。また、調査への回答は自由意思であり、いつ撤回してもいかなる不利益も生じな

いこと、回答したくない項目があれば無理に回答する必要のないことを依頼文書及び質問

紙調査票の表紙に明記した上で調査を実施した。なお本調査は、東京学芸大学研究倫理審

査委員会の承認（受付番号１７４）を得て実施した。  
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Ⅲ．結果  

調査票の回収状況は、調査票の配布数 5422 票に対して、回収数は 1536 票であり、回収

率は 28.3％であった。公立高校 1195 票（全日制：1017 票、定時制：178 票）、私立高校

308 票（全日制：304 票、定時制：4 票）、不明 33 票からの回答であった。調査票の回答

者は、校長 43 名（2.8%）、教頭・副校長 714 名（46.5%）、進路担当教諭 159 名（10.4%）、

教務担当教諭 147 名（9.6%）、養護教諭 208 名（13.5%）、特別支援教育コーディネーター

252 名（16.4%）、その他 63 名（4.1%）、17 名（1.1%）であった。  

 

（１）対象校の概要  

公立・私立ごとの対象校の全生徒について Fig.3-1，3-2 に示した。そのうち公立校では、

1000 名以上の生徒が在籍する学校が 84 校（7.0%）で 1 割も満たないのに対し、回答のあ

った私立高校の 91 校（29.5%）、約 3 割の学校には、1000 人以上生徒が在籍していた。  
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公立・私立ごと対象校の教員数を Fig.3-3，3-4 に示した。そのうち公立では、60 名前後

の教員が勤務する高校がピークであるのに対し、私立では、教員数が 100 名以上が 87 校

（28.2%）であった。  
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養護教諭・養護助教諭数については、Fig.3-5，3-6 に示した。公立・私立校ともに養護

教諭・養護助教諭が「1 名」勤務している学校が最も多かった。  
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その他の専門職員の配置では、公立・私立校ともに「スクールカウンセラー」が最も多

く、回答のあった公立校の 773 校（64.7%）、私立校では 234 校（76.0%）に配置されてい

た。さらに、公立校では、看護師、臨床心理士がほとんど配置されていない（看護師 3 校

（0.3%）、臨床心理士 39 校（3.3%））のに対し、私立校では、それぞれが約 10%の学校（看

護師 38 校（12.3％）、臨床心理士 39 校（12.7%））に配置されていた。その他では、スク

ールソーシャルワーカー138 校（公立：122 校、私立：16 校）が最も多く、精神科医 6 校

（公立：2 校、私立：4 校）、訪問相談員 4 校（公立：2 校、私立：2 校）といった回答が

みられた。  
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特別支援学校教諭免許状を所有する教職員数は、公立校では、「0 人」が 664 校（55.6%）、

「1 人」が 221 校（18.5%）、「2 人」が 94 校（7.9%）、「3 人以上」が 46 校（3.8%）、「無

回答」170 校（14.2%）であった。私立校では、「0 人」が 203 校（65.9%）、「1 人」が 38

校（12.3%）、「2 人」が 17 校（5.5%）、「3 人以上」が 8 校（2.6%）、「無回答」170 校（14.2%）

で、回答した高校全体の 886 校（57.7%）では特別支援教育教諭免許状を所有する教職員

が勤務していなかった。特別支援教育コーディネーターの配置状況は、公立校では「配置

されている」が 976 校（81.7%）、「配置されていない」が 190 校（15.9%）、「無回答」が

29 校（2.4%）であった。私立校では「配置されている」が 85 校（27.9%）、「配置されて

いない」が 202 校（65.6%）、「無回答」が 20 校（6.5%）であった。全体では 1061 校（69.1%）

の学校で特別支援教育コーディネーターの配置が行われていたが、392 校（25.5%）の学校

にはいまだ配置されていないという結果であった。特に私立高校では、特別支援教育コー

ディネーターが配置されていない学校が 202 校（65.6%）であった。  

 

（２）入学試験の対応  

 2007 年（平成 19 年）以降、肢体不自由のある生徒から、入学試験に関する問い合わせ・

相談等があったかどうかを尋ねたところ、「あった」522 校（34.0%）（公立 326 校、私立

185 校、不明 11 校）、「なかった」628 校（40.9%）（公立：537 校、私立：81 校、不明 10

校）、「把握していない」371 校（24.2%）（公立 321 校、私立 40 校、不明 10 校）、「無回

答」15 校（1.0%）（公立 11 校、私立 2 校、不明 2 校）であった。「あった」を選択した学

校への具体的な相談内容としては、公立校では、「入学試験時の配慮」227 校（69.6%）や

「施設・設備の内容」223 校（68.4%）に関するものがそれぞれ約 70%を占め入学するこ

とを前提とした相談が多かった。一方で、私立校では、「受験の可否」に関する相談が 160

校（86.5%）最も多かった（Table 3-1 参照）。  
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公立校数 （％） 私立校数 （％） 全体 （％）

143 43.9 160 86.5 312 59.8

227 69.6 113 61.1 348 66.7

223 68.4 132 71.4 361 69.2

28 8.6 19 10.3 47 9.0

83 25.5 44 23.8 130 24.9

79 24.2 52 28.1 135 25.9

10 3.1 8 4.3 20 3.8

14 4.3 4 2.2 18 3.4

1 0.3 2 1.1 3 0.6

136 41.7 77 41.6 220 42.1

22 6.7 6 3.2 28 5.4

12 3.7 1 0.5 13 2.5

6 1.8 3 1.6 9 1.7無回答

Table 3-1　問い合わせ・相談の「具体的な内容」

学友関係（いじめ等）

クラブ活動

下宿・寮の問題

介助・介護の問題

就職・進学の問題

その他

受験の可否

入学試験時の配慮

設備・備品の内容

教育課程の問題

授業の進め方

通学上の問題
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肢体不自由の生徒の受験生については、重度肢体不自由のある生徒の受験生は 264 校

（17.2%）（公立 167 校、私立 93 校、不明 4 校）、で、中・軽度の肢体不自由の受験生は

261 校（17.0%）（公立 151 校、私立 106 校、不明 4 校）で「いた」と回答があった（Fig.3-

9 参照）。また、「受験を認めていない」と回答している学校も（公立 1 校、私立 6 校、不

明 1 校）もごく少数みられ、理由として、「施設・整備の未整備」が 7 校（77.8%）で最も

多かった。肢体不自由のある受験生のいた学校 504 校が行っていた入試時の配慮について

は、「受験室を別に用意」するという回答が 235 校（46.6%）で最も多く実施されていた

（Fig.3-10 参照）。次いで、「特別な机や椅子の用意」180 校（35.7%）、「介助者をつける」

130 校（25.8%）の順に配慮が行われていた。その他の配慮では、「階段昇降機の利用」、

「休憩室の用意」、「ユニバーサルデザインの蛇口」等が挙げられていた。  
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（３）肢体不自由のある生徒の在籍状況  

車椅子使用、両上肢の機能障害などの重度の肢体不自由のある生徒の現在（2016 年 5 月

1 日時点）の在籍の有無について、回答のあった 1536 校のうち、124 校（8.1%）の高校に

上記のような生徒が在籍していた。1 つの高校に在籍する重度肢体不自由のある生徒の数

は「１名」が 105 校（84.7%）で、複数の重度肢体不自由のある生徒を受け入れているの

は 14 校（11.3%）であった。在籍者数は、公立 97 名（全日 67 名、定時 30 名）、私立 47

名（全日 47 名）で計 144 名であった（Table3-2 参照）。次に、松葉杖、義足、義手など補

装具が常時必要な中・軽度の肢体不自由のある生徒の現在の在籍については、123 校（8.0%）

の高校に在籍しており、重度の肢体不自由のある生徒の在籍状況とほぼ同程度であった。

在籍者数は、公立 82 名（全日 70 名、定時 12 名）、私立 50 名（全日 49 名、定時 1 名）不

明 4 名で計 136 名であった。また、医療的ケア（経管栄養、たん吸引、導尿等）を必要と

する者の数は 55 名であり、現在在籍している肢体不自由のある生徒のうち約 5 人に１人

が医療的ケアを必要としていた。医療的ケアの必要な肢体不自由のある生徒の在籍の内訳

は、公立高校 30 校、私立高校 22 校の計 52 校であった。  
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現在を除く、過去（2007 年（特別支援教育移行後）～2015 年）に重度肢体不自由のあ

る生徒が在籍した高校数は、195 校（12.7%）で、在籍者数は、公立 141 名（全日 113 名、

定時 28 名）、私立 95 名（全日 92 名、定時 3 名）、不明 5 名で計 241 名であった。また、

中・軽度の肢体不自由のある生徒が在籍した高校数は、168 校（10.9%）で、在籍者数は、

公立 92 名（全日 85 名、定時 7 名）、私立 106 名（全日 106 名、定時 0 名）不明 5 名で計

203 名であった。現在と過去の在籍を累計すると、肢体不自由のある生徒が在籍している・

いた高校は 462 校（公立 :304 校，私立 158 校）であった。  
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そして、現在・過去に在籍している（いた）肢体不自由のある生徒 724 名の障害種につ

いては、最も多かったのが「四肢の欠損・形成不全」208 名（26.6%）で、次いで「脳性ま

ひ」178 名（22.8%）、「二分脊椎」107 名（13.7%）であった。その他では、「シャルコーマ

リートゥース病」や「先天性ミオパチー」等の神経・筋疾患に起因するものや「骨形成不

全症」等の骨･関節系疾患に起因するもの等、様々な原因により肢体不自由を有する生徒が

在籍していた。  
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（４）施設・設備面の整備状況  

 施設・設備面の整備状況について項目別にみると、全体で最も整備がなされていたのは

「階段手すり」1116 校（72.7%）で、次に「障害者用トイレ」1055 校（68.7%）、「段差解

消のためのスロープ」850 校（55.3%）という結果であった（Fig.3-12 参照）。私立校では

回答のあった 179 校（58.1%）の学校に「エレベーター」が設置されていた。  

項目ごとの配備・設置数をみると、「障害者用トイレ」が設置されている 1055 校のうち、

１基設置されている学校が 519 校（49.2%）（公立 423 校、私立 87 校）、２基以上の「障

害者用トイレ」が設置されている高校が 367 校（34.8%）（公立 281 校、私立 82 校）であ

った。また、エレベーターの配備が行われている 511 校（公立 322 校、私立 179 校）のう

ち、エレベーターが 1 基設置されている学校が 392 校（76.7%）（公立 278 校、私立 109

校）で２基以上のエレベーターが設置されている学校は 100 校（65.1%）（公立 33 校、私

立 67 校であった。  
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（５）特別支援教育、肢体不自由教育に関連した研修実施・内容  

特別支援教育、肢体不自由教育に関連した研修経験・内容において、全体で最も行われ

ていたのが「発達障害のある生徒の支援等の研修」であり、1119 校（72.9％）で実施され

ていた（Fig.3-15 参照）。  

公立・私立校別にみても、「発達障害のある生徒の支援等の研修」が最も行われていた。

私立校では、発達障害に関する研修以外は低い実施率であり、研修自体を実施していない

学校も 82 校（26.6％）あった（Fig.3-16、3-17 参照）。  

全体的に、肢体不自由に関連する研修はいずれも低い実施率であり、特に「高校入学経

験のある肢体不自由のある生徒の事例検討」はほとんど行われていなかった。「肢体不自由

のある生徒の対応等に関する研修」を実施していた 80 校中 61 校が、現在または過去に肢

体不自由のある生徒が在籍していた学校であった。  
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（６）肢体不自由のある生徒への合理的配慮について  

これまでに肢体不自由のある生徒が在籍していた高校に対して、どのような支援・対応

を行っている（いた）のか、また、在籍していない高校ではどのような対応が可能である

と考えているのかを尋ねた。  

まず、生活全般の配慮では、肢体不自由のある生徒が在籍している・いた高校 462 校で

最も多く対応が行われていた項目が、「学校行事での配慮」382 校（82.7％）であり、次い

で、「保護者との連携・情報共有」349 校（75.5%）であった（Fig.3-18）。  その他の項目

をみると、肢体不自由のある生徒が実際に在籍している学校の半数では「障害者用トイレ

の設置」、「障害物・段差の除去等」、「エレベーター、階段昇降機の設置」といったハード

面の整備が行われていた。その一方、最も対応が行われていない項目が、「医療的支援体制

の整備」11 校（2.4%）であり、次に「巡回相談員の活用」41 校（8.9%）、専門家チームの

活用」42 校（9.1%）であり、肢体不自由のある生徒の対応にあたり外部との連携があまり

行われていないことが示された。  

一方、肢体不自由のある生徒が在籍していない・いなかった高校 1041 校で、最も対応

が可能であると判断された項目は「学校行事での配慮」755 校（72.5％）、次いで、「保護

者との連携・情報共有」730 校（70.1%）で上位 2 項目は肢体不自由のある生徒が在籍し

ている・いた高校と同様であった（Fig.3-19 参照）。  
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次に学習面の配慮で、肢体不自由のある生徒が在籍している・いた高校で最も多く対応

が行われていた項目が、「教室移動の配慮・支援」332 校（71.9%）であった。次に、「特別

な学習机や椅子の設置」171 校（37.0%）、「学習内容の変更・調整」161 校（34.8%）とい

う順であった。その他の項目の選択は 10%から 20%程度であり、全体的に学習面の特別な

対応が行われていないという結果であった（Fig.3-20 参照）。  

そして、肢体不自由のある生徒が在籍していない・いなかった高校において、最も対応

が可能であると判断された項目は「特別な学習机や椅子の設置」663 校（63.7%）であっ

た。次に、「多様な成績評価・基準の設定」366 校（35.2%）、「筆記のサポート」363 校（34.9%）

という順であった。  
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（７）関係機関との連携  

 肢体不自由のある生徒の対応にあたり、どのような関係機関と連携行っていたかという

質問では、肢体不自由のある生徒が在籍している・いた高校では、「特別支援学校」185 校

（40.0%）と「都道府県教育委員会」182 校（39.4%）という回答がそれぞれ 4 割を占め最

も多かった（Fig.3-22 参照）。  

「特別支援学校と連携していた 185 校にどのような支援を受けているか尋ねたところ、

最も多かったのが「個別の指導内容・方法での助言」115 校（65.0%）、次いで「研修協力」

63 校（35.6%）であった（Fig.3-23 参照）。公立・私立別にみると、肢体不自由のある生徒

が在籍している・いた公立校では、「都道府県教育委員会」176 校（57.9%）、「特別支援学

校」163 校（53.6%）、と連携を行い生徒の対応にあたっていたのに対し、私立校では「都

道府県教育委員会」6 校（3.8%）、「特別支援学校」22 校（13.9%）であった（Fig.3-24、

3-25 参照）。  
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（８）進路指導及び進路状況  

 2007 年以降、肢体不自由のある生徒が在籍していた 319 校に対し、それぞれがどのよ

うな進路に進んだか尋ねたところ、「進学・就職等した」という回答が全体の 9 割強を占め

最も多かった（Fig.3-26 参照）。  

進路先は、「大学」200 校（65.8%）への進学が最も多く、「就職」は、42 校（13.8%）で

あった。少数ではあるが、「職業訓練校」11 校（3.6%）や「社会福祉施設」9 校（3.0%）

を選択したものもみられた。また、その他では、「途中で退学してしまったためわからない」

や「身体を壊して学校辞めてしまった」といった回答がみられ、中途退学してしまったた

め進路先を把握していないというケースもあった（Fig.3-27 参照）。  
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そして、進学の場合、進路指導でどのような対応を行うかについては、肢体不自由のあ

る生徒が在籍している・いた高校（462 校）では、「一般の生徒と異なる指導・対応する」

と回答した高校が 238 校（51.5%）で最も多かった（Fig.3-28 参照）。具体的には、「教員

は受験先への問い合わせをする」が 196 校（82.4%）で最も多く、「肢体不自由のある生

徒について卒業後の情報を集め、進学指導の参考にする」が 99 校（41.6%）の学校で

行われていた。その他の対応として、「引き継ぎに進学先へ出向く」や「本人や保護者

から特別な対応を求められた場合はそれに応えられるよう最大限の努力をする」とい

った回答がみられた（Fig.3-29 参照）。  
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就職の場合も同様に「一般の生徒と異なる指導・対応する」という回答が 241 校（52.1%）

で最も多く（Fig.3-30 参照）、具体的な指導内容では「教員が就職希望先へ問い合わせをす

る」が約 8 割（199 校，82.6%）の学校で行われ最も多く、次いで「日ごろから連絡を取り

就職指導する」115 校（47.7%）、「肢体不自由のある生徒について卒業後の情報を集め、就

職指導の参考にする」が 58 校（23.6%）の学校で行われていた（Fig.3-31 参照）。その他

では、「ハローワークの担当者に入ってもらい、就職先との仲立ちをしてもらう」や「障害

者就業支援センターと連携を行う」、「障害者枠での採用も視野に入れた指導を行う」とい

った回答も少数意見でみられた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

（９）高等学校における肢体不自由のある生徒の就学にあたっての課題（記述回答）  

 肢体不自由のある生徒が高等学校に進学し、学校生活を送る上でどのような課題がある

か自由記述形式での回答を求めた。＜施設・設備面の不備による入学の困難さ＞、＜教員

の加配＞、＜重度な肢体不自由のある生徒受入の難しさ＞、＜発達障害のある生徒への対

応が中心＞、＜私立高校での受け入れの難しさ＞、＜行政からの私立高校へのサポートが

必要＞、＜学科の教育上の特性による入学の可否＞、＜合理的配慮の捉え方の混乱＞、＜

センター的機能の活用への保護者の抵抗感＞、＜肢体不自由のある生徒の在籍状況の報告

＞、＜高校での通級指導における課題＞、＜その他＞の 12 カテゴリーに分類された（Table 

3-4 参照）  
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Table 3-4 高等学校における肢体不自由のある生徒の就学にあたっての課題  

＜施設・設備面の不備による入学の困難さ＞ 345 件（公立 290 件、私立 55 件）  

・物理的な配慮（スロープ、エレベーター、施設設備）が難しいため受入は困難である。  

・希望があればできる限りの受け入れ体制を整えるとは思うが、今までも施設・設備の改善を要望

して通らなかったケースを考えると、実際は満足のいくサポートをできるとは思えない。すでに

施設・設備の整っている学校でなければ肢体不自由の生徒の受け入れは難しいのではなかろう

か。  

・申し訳ございませんが、肢体不自由生徒を迎える準備はできていません。設備の整った学校へ進

学される方がよろしいのではないかと存じます。発達障害系の特別支援教育にはそれなりに対応

できています。  

 

＜教員の加配＞ 321 件（公立 298 件、私立 23 件）  

・特別な支援を必要とする生徒に対応するためには、現在の職員数では不足である。そのような生

徒が入学する場合には、職員定数や教員の適性配置について迅速に対応することを望む。※それ

ぞれの学校がどのように対応するのかではなく、教育委員会が統一の対応方針を決めておくべき

である。  

・制度ができても、教員配置（人数、専門性など）が、なされない限り、実際の対応は難しいかと

思います。制度を実際に行えるような人的配置が、まず必要だと思います。  

・複数の教員によるクラス経営が必要となる。  

・今の教員では少なく対応できない。  

 

＜重度な肢体不自由生徒受入の難しさ＞ 32 件（公立： 20 件、私立 12 件）  

・肢体不自由のある方の受け入れも障害の程度によると思う。重度な生徒の入学は厳しい。  

・個人の意見として重度な子の受け入れは厳しい。  

 

＜発達障害のある生徒への対応が中心＞ 16 件（公立 16 件）  

・発達障害を持っている生徒への対応を進めている状況で、肢体不自由のある生徒への対応は、入

学希望者も今までいないので   特に準備していないのが正直なところです。ただ局からは、学

校の既存の施設で受け入れ可能かを本人・保護者に話して、入れるかどうかを判断して下さいと

のことでした。（要はそのために新たな設備を用意したりする金銭的な余裕はないということだ

と思います）。  

・インクルーシブ教育が推進され、対象生徒の受験・学内生活を配慮しなくてはならない場合が起

きてくると思われるが、学習障害をもった生徒への対応がまだ行き届いていないので、現実的に

考えるまでには至っていない  
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＜私立高校での受け入れの難しさ＞ 42 件（私立 42 件）  

・教員の配置、設備の充実等を考えると、予算がとれるかどうかわからないこともあり、私立高と

しては、その対応には苦慮してしまう。  

・私学には限界があります。支援の費用、特別支援制度が、ない。本校では、車いすでも、自分で、

生活できる、レベルの生徒は受け入れています。エレベーター、障害者用トイレ、バリアフリー

の施設はありますが、登下校やトイレについては、保護者にお願いをしております。  

・公立にお願いしたい。その為の公立だと思っている。私立に手厚い対応を望まれても財政的にも

苦しい。  

・私立学校（特に４年制大学への進学を重視した学校）においては、予算の面、人員配置の面から、

肢体不自由のある生徒への対応は、消極的にならざるをえない状況にある。  

・私立なので、公立のような対応は、非常にむずかしいと思う。  

 

＜行政による私立高校へのサポートが必要＞ 56 件（私立 56 件）  

・私立高校は努力義務となっているが、公立私立関係なく、必須だと思う。ただし、設備的なもの、

予算的な関係で私立は、対応が難しい場合もある。そこをぜひ、国の方でサポートしてもらえる

体制があるとありがたい。  

・私立高校であるため、環境・施設・教員配置・サポート体制など十分に行うには、財政的にも限

界があります。財政的な援助が必要である（私立への助成）と感じています。一方、公立は、私

立よりも該当生徒の就学に対応する義務・責任がより重いと思っております。  

・行政のサポートなしに施設、設備や教員配置など特別な環境整備に対応することはとても困難だ

と感じられる。  

 

＜学科による入学の可否＞ 15 件（公立 15 件）  

・工業高校は実習が多いので、基本的に実習に参加できない重度の肢体不自由のある生徒が入学す

ることはむずかしい。  

・実業高校での実習、実技に代替する学習活動の設定が困難である  

・本校は農業高校であるため、実習に参加し、作業をこなせないような状態であれば、就学はなか

なか難しいのではないかと考えます。  

・本校では福祉科も設置していることから、今までも数名の肢体不自由者を受け入れてきました。

小規模校ということもあり、設備等、かかわる職員の配置も限られた中での対応をとってきまし

た。  

・普通科・商業科については、専任の介助者をつけなくても学校生活を送れる者の受け入れはして

います。  
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＜合理的配慮の混乱＞ 56 件（公立 42 件、私立 14 件）  

・合理的配慮の理解がすべての人々に理解され、浸透するには相等な時間が必要だと思います。ま

た、一部の人々が合理的配慮を偏った勘違いで、要求し、現場に混乱をもたらすことが不安です。

みんなで助けあえる範囲なら良いが、施設設備や人員など、ヒト、モノ、カネを充分に国や地方

自治体が投資してくれないと教員の負担が増すばかりです。  

・高校で対応できることとできないこと、すべきことと容赦されること等の線引きを明確にしてほ

しい。  

・合理的配慮を越える要求があり普通校の教員としては、職員はつらい思いをした。「行政が配慮

をするのが当然」という保護者の高圧的姿勢は困った。素手での（要求）シモのお世話等、教員

には、つらい思いをさせ校長として大変申し訳なかった。  

 

＜センター的機能の活用への保護者の抵抗感＞ 12 件（公立 11 件、私立 1 件）  

・近くの特別支援学校の支援に対して保護者の抵抗感が強く、連携することが難しい（本校が進学

校のため）。  

・特別支援学校との連絡を嫌がる保護者もいる。  

 

＜肢体不自由のある生徒の在籍状況の報告＞ 12 件（公立 7 校、私立 5 校）  

・脳性まひの生徒は両上肢機能障がい・移動機能障がいでしたが、歩行可能でした。体育はもちろ

ん、部活もマネージャーとして積極的に参加していました。  

・本校には、車いすの生徒が車いすバスケットボールをしています。貴重な人材になる為選抜チー

ムの試合等で公欠になることが多い。本人の人生の希望にもなっているので学校として認めてい

る。このようなケースも増えていくことを考えておく必要があり。  

・本校には、身障者手帳はとれないものの、軽度のまひ、や関節の変形などの生徒がいます。移動

などには個別に対応していますが、進学、就職に関しては、障害枠を使うこともできず、一般で

競っても勝ちめがないなど、困まっています。  

 

＜高校での通級指導における課題＞ 512 件（公立 463 件、私立 49 件）  

・制度は、これからの社会では当然なこととも思う。しかし、受け入れ側の、知識・設備等が追い

ついていない状態。（本校は、ほぼ全員が、発達障害も含め、問題をかかえながら学校生活を送

っています。職員を増員してほしいと切に思います。が、支援学校でないので、全面的にこの問

題を出せません。）  

・必要な措置とは思うが、「高校」という仕組みの崩壊につながるのでは、と考えてしまう。また、

ただでさえも多忙な職員に、これ以上負担がかかるのでは…と。その分増員してくれれば良い

が、現在のスタッフのままでは負担が大きすぎる。  
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・高校の評価の根本を覆すことになるのではないか。そもそも義務教育が、年齢制で進級進学させ

ていることや通級の評価の在り方を明確にしていない所に問題がある。これを解決しないで高校

に導入するのは、いかがなものかと考える。  

・これらの指導は「良いこと」であるように思う。しかし、現在の学校は「良いこと」がつもりす

ぎて、教員集団のキャパシティをこえてしまっている。このままでは学校、教員は疲弊してつぶ

れてしまう。このことをぜひ理解いただければと思います。  

・高等学校は入学者が選択して基づいていること。進級卒業が単位修得に基づいていることとどう

整合性をはかれるかが難しい（進級卒業が困難な一般生徒がいる中で、心情的にも理解推進が図

れるのか）。同じ価値をもつ人間として認め合う環境をどのようにつくっていくのか、課題は大

きい。特別扱いして同じ卒業資格を得られることになると、「特別なかわいそうな人」という認

識を助長する。  

・現在、特別な教育課程を準備し、自立活動、学習に対する支援を、行っている。今後検証してい

く予定  

・多様な教育が必要とされる時代であり、できる限り柔軟に進めて行きたいと考えています。  

・対応が決まっていないことが多いが、平成３０年度以降にむけた校内体制を整えて行かなくては

いけないと思っています  

 

＜その他＞ 31 件（公立 20 件、私立 11 件）  

・できる限りの対応をしたいと考えている。ケースにより対応が異なるので都度の対応を心掛けた

い。  

・インクルーシブ教育の推進の必要性もあり、今後、県の指導支援を受けながら研究していきたい。 

・職員が付きっきりの状態ができないので、突発的に介助が必要になった時の対応が心配である。 

・「インクルーシブ教育」という概念はとてもすばらしいが、支援員の身分保障、学校施設の面な

どで様々な課題が解決されないまま制度が進められているのが現状である。  

・生徒本人や家族の希望ではなく、本当に最良な学習環境は何かを優先すべきである。周囲の生徒、

学校に勤務する者のことも少し考慮すべきである。  

・他校の様子に学びながら、高等学校としての支援のあり方について研究を深めていきたい。  
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Ⅳ．考察  

（１）肢体不自由のある生徒の在籍状況  

2007 年（平成 19 年）  以降、肢体不自由のある生徒から、入学試験に関する問い合わ

せ・相談等があったかどうかを尋ねたところ、全体の 34%が「あった」と回答していた。

具体的な相談内容としては、公立校では、「入学試験時の配慮」227 校（69.6%）や「施設・

設備の内容」223 校（68.4%）に関するものがそれぞれ約 70%を占め入学することを前提

とした相談が多かった一方で、私立校では、「受験の可否」に関する相談が 160 校（86.5%）

最も多く、当事者側が私立高校への入学の難しさを感じていることが推察される。現在

（2016 年 5 月 1 日時点）車椅子使用、両上肢の機能障害などの重度の肢体不自由のある

生徒は、124 校（8.1%）に在籍しており、公立 97 名（全日 67 名、定時 30 名）、私立 47

名（全日 47 名）で計 144 名であった。また、松葉杖、義足、義手など補装具が常時必要

な中・軽度の肢体不自由のある生徒は、123 校（8.0%）に在籍しており、公立 82 名（全日

70 名、定時 12 名）、私立 50 名（全日 49 名、定時 1 名）不明 4 名で計 136 名であった。

これは重度の肢体不自由のある生徒の在籍状況とほぼ同程度であった。また、医療的ケア

（経管栄養、たん吸引、導尿等）を必要とする者の数は 55 名であり、現在在籍している肢

体不自由のある生徒のうち約 5 人に１人が医療的ケアを必要としていた。小・中学校だけ

ではなく、高等学校においても看護師の配置などの医療的ケアの体制整備の検討が必要で

あるといえる。現在と過去の在籍を累計すると、肢体不自由のある生徒が在籍している・

いた高校は 462 校（公立 :304 校，私立 158 校）であり、およそ 3 校に 1 校の高校に肢体

不自由のある生徒の在籍の経験があった。現在・過去に在籍している（いた）肢体不自由

のある生徒 724 名の障害種については、最も多かったのが「四肢の欠損・形成不全」で、

次いで「脳性まひ」、「二分脊椎」であった。その他でも、様々な原因により肢体不自由を

有する生徒が在籍していた。高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒の障害種の多様性

が明らかとなったことから、日頃からの研修により一般的な肢体不自由に関する一般的な

知識・理解を深めるとともに、個々の対応にあたっては肢体不自由のある生徒又は保護者
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と十分に情報・意見交換を行いながら対応や支援にあたっていく必要があると考えられる。 

 

（２）施設・設備面の整備状況  

  施設・設備面の整備状況について項目別にみると、全体で最も整備がなされていたのは

「階段手すり」1116 校（72.7%）で、次に「障害者用トイレ」1055 校（68.7%）、「段差解消

のためのスロープ」850 校（55.3%）という結果であった。公立・私立別では、整備率に大

きな差はみられなかったが、「エレベーター」の項目については、回答のあった公立校では

26.9%（322 校）の整備率であるのに対し、私立校では 58.1%（179 校）であった。項目ご

との配備・設置数をみると、２基以上の「障害者用トイレ」が設置されている高校が 367 校

（34.8%）、複数台の「手動用車椅子」を配備している高校が 335 校（41.1%）であった。ま

た、エレベーターの配備が行われている公立校で２基以上の複数のエレベーターが設置され

ている学校は 33 校（10.2%）であるのに対し、私立では 67 校（37.4%）であった。天野・

大西・佐藤・都築（2002）が 2000 年に実施した高校の施設・設備面の調査では、最も整備

が行われていたのが、「段差解消のスロープの設置」で 30.8%、次に「障害者用トイレの設

置」29.3%、「手動車椅子」20.4%という結果であった。その他の項目の整備率も１割～２割

程度であり、16 年後に実施した本調査結果と比較すると着実に施設・設備面の整備が進め

られていることがわかる。しかしながら、回答校の 22.5%（345 校）が「物理的な配慮（ス

ロープ、エレベーター、施設設備）が難しいため受入は困難である」や「今までも施設・設

備の改善を要望して通らなかったケースを考えると、実際は満足のいくサポートをできると

は思えない。すでに施設・設備の整っている学校でなければ肢体不自由の生徒の受け入れは

難しいのではなかろうか。」というように、施設・設備面が不備であることを理由に、肢体

不自由のある生徒の入学が困難であると主張していた。高等学校においてもインクルーシブ

教育を推進していくために今後も確実な施設・設備面の整備の充実が求められるが、それと

同時に人的サポートによるカバー（高野・泉，2016）や特別支援学校のセンター的機能の施

設設備等の提供機能などを活用し柔軟に対応していく姿勢も求められる。  
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（３）特別支援教育、肢体不自由教育に関連した研修実施状況  

特別支援教育関連した研修経験・内容において、全体で最も行われていたのが「発達障

害のある生徒の支援等の研修」であり、1119 校（72.9％）で実施されていた。高等学校に

おいて、発達障害により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要としている生徒に対す

る適切な指導及び必要な支援を行うことが喫緊の教育課題であることが指摘されており

（文部科学省，2004）、本研究もそれを支持する結果となった。私立高校では、「発達障害

のある生徒の支援等の研修」は 174 校（56.5%）で実施されているものの、その他の研修

ついてはいずれも低い実施率であった。  

全体的に、肢体不自由に関連する研修の実施率は低く、特に「高校入学経験のある肢体

不自由のある生徒の事例検討」はほとんど行われていなかった。「肢体不自由のある生徒の

対応等に関する研修」を実施していた 80 校中 61 校が、現在または過去に肢体不自由のあ

る生徒が在籍していた学校であったことからも肢体不自由に関連した研修は、実際に肢体

不自由のある生徒が入学することが決定し、支援や対応が必要になりはじめて実施されて

いることが考えられる。そして、169 校（11.0%）では、特別支援教育に関連した「研修を

全く実施していない」という状況であり、インクルーシブ教育を推進するためにも今後の

改善が求められる。  

 

（４）肢体不自由のある生徒への合理的配慮について  

Fig.3-32 では、肢体不自由のある生徒に対する生活面での合理的配慮について、実際に

在籍する（していた）学校で「実施した合理的配慮」と在籍していない学校では「もし在

籍したら実施できると考える合理的配慮」を比較  している。肢体不自由のある生徒が在籍

する学校では、約半数で「障害物・段差の除去等」や「エレベーター、階段昇降機の設置」

が行われているのに対し、実際に肢体不自由のある生徒が在籍していない学校では「障害

物・段差の除去等」が 28.7%、「エレベーター、階段昇降機の設置」が 18.1%であった。実

際に肢体不自由のある生徒の在籍がない学校ではハード面の整備に難しさを感じている
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ことが推察された。  

一方で、肢体不自由のある生徒が在籍していない学校の約 50％は、個別の教育支援計画

や個別の指導計画の作成や活用が実施可能であるとしている一方で、実際に肢体不自由の

ある生徒が在籍している学校では、それぞれ 30％程度の活用状況であり、これらの計画の

作成や活用の必要性は認識していても、実際に必要な状況になった場合に必ずしも実行さ

れているわけではないことが明らかとなった。なお、文部科学省の平成 27 年度特別支援

教育体制整備状況調査によれば、高等学校全体での「個別の指導計画」の実施率は 30.2%、

「個別の教育支援計画」は 22.8%であり、本調査において実際に肢体不自由のある生徒が

在籍している（していた）高校であってもその結果は全体平均よりやや高い程度であった。

高等学校において特別支援学校教員免許状を持つ教員が少ない現状から鑑みると、高等学

校においてこれらの計画を作成する難しさがあることが推測される。地域の特別支援学校

のセンター的機能を活用する、あるいは高等学校において特別支援教育の専門性を持つ教

員を増やす等、今後、見通しや一貫性のある特別支援教育やインクルーシブ教育推進する

ためにも何らかの手立てが必要と考えられる。さらに、「他生徒と関わる機会を増やす」と

いう点において、肢体不自由のある生徒が在籍していない学校では 40.5％が前向きな意識

を示しているのに対し、在籍している（していた）学校ではこれについて実際に取り組ん

だのは 23.6％となっていた。障害のある生徒と健常な生徒との交流が現実場面では難しさ

を持つことが明らかとなったといえる。この点については本論文の第 4 章の当事者アンケ

ート調査や、第 5 章の特別支援教育支援員に対するインタビュー調査  からも同様の結果

が示されており、複数の立場からこの課題が認識されていることが分かる。  

また、Fig.3-33 では、肢体不自由のある生徒に対する学習面での合理的配慮について、

実際に在籍する（していた）学校と在籍していない学校を比較している。「教室移動の配慮・

支援」については、肢体不自由のある生徒が在籍している・いた高校の 71.9%で支援が行

われているのに対し、在籍していない学校では 29.6%が実施可能な配慮であると考えてい

た。高校がハード面での整備の難しさを高く考えてしまうあまりに、肢体不自由のある受
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験希望者に対して前向きな受入の対応ができない可能性も考えられる。必要があれば必要

なハード面の整備がスムーズに行われることを教育委員会や国が学校に保証することも、

インクルーシブ教育を推進する一助になると考える。肢体不自由のある生徒が在籍してい

ない学校では、「試験時間の延長（定期試験時等）」や「多様な成績評価・基準の設定」な

ど、約 35％の学校は実施可能な配慮であると考えていたのに対し、実際に肢体不自由のあ

る生徒が在籍している学校ではそれらの配慮は 15%程度もしくはそれ以下の実施状況で

あった。第 4 章の肢体不自由のある生徒本人・保護者に対するアンケート調査の結果から、

学校に在籍する肢体不自由のある生徒の障害の程度自体が軽度であることが示されてお

り、そのため学習面での配慮が必要なかった可能性が考えられる。しかし一方で、比較的

少なくない肢体不自由のある生徒が体育の授業内容・成績評価に不満を持っていることが

述べられていた。また、第 5 章では、肢体不自由のある生徒の実技科目を担当した教員か

ら、学習面の困難さに対して十分に対応できなかったという意見もみられ、教科・科目に

よって必要とされる支援やその程度が異なる可能性が示唆された。今後、他の章の結果も

踏まえ、学習面の合理的配慮に関する考察をさらに深めていきたい。  

記述回答から、学校側と肢体不自由のある生徒側で合理的配慮の捉え方に違いが存在す

る場合に、学校側の負担感や戸惑いが高まることが示唆された。「合理的配慮を越えると考

えられる要求が保護者からあり普通校の教員としては、つらい思いをした。」、「『行政が配

慮をするのが当然』という保護者の高圧的姿勢は困った。」、「素手でのシモのお世話等、教

員には、つらい思いをさせ校長として大変申し訳なかった」や「合理的配慮をまるで権利

のように振りかざす障害当事者もいる」といったような当事者側からの過度な支援の要望

や対話が成立しない一方的な主張により対応に苦慮している現状が述べられていた。肢体

不自由のある生徒側の要望に対して合理的配慮の考え方に照らし合わせ可能な限り学校

側が対応することが求められるが、当事者側も学校側の状況を理解し、保護者の生活状況

においてできる限り協力する姿勢を示し、協同的に生徒の学校生活を支えていくことが求

められる。  
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（５）進路指導について  

2007 年以降、肢体不自由のある生徒の進路先は、「大学」（200 校，65.8%）への進学が

最も多く、「就職」は 42 校（13.8%）であった。少数ではあるが、「職業訓練校」（11 校，

3.6%）や「社会福祉施設」（9 校，3.0%）を選択したものもみられた。これまでに、高等学

校に在籍した肢体不自由のある生徒の卒業後の進路状況について報告されておらず、高等

学校での具体的な進路指導の実態についても明らかとされていなかったが、本調査では初

めてそれらを示したといえる。肢体不自由のある生徒が在籍していた学校において進学、

就職の進路指導でどのような対応を行うかについては、「一般の生徒と異なる指導・対応す

る」と回答した高校がそれぞれ最も多かった。しかしながら、進学では 34.0%、就職では

23.4%の学校が「一般の生徒と同様の指導・対応をする」と回答しており、必ずしも各自の

障害に配慮した進路指導が行われていなかった可能性が示唆された。第 4 章、5 章の肢体

不自由のある生徒やその保護者に対する調査の中では進路指導における様々な不満や要

望が挙げられており、大学等への高等教育機関への進学、就労への移行支援をどのように

行っていくべきか今後検討すべき重要な課題であると考える。  

 

（６）私立高校における特別支援教育  

私立高校では、施設・設備での整備は公立校と同程度に実施されていたが、特別支援教

育コーディネーターの配置、特別支援学校のセンター的機能の活用状況では、公立校より

明らかな遅れがみられた。また、私立高校は肢体不自由のある生徒の入学に対して様々な

意見を持っており、「（肢体不自由のある生徒の受入は）公立にお願いしたい。その為の公

立だと思っている。私立に手厚い対応を望まれても財政的にも苦しい」や「私学には限界

があります。本校では、車椅子でも、自分で生活できるレベルの生徒は受け入れています。

エレベーター、障害者用トイレ、バリアフリーの施設はありますが、登下校やトイレにつ

いては、保護者にお願いをしております」といった一方的に入学を認めていない学校や生

活動作の自立を条件として入学させるケースも散見され、私立高校での受け入れの難しさ
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が明らかとなった。なかには、「教員の配置、設備の充実等を考えると、予算がとれるかど

うかわからないこともあり、私立高としては、その対応には苦慮してしまう」や「私立高

校は（合理的配慮の提供が）努力義務となっているが、公立私立関係なく、必須だと思う。

ただし、設備的なもの、予算的な関係で私立は、対応が難しい場合もある。そこをぜひ、

国の方でサポートしてもらえる体制があるとありがたい」といったように、特別支援教育

の必要性を理解し入学を肯定的に考えるが、そのためには行政からの私立高校へのサポー

トが必要であるといった意見も述べられていた。田部・高橋（2009）でも、私立高校では、

特別支援教育を推進する経費は国・自治体から支給されておらず、各校の自助努力に任さ

れている状況にあり、特別支援教育、ティームティーチングなどの体制整備に行政支援が

不可欠であることを指摘しており、肢体不自由のある生徒の高校進学の際の選択肢を増や

すためにも早急な対応が求められる。  
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V．第 3 章のまとめ  

・現在（2016 年 5 月 1 日時点）高等学校に在籍している肢体不自由のある生徒のうち約 5

人に１人が医療的ケアを必要としており、肢体不自由の起因疾患も多様であることが明ら

かとなった。  

・着実に施設・設備面の整備が進められているが、それでもまだ施設・設備面の不備である

ことを理由に、肢体不自由のある生徒の受け入れに抵抗感を示す学校は少なくなく、全体

として整備は十分であるとはいえない。人的サポートによるカバーや特別支援学校のセン

ター的機能の施設設備等の提供機能などを活用も視野に入れ柔軟に対応していく姿勢も求

められる。  

・生活面の合理的配慮では、肢体不自由のある生徒が在籍していない・いなかった学校で

は施設・設備面の整備に困難があると考えていた。一方で、肢体不自由のある生徒の在籍し

ている・いた学校では、個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成や活用、他生徒との交

流における配慮に対応の難しさを感じていた。このように実際に肢体不自由のある生徒が

在籍している（していた）学校とそうでない学校の間で、提供可能である、あるいは提供が

適切であると考える合理的配慮が異なることが示唆された。  

・学習面の合理的配慮では、高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒が多くの支援を必

要としていない可能性と、本来は必要とされるサポートを何らかの事情により学校が十分

に行えていないという可能性の双方が考えられた。  

・私立高校では、特別支援教育コーディネーターの配置、特別支援学校のセンター的機能

の活用状況では、公立校より明らかな遅れがみられた。また私立高校側からは行政による

サポートの必要性が指摘されていた。  
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第４章 

肢体不自由のある本人・保護者からみた高校進学・生活の困難・ニーズの検討 

－肢体不自由に関連のある当事者団体への質問紙調査から－ 
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Ⅰ．目的  

肢体不自由と関連する当事者団体等への質問紙調査を行い、肢体不自由のある本人・保

護者からみた高校進学・学校生活（進路選択、進路指導、入学試験における配慮、入学前・

入学後の配慮等）の困難・ニーズを明らかにすることを目的とした。 

 

Ⅱ．方法  

１．対象者 

全国の高校に進学している・していた 15～29 歳までの肢体不自由児・者本人とその保護

者を対象とした。厚生労働省による平成 18 年身体障害児・者実態調査結果の中で示されて

いる肢体不自由児・者の原因疾患を参考とし、それらの疾患に関連のある当事者団体に調

査への協力を依頼した。 

 

２．調査方法 

調査は匿名で実施し、郵送にて調査票の配布・回収を行った。調査票の配布は、各当事者

団体から対象者の家庭に配布した。回収は、各対象者から返信用封筒にて直接研究室宛て

に返送してもらった。調査票は、①子どもの障害や日常生活動作などに関する調査票、②高

等学校段階の肢体不自由のある生徒の高校進学及び学校生活に関する調査票（本人用）、③

高等学校段階の肢体不自由のある生徒の高校進学及び学校生活に関する調査票（保護者用）

の 3 種類を同封し、回答を依頼した。 
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３．調査項目 

①子どもの障害や日常生活動作などに関する調査票 

年齢、性別、居住地、中学校卒業時の学籍、現在の学籍、障害種、日常生活動作（食事、

  排泄、衣服の着脱、身の回りの掃除・整理整頓、移動、書字、会話）、医療的ケア。 

②高等学校段階の肢体不自由のある生徒の高校進学及び学校生活に関する調査票（本人

  用）（保護者用） 

進路指導（情報収集、進路に影響を受けた人・もの、要望、評価）、家庭内での進路指

 導について、進学希望先、特別支援教育支援員の対応、日常生活・学習面の対応、友

 人関係、学級担任の対応、等。 

 

４．分析方法  

 選択項目については、単純集計を行い、記述項目については、  KJ 法に基づく内容分析

を行う。  

 

５．倫理的配慮  

 質問紙調査にあたり、個人が特定される可能性のある情報は一切公表しないことを明記

した。また、参加は自由意思であり、いつ調査を撤回してもいかなる不利益も生じないこ

と、回答したくない項目があれば無理に回答する必要のないこと等を依頼文書及び質問紙

調査票の表紙に明記した。なお本調査は、東京学芸大学研究倫理審査委員会の承認（受付

番号１７４）を得て実施した。  
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Ⅲ．結果  

肢体不自由と関連のある 8 つの当事者団体に調査協力を依頼し、最終的に 5 つの当事者

団体の協力を得て、450 世帯の肢体不自由のある本人の家庭に調査票を配布した。その結

果、110 世帯（①調査票：110 名，②調査票：109 名，③調査票：108 名）からの回答があ

り、回収率は 24.4％であった。③の調査票の回答者は、父親７名（6.5%）、母親 98 名（90.7%）、

祖父１名（0.9%）、祖母１名（0.9%）、無回答１名（0.9%）であった。各当事者団体は、会

員の肢体不自由児・者が高校に進学したかどうかを把握していないところが多く、年齢の

該当する対象者全員に調査票を配布したため、実査には高等学校に進学していない当事者

が母数に含まれていたことが回収率の低さにつながったと考えられる。  

 

１．回答者（肢体不自由児・者ご本人）の障害および日常生活動作等について  

回答のあった肢体不自由児・者の年齢は、15 歳から 29 歳までで平均年齢は 19.6 歳であ

った（Fig.4-1 参照）。居住地は、都道府県および地方別に Fig.4-2 に示した。性別は、男

性 67 名（60.9％）、女性 43 名（39.1％）、であった。また、高校の学年は、1 年生が 9 名

（8.2%）、2 年生が 20 名（18.2%）、3 年生が 24 名（21.8%）、卒業生 57 名（51.8%）であ

った。  
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Table 4-1 に、出身中学校および特別支援学校中学部別の高校進学先を示した。中学校卒

業時の学籍状況は、公立中・通常学級 84 名（76.4％）、公立中・特別支援学級  13 名（11.8％）、

公立・特別支援学校中学部 6 名（5.4％）、私立中・通常学級 6 名（5.4％）、私立中・特別

支援学級 0 名（0％）、私立・特別支援学校中学部１名（0.9％）  であり、回答者の 9 割近

くが、公立中学校出身であり、特に、通常学級に在籍していたものが最も多いという結果

であった。  

また、高校在学時の学籍状況は、公立高・全日制 64 名（58.2％）、公立高・定時制 9 名

（8.2％）、公立高・通信制 1 名（0.9％）、私立高・全日制 32 名（29.1％）、私立高・定時

制 1 名（0.9％）、私立高・通信制 3 名（2.7％）であった。公立高校の在籍者は、74 名

（67.2％）、私立高校の在籍者 36 名（32.7％）であり、半数以上が公立高校に進学してい

た。また、課程別にみると、全日制 96 名（87.3％）、定時制 10 名（9.1％）、通信制 4 名

（3.6％）で、大部分の肢体不自由児・者が全日制課程を選択する傾向がみられた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公
立

高
・

全
日

制

公
立

高
・

定
時

制

公
立

高
・

通
信

制

私
立

高
・

全
日

制

私
立

高
・

定
時

制

私
立

高
・

通
信

制

合
計

(％
)

64
(5

8.
2%

)

9(
8.

2%
)

　
　

　
　

　
　

Ta
bl

e 
4-

1　
　

出
身

中
学

校
お

よ
び

特
別

支
援

学
校

中
学

部
別

の
高

校
進

学
先

私
立

中

通
常

学
級

私
立

中

特
別

支
援

学
級

私
立

特
別

支
援

学
校

中
学

部
合

計
(％

)

0

公
立

中

通
常

学
級

公
立

中

特
別

支
援

学
級

公
立

特
別

支
援

学
校

中
学

部

52

11
0(

10
0.

0%
)

0 0

84
（

76
.4

%）
13

（
11

.8
%）

6（
5.

5%
）

6（
5.

5%
）

0
1（

0.
9%

）

0
0

2

1(
0.

9%
)

32
(2

9.
1%

)

1(
0.

9%
)

3(
2.

7%
)

8 1 20 1

0 0 0
0

0 01

5

0 0 01

6
0

5
1

16

00 0 0

0 0
0



109 
 

肢体不自由が先天的もしくは後天的なものであるか尋ねたところ、先天性 97 名（88.2％）、

後天性 7 名（6.4％）という結果であった。Table 4-2 では、回答者の障害種および肢体不

自由以外の障害の重複について示した。障害種は、二分脊椎症 69 名（62.7％）で最も多

く、そのうち水頭症を合併するものが 16 名、膀胱直腸障害を合併するものが 42 名、キア

リー奇形を合併するものが 2 名であった。次いで、筋ジストロフィー（デュシェンヌ型）

15 名（13.6％）、脳性麻痺 13 名（11.8％）という順であった。また、肢体不自由以外の障

害の重複があるかについては、回答者の 4 割近くが内部障害を重複しており、その他にも

聴覚、知的、発達、言語障害のあるものも少数みられた。また、障害手帳の有無について

は、有が 107 名（97％）、無が 2 名（2％）で、等級は、1 級が 49 名（46％）、2 級が 30 名

（28％）、3 級が 25 名（23％）、4 級が 3 名（3％）であった。  

そして、Table 4-3 に日常生活動作および医療的ケアの状況について示した。なお、移動

については、日常生活の大部分の移動手段として該当するものを選択していただく形とし

た。排泄、衣服の着替え、身の回りの掃除・整理整頓については、12 名（10.9%）が全介

助を必要としていた。しかしながら、半数以上は介助を必要とせず自分自身でそれらを行

うことができ、特に食事の介助は、94 名（85.5%）が必要としていなかった。また、書字、

会話に困難があるものもあまりみられなかった。移動では、全体の半数が自力での歩行、

もしくは杖や歩行器などの補助があれば歩行が可能であり、もう半数は、車椅子により移

動を行っていた。そして、医療的ケアの必要性については、回答者の半数近くが導尿のケ

アを必要としていた。その他では、洗腸が 6 名（3.6%）、摘便が 3 名（2.7%）、人工呼吸器

の管理 2 名（1.8%）、今後必要になる可能性が高いが 1 名（0.9%）という回答であった。 
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   （１）食事                                                                                                              

すべて介助 一部介助 介助なし 無回答

7（6.4％） 9（8.2％） 94（85.5％） -

   （２）排泄                                                                                                              

すべて介助 一部介助 介助なし 無回答

12（10.9%） 29（26.4%） 69（62.7%） -

   （３）衣服の着脱                                                                                                        

すべて介助 一部介助 介助なし 無回答

16（14.5%） 12（10.9%） 82（74.5%） -

   （４）身の回りの掃除・整理整頓                                                                                          

すべて介助 一部介助 介助なし 無回答

15（13.6%） 31（28.2%） 64（58.2%） -

   （５）移動                                                                                                       

ひとりで

歩ける

杖や歩行

器などを

使えば歩

ける

電動車椅

子を自分

で操作し

て移動

手動車椅

子を自分

で操作し

て移動

車椅子で

介助を受

けて移動

無回答

46（41.8%） 11（10.0%） 20（18.2%） 28（25.5%） 5（4.5%） -

   （６）書字                                                                                                              

書ける

補助具を

使えば書

ける

書けない 無回答

105（95.5%） 1（0.9%） 4（3.6%） -

   （７）会話                                                                                                              

できる 少しできる できない 無回答

107（97.3%） - 2（1.8%） 1（0.9%）

   （８）医療的ケア               

経管栄養

（胃ろう

等）

たんの吸引 導尿 必要なし その他 無回答

- 3（2.7%） 49（44.5%） 50（45.5%） 12（10.9%） 7（6.4%）

Table 4-3　回答者の日常生活動作および医療的ケアの状況

人数
全体に占める

割合(％)

二分脊椎症 69 62.7%

筋ジストロフィー（デュシェンヌ型） 15 13.6%

脳性麻痺 13 11.8%

骨形成不全症 4 3.6%

四肢欠損 2 1.8%

頚髄損傷 1 0.9%

脊髄梗塞 1 0.9%

横断性脊髄炎 1 0.9%

脳室周囲白質軟化症 1 0.9%

無回答 3 2.7%

内部障害 43 39.1%

知的障害 4 3.6%

学習障害(LD) 3 2.7%

自閉症・自閉的傾向 3 2.7%

注意欠陥多動性障害(ADHD) 2 1.8%

聴覚障害 2 1.8%

言語障害 1 0.9%

視覚障害 0 0.0%

無回答 2 1.8%

障害種

肢体不自由

以外の障害

の重複

Table 4-2　回答者の障害種および肢体不自由以外の障害の重複
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２．中学校及び特別支援学校中学部での進路指導について（肢体不自由児・者本人）  

中学校または特別支援学校中学部の進路指導について、全体の約 9 割が、進路指導に満

足感を示していた（Fig.4-3 参照）。また進路選択・決定にあたり、どのような情報が必要

であるかという問いに対し、進路先の施設・設備面の整備状況に関する情報がほしいと回

答したものが 7 割で最も多く、次いで、通学の便（57.8％）という結果であり、この 2 項

目に回答が集中していた（Fig.4-4 参照）。入試制度の仕組みや将来の職業との関連性、進

学費用に関する項目も設定していたが、肢体不自由のある生徒は、そういった情報よりも

進路先のバリアフリー整備状況、通学方法に関する情報を求める傾向がみられた。進路指

導に対する要望として、進路に関する情報提供の他に、障害に関する知識を持って指導し

てほしいという意見や親身になって相談にのってほしいという教員の進路指導に対する

姿勢への要望が 4 割弱みられた（Fig.4-5 参照）。そして、進路を考える際の自身の考え、

気持ちとして、今後の進路考える楽しさよりも友人関係、学習や生活上の配慮、学力面な

ど進路先での学校生活を遂行できるかどうか不安や戸惑いの気持ちの方が強い傾向がみ

られた（Fig.4-6.参照）。  
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肢体不自由のある生徒がそれぞれの学校選択した理由を、重視した順に 3 番目まで選択

してもらった。その結果、第一の理由として最も多かったものは、「地域の学校（居住する

市町村内）という回答が最も多かった。全体を通じてみると、「自分自身の意思」を優先し

て進路先を選ぶという回答が 54 名（49.5％）で最も多く、次に「学校の施設・設備面」51

名（46.8%）、  3 番目に「地域の学校（居住する市町村内）」45 名（41.3%）でこの 3 つに

回答が集中していた（Table 4-4 参照）。肢体不自由のある生徒は、進路を考える際に進路

先の教育内容・指導方針や卒業後の進路見据えて学校選択するのではなく、現実的に進路

先に通えるかどうか、学校生活を送るためにバリアフリー整備が整えられているかといっ

た進学の実現性を重視して進路先を考える傾向がみられた。  

また、実際に希望した進路先に進めたかについては、「希望通りに進むことができた」が

83 名（76.1%）、「どちらともいえない」が 22 名（20.2%）、「希望通りに進むことができな

かった」が 3 名（2.8%）で回答者の多数は自分自身の希望通りに進むことができていた。 
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第1理由 第2理由 第3理由

自分自身の意思 15 21 18

学校の施設・設備 25 18 8

地域の学校（居住する市町村内） 29 8 8

学校の見学や体験入学での印象 8 15 13

学校の教育内容・指導方針 4 11 6

卒業後の進学・就職を考えて 6 5 10

保護者の考え 5 4 11

資格が取得できる 1 6 8

中学校の担任の勧め 2 4 7

よい先生のいる学校 3 2 4

進路先がなくやむを得ず選択 3 1 5

障害のない児童との学習・生活 1 2 4

自分の障害や発達の状態から 1 2 1

同じ障害や発達状態の生徒いる学校 1 2 0

その他 3 3 1

3（2.8%）

7（6.4%）

Table 4-4　高校の選択理由

13（11.9%）

9（8.3%）

9（8.3%）

7（6.4%）

4（3.7%）

36（33.0%）

21（19.3%）

21（19.3%）

20（18.3%）

15（13.8%）

全体（％）

54（49.5%）

51（46.8%）

45（41.3%）
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３．高等学校入学後の学校生活・支援について（肢体不自由児・者本人）  

まず、特別支援教育支援員の配置状況について尋ねたたところ、「配置されていた」23 名

（21.1%）、「必要だが配置されなかった」28 名（25.7%）、「必要ではなかった」56 名（51.4%）、

無回答 2 名（1.8%）であった。全体の約半数は、特別支援教育支援員を必要としていなか

ったが、必要としているにもかかわらず配置されてないものが 2 割以上みられた。配置さ

れていた 23 名に対して、特別支援教育支援員への対応の満足度ついて尋ねたところ、適

切だった、まあまあ適切だったと回答したものが 17 名（63.9%）であった（Fig.4-7 参照）。  

そして、日常生活で今後改善が必要とされる点についての質問では、「施設・設備面の改

善」という回答が 35 名（32.1%）と最も多く、その項目と関連して 2 番目に「校内の移動

の支援」22 名（20.2%）という結果であった（Fig.4-8 参照）。全体の半数近くは、特に要

望ないという回答であり、その他の項目は、少数回答だが、トイレの補助、コミュニケー

ションの補助、通学、医療的ケアの対応の改善を求めるものもみられた。  
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Fig.4-9 では、肢体不自由に伴う困難のあった教科・科目等について示した。最も困難が

あった科目は、「保健体育」49 名（45.0％）で全体の半数が回答しており、次いで「学校

行事」で 34 名（31.2％）、「数学」23 名（22.0％）という順であった。また、学習での具

体的な困難さについてでは、体育の科目と関連して「運動することの困難さ」（45.0％）が

最も多く、続いて、「筆記（速さ、量、文字の大きさなど）の困難さ」（22.9％）、道具・用

具（定規・はさみなど）の活用における困難さ」（14.7％）であった（Fig.4-10 参照）。学

習面で今後改善が必要とされる具体的な対応については、学校行事の配慮と回答したもの

が 23 名（21.1％）で最も多く、次に「移動教室の介助」13 名（11.9％）という結果であ

った。学習面でも全体の半数は、特に要望ないという回答であり、学習内容の変更調整、

電子機器の使用、特別な机・椅子の設置、定期試験の配慮といったその他の項目では全体

の 5％が改善の必要であると回答していた（Fig.4-11 参照）。  
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高校在学中、友人・対人関係において問題や悩みを抱えていたかについては、「問題があ

った」48 名（44.0％）、「問題がなかった」57 名（51.8%）、無回答 4 名（3.6%）と回答し

ており、全体の半数近くが何らかの友人関係における悩みを持っていた。このような友人・

対人関係における悩みや問題の相談相手としては、母親が全体の 5 割を占め最も多く、次

いで高校の友人（39％）であった（Fig.4-12 参照）。また、学級担任への要望でも「健常児

に障害を理解させてほしい」という要望が全体の約４割程度を占め最も多かった（Fig.4-

13 参照）。  

また、高校在学中、退学や転校をしたいと思ったことがあるか質問したところ、「思った

ことがある」が 21 名（19.3％）、「思ったことはない」が 88 名（80.7%）という結果であ

った。退学や転校を考えた 21 名にその理由について尋ねたところ、「友人・対人関係がう

まくいかないから」という理由が 12 名（57.1%）で最も多く、その他にも、学習面・体力

的についていけない、学習、生活面の配慮がされないためという理由で退学を考えたこと

があるというものも少数ではあるがみられた（Fig.4-14 参照）。  
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そして、高校卒業後の進路希望先について Fig.4-15 に示した。「大学・短大」への進学

希望者が 77 名（70.6%）で最も多いという結果であり、  2 番目に就職 22 名（20.2％）、  

3 番目に専修・専門学校 18 名（16.5％）であった。高校の進路指導に対する要望では、「進

路に関する情報提供して欲しい」34 名（31.2％）という回答が最も多く、次いで「親身に

なって相談にのってほしい」27 名（24.8％）、「進学や就職に関する具体的指導」26 名（23.9%）

という回答であった（Fig.4-16 参照）。また、就職に対する意識として、全体の半数以上が

「障害を理解してもらえるかどうか」、「自分にできる仕事があるかどうか」といった不安

な気持ちを多く抱えていることを示す結果となった（Fig.4-17 参照）。  
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高校生活ついて 5 段階評価による回答をまとめたものが Table 4-5 である。「学校生活全

般」では、「満足」「やや満足」が 59 名（54.1%）で半数以上は高校生活をおおむね評価し

ている結果であった。しかしながら、項目別でみると、学級内の友達関係、健常児との交

流において「やや不満」「不満」と評価したものが、それぞれ 3 割程度おりその他の項目と

比較すると多くみられた。また、進路指導の項目で「やや不満」「不満」のいずれかを選択

した 16 名すべては、Fig.4-15 において「就職」を希望していたものであった。  
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46 16 37 8 1 1 62 9

42.2 14.7 33.9 7.3 0.9 0.9 56.9 8.3

31 41 24 12 - 1 72 12

28.4 37.6 22.0 11.0 - 0.9 66.1 11.0

38 28 31 9 2 1 66 11

34.9 25.7 28.4 8.3 1.8 0.9 60.6 10.1

40 21 37 10 - 1 61 10

36.7 19.3 33.9 9.2 - 0.9 56.0 9.2

26 19 24 20 18 2 45 38

23.9 17.4 22.0 18.4 16.5 1.8 41.3 34.9

27 21 26 21 13 1 48 34

24.8 19.3 23.9 19.3 11.9 0.9 44.0 31.2

42 25 29 6 6 1 67 12

38.5 22.9 26.6 5.5 5.5 0.9 61.5 11.0

34 19 44 5 3 4 53 8

31.2 17.4 40.4 4.6 2.8 3.7 48.6 7.3

31 18 46 9 4 1 49 13

28.4 16.5 42.2 8.3 3.7 0.9 45.0 11.9

41 21 30 10 6 1 62 16

37.6 19.3 27.5 9.2 5.5 0.9 56.9 14.7

34 25 38 10 1 1 59 11

31.2 22.9 34.9 9.2 0.9 0.9 54.1 10.1

上段は人数，下段は％を示す．

⑥健常児との交流  

⑨障害に応じた指導・配慮

⑩進路指導

⑪学校生活全体

⑦学級担任の対応

⑧保護者への支援・援助

不満

①学級の編成

満足 やや満足 普通 やや不満

⑤学級内の友達関係

無回答
満足

（計）

Table.4-5　肢体不自由児・者本人の高校生活に対する評価

②施設・設備

③指導方針・教育内容

④教科の学習

不満

（計）
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 最後に、高校進学・生活において今後重視してほしい点について記述での回答を求め

た。その結果、＜教員・他生徒の障害への理解＞、＜高校の進路指導＞、＜体育の成績評

価＞、＜医療的ケアの時間の確保＞、＜施設・設備面の整備＞、＜高校進学前の情報収集

＞が挙げられた。  
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Table4-6  肢体不自由児・者本人が高校進学・生活において今後重視してほしい点（記述回答）  

＜教員・他生徒の障害への理解＞（ 7）  
・健常児に対して障害についてもっと真剣に考える場を設けてほしい。  
・障害に対する知識、支援の仕方を学んでほしい。  
・心のバリアフリー。  
・担任・学年部の障害に対する知識力、対応力。  
・できることとできないことがあることをクラスメートに理解してほしい、等。  
 
＜高校の進路指導＞（ 5）  
・進路指導だけ全く理解者がいなくて残念でした。  
・行ける大学を一緒に探してほしかった。  
・障害者の就職先も一緒に考えてほしい。  
・就職先も見つからず、具体的にどのような対応をしたらいいかわからず非常に困った。  
・ずっと通常学級で先のことも普通で進んでいけると思っていましたが、健常者同様の進路選択で

は、一般就職は難しかったです（社会は自立を第一条件にしている）  。進路・卒業後のことを

重視してほしい、等。  
 
＜体育の成績評価＞（ 5）  
・中、高ともに学習において一番不満だったのが、肢体不自由のため体育の成績は必ず「２」にな

ること。その人に合ったプログラムを組み、その達成度で成績をつけるべき。  
・体育の授業は受けても受けなくても１か２。レポート提出終了。レポートを出しても２。出来な

いなりの努力など評価基準を設けてほしい。指定校をとるために体育以外の教科で５をとるため

の努力は大変だった。  
・体育の時間にリハビリができたらいい。  
・体育はいつも２。自分ができることを評価してほしい、等。  
 
＜高校進学前の情報収集＞（ 3）  
・受験をする前に、しっかりとその学校のことを調べた方がいいと思います。授業についてや様々

な学校行事、学校（生徒さん）雰囲気、先生たちはどんな人なのかなどを調べて、少しでも自分

に合わないなと思ったらもう少し自分の行く学校（行きたい学校）について調べた方がより楽し

い学校生活を送れると思います。  
・入学前に移動がしやすいか、車椅子用トイレやエレベーターなど必要な設備があるかなど、入っ

て困ることがたくさんある。  
・授業中のリアルな様子、生徒達“全体”の素行・精神的レベルがわかるようにいい部分だけをア

ピールしないでほしい（高校進学路の学校見学について）  
 
＜医療的ケアの時間の確保＞（ 2）  
・導尿やおむつ交換の時間を持ちたい。学校側も理解してくれているが、なかなか時間が取れない。 
・導尿が休み時間中に終わらない。  
 
＜施設・設備面の整備＞（ 2）  
・最低限の施設・設備  
・設備面で、エレベーターがあれば自力で移動できる。  

  （  ）内は人数を示す . 
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４．中学校及び特別支援学校中学部での進路指導について（保護者）  

保護者は、中学及び特別支援学校中学部での進路指導について、本人と同様に適切であ

ったと回答したものが 65 名（60.2%）で最も多かったが、13 名（12.0%）はどちらともい

えないと評価していた（Fig.4-18 参照）。進路選択・決定にあたっての相談相手として、

「中学校等の学級担任」が 85 名（78.7％）で一番多く、次に「配偶者」46 名（42.6%）、

「肢体不自由のあるお子様をもつ保護者」が 29 名（26.9％）、という結果であり（Fig.4-

19 参照）、学校関係者と家庭での意見に加え、同様の障害をもつ保護者の考えを参考にし

ながら進路決定を行うことが示されていた。  
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進路選択にあたり必要な情報としては、本人と同様に施設・設備面の整備状況という回

答が 82 名（75.9%）で最も多く、次に過去の肢体不自由のある生徒の在籍状況で 40 名

（37.0％）、現在の入試制度の仕組み 38 名（35.2％）という順であった。  

進路先で付き添いを求められた場合、「常時付き添える」と回答したものが 13 名（12.0%）、

「部分的に付き添える」が 66 名（61.1%）、「付き添えない」が 28 名（25.9%）であった

（Fig.4-21 参照）。  
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進路選択で子どもにアドバイスをしているかについては、93 名（86.1%）がアドバイス

をしていると回答していた。その中でアドバイスをする上で難しい点として「将来子ども

がどのような仕事に就けるか」と回答しているものが 69 名（63.9％）で最も多く、障害が

ある中で最終的にどのような職に就き自立に向けた生活を送っていけるのか将来的な展

望が見えにくい中で進路選択をしていることが予想された（Fig.4-22 参照）。また、将来子

供が働くことについて気がかりな点があるか尋ねたところ、保護者は「障害を理解しても

らえるかどうか」、「体力的に厳しいのではないか」、「希望の職業に就くことができるか」

等の就職に対する様々なネガティブな意識をもっていた（Fig.4-23 参照）。  
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高校側から肢体不自由を理由に受験・入学を断わられたことがあるかという質問に対し

ては、公立では 5 名（4.6％）、私立では 19 名（17.6％）が受験を断られたことがあると回

答していた。断られた理由として、「施設・設備面が整っていないから」という理由が 14

名（58.3%）で最も多く、次に「高校管理職などの障害の理解がなかった」が 7 名（29.1%）

という結果であった（Fig.4-24 参照）。  

保護者が高校での進路選択において、どのような点を重視しているかについて尋ねたと

ころ、全体で最も多く選択されたのが「学校の施設・設備面」であった。これは肢体不自

由のある本人への調査でも同様の結果であった（Table 4-7 参照）。肢体不自由のある生徒

にとって進路選択の際に、施設・設備面の整備状況がきわめて重要な要因となっているこ

とが示されている。進学後の不安や心配としては、「学習や生活上の配慮がなされるか」

（65.7％）と「友人関係がうまくやっていけるか」（61.1％）の 2 項目に回答が集中してい

た（Fig.4-25 参照）。  
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第1理由 第2理由 第3理由

学校の施設・設備 21 26 16

子ども自身の意思 34 22 5

地域の学校（居住する市町村内）  20 6 12

学校の見学や体験入学での印象    7 15 13

学校の教育内容・指導方針 4 13 16

卒業後の進学・就職を考えて      6 4 19

障害のない生徒との学習・生活 3 6 4

保護者の考え 3 1 4

その他  
        
        
        4 1 2

無回答 1 3 3

資格が取得できる 2 2 2

よい先生のいる学校     1 4 1

進路先がなくやむを得ず選択      1 1 3

子どもの障害や発達の状態から    1 1 2

中学校の担任の勧め 0 2 1

同じ障害や発達状態の生徒いる学校 0 0 1

Table 4-7　保護者が高校での進路選択にあたり重視している点

全体（％）

63（58.3%）

61（56.5%）

38（35.2%）

35（32.4%）

33（30.6%）

29（26.9%）

13（12.0%）

8（7.4%）

7（6.5%）

7（6.5%）

6（5.6%）

6（5.7%）

5（4.6%）

4（3.7%）

3（2.8%）

1（0.9%）
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５．高等学校入学後の学校生活・支援について（保護者）  

生活面・学習面で学校側に要望を出し対応が行われたものと行なわれなかったものにつ

いて尋ねたところ、生活面で最も要望され対応が行われていたのが、障害者用トイレの設

置（33 名，30.6%）であり、その他にも校内移動の支援、スロープの設置、介助員の配置

等、様々な対応が学校側により行われていたことが示されていた。一方で要望を出して対

応がなされなかったものについては、「医療的ケア」（27 名，25.0%）、「介助員の配置」（23

名，21.3%）の２項目が多く選択されていた（Fig.4-26 参照）。学習面では、「学校行事の

配慮」（35 名，32.4%）が最も行われた対応であり、その他にも学習内容の変更・調整、移

動教室の介助、特別な机・椅子の設置などの配慮が行われていた。また、対応が行われな

かった項目でも、「学校行事の配慮」（22 名，20.4%）が最も多く挙げられており、学校に

より大きく対応が異なることが示されていた（Fig.4-27 参照）。  
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学校生活を行う上での家族への負担があるか尋ねたところ、「送り迎え」への回答が 63

名（58.3%）と最も多く、次に「学校に理解を求める努力」42 名（38.9%）、「医療的ケア

の対応」26 名（24.1%）であった（Fig.4-28 参照）。また、学級担任への要望の中では、他

教員や健常生徒に障害について理解させてほしいという回答が最も多かった（Fig.4-29 参

照）。  
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保護者に特別支援教育コーディネーターとどのような情報交換しているか尋ねたとこ

ろ、72 名（66.7%）の保護者がコーディネーターを紹介されていないもしくは連絡を取っ

ていないという回答であった。特別支援教育コーディネーターの役割の中に、保護者との

連絡窓口となることが求められているが、十分に活用されていない現状が浮き彫りとなっ

た（Fig.4-30 参照）。  

高校の進路指導に対する要望では、各項目に満遍なく回答がみられた。進路に関する十

分な情報提供や具体的な指導を行うとともに、一方的な進路に関する情報提供するだけで

はなく、当事者の意見に耳を傾け、親身になって指導にあたる学校側の姿勢も求められる

ことが示されていた（Fig.4-31 参照）。  
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保護者の高校生活ついて 5 段階評価による回答をまとめたものが Table 4-8 である。「学

校生活全般」では、「満足」「やや満足」が 54 名（59.3%）で肢体不自由児本人と同様に半

数以上は高校生活をおおむね評価していた。また項目別でも、学級内の友達関係、健常児

との交流において「やや不満」「不満」と評価したものが、その他の項目と比較すると多く

みられた。  
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32 29 41 5 - 1 61 5

29.6 26.9 38.0 4.6 - 0.9 56.5 4.6

30 36 27 12 2 1 66 14

27.8 33.3 25.0 11.1 1.9 0.9 61.1 13.0

27 29 41 9 1 1 56 10

25.0 26.9 38.0 8.3 0.9 0.9 51.9 9.3

25 29 45 6 2 1 54 8

23.1 26.9 41.7 5.6 1.9 0.9 50.0 7.4

17 20 32 23 14 2 37 37

15.7 18.5 29.6 21.3 13.0 1.9 34.3 34.3

23 20 36 18 10 1 43 28

21.3 18.5 33.3 14.8 9.3 0.9 39.8 25.9

36 28 28 11 2 3 64 13

33.3 25.9 25.9 10.2 1.9 2.8 59.3 12.0

30 16 49 10 - 3 46 10

27.8 14.8 45.4 9.3 - 2.8 42.6 9.3

29 20 40 14 3 2 49 17

26.9 18.5 37.0 13.0 2.8 1.9 45.4 15.7

28 27 29 7 15 2 55 22

25.9 25.0 26.9 6.5 13.9 1.9 50.9 20.4

30 24 34 9 10 1 54 19

27.8 22.2 31.5 8.3 9.3 0.9 59.3 17.6

Table.4-8　保護者の高校生活に対する評価

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答
満足

（計）

上段は人数，下段は％を示す．

⑥健常児との交流  

⑦学級担任の対応

⑧保護者への支援・援助

⑨障害に応じた指導・配慮

⑩進路指導

⑪学校生活全体

不満

（計）

①学級の編成

②施設・設備

③指導方針・教育内容

④教科の学習

⑤学級内の友達関係
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最後に、高校進学・生活において保護者が今後重視してほしい点について記述での回答

を求めた。その結果、＜教員・他生徒の障害への理解＞、＜私立高校の対応の改善＞、＜

高校の進路指導＞、＜高校選択の際の情報提供＞、＜学力と施設・設備面のバランス＞、

＜通学時のサポート＞、＜事例の蓄積＞、＜医療的ケアの時間の確保＞、＜施設・設備面

の整備＞が挙げられた。  
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Table4-6  保護者が高校進学・生活において今後重視してほしい点（記述回答）  

＜教員・他生徒の障害への理解＞（ 15）  
・先生によって障害者に対する考えが違うので、教師になる前の教育として障害者に対する教育を

してほしい。  
・担任以外の教員が障害を理解できていない。病気をもっているからといって、大げさにされたり、

できることも制限されたりしてしまうことが多々ある。障害といってもいろいろな程度や、症状

があることをしっかり理解してほしい。  
・やはり、他の生徒に対しての理解の得られない 3 年間でした。友達はいても親友といえる人はほ

とんどいませんでした。自信をなかなか持つことができない場面も多く、もう少し、他生徒への

働きかけ・理解が得られたら本人も変わっていたかもしれません。もちろん、本人の努力をもっ

と必要だったと思います。  
・先生に相談しても障害のことなど知らないことも多く、情報を得る事はない。  
・非常に珍しい病気であったために、学校は必要以上に安全重視の姿勢を見せたため、本人は常に

監視されているような心理状態だったらしい。何か新しい経験を積むというよりは、まず事故が

ないように、無事に終わるようにという環境の中で、非常にストレスを感じ、イライラしていた

ように思える。公立ということも関係していたのかもしれないが、安全に配慮しながらももっと

のびのびと学校生活を送らせてやりたかった。  
・学習面はもちろんですが、多感な年頃ですので、友人・対人関係に十分気を遣っていただきたい。

県内の進学高校に入学しましたが、クラス内でうまくいかず、担任に相談しましたら転学をすす

められました。障害があることが原因だったのでしょうか…  。  
・年頃なので他人の目が気になる、健常者と同じようにしたい、できない苛立ちをサポートしても

らえる友達、先生が見つかればいいのですが。また、特別扱いされているというのも本人が嫌が

るので対応が難しい。障害児の気持ちの理解が出来る先生が欲しい。  
・健常児の子供たちと同じように出来る事は自分でするようにお願いしています。  
・できない部分、記入が遅く間に合わない。テストを最後まで受けきることができない。等々の配

慮をお願いするも他の子と同じを求められた。当然点数は取れない。担任で違ってくるがあきら

めず繰り返し伝えていくことが大切。  
・身体への理解は校内では歪曲されるのが怖かったため必要最小限しか相談しませんでした。担任

以外に（担任は忙しそうなため）相談できればよかったと感じました。  
・友達関係がネックになると思います。  1 人でも心を許せる友達ができて、学校側も協力姿勢が

あれば楽しく過ごせると思います。やはり学校の先生次第というところがあると思います。等。 
 
＜私立高校の対応の改善＞（ 4）  
・私立には外からの指導はできないのでしょうが、断られた１校と説明会は OK でしたが明らかに

拒否されたような空気を感じた２校はすべて設備、施設（車椅子での動線）は文句なしでした。

結局、ウエルカム！で受け入れてくださったところはそんなに設備も整っておらず…。まだまだ

「心のバリアフリー」が足りないなあと実感しました。せっかくのバリアフリー設備、一体何の

ため？誰のため？と…。今でも断られた時の校長のお言葉は傷となっています。もちろんそんな

学校こちらからお断りですが、教育者の長とされる方があのような態度をとるなんて本当ショッ

クでした。唯一その場に子どもがいなかったことが救いでした。  
・「私立高校へ進学しました。自然に話し合い設備等も整っているところを選び決めましたが、生

徒確保のために好意的だったのか、入学してみるとかなり扱いが違っていた。  
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・私立は融通が利くと思いますが、対応してもらえずに退学とかになる可能性もあると思います。

その点公立は切り捨てはしない気がします。  1 番重要なのは進学先の理解を得てもらうことだ

と思います。  
・「私立でお金がないから」と困った部分への協力がなかなかかなわない部分があった。  
 
＜高校の進路指導＞（ 4）  
・本当は 4 年制の大学に行きしっかり資格を取って欲しかったが希望大学は遠方で自宅通学は不

可能だったため（金銭面・精神面ともに）あきらめた。  
・進路については、オープンキャンパスに何箇所か参加したがバリアフリーの確認は大変だった。

担任は全部本人まかせで、もう少し情報提供してほしかった。  
・高校卒業後の進路指導が健常児中心の学校だったため、あまりに知識不足で頼れる方がいなくて

卒業後の現在も困っています。  
・ずっと（小学校から大学）普通学級での生活をしてきましたが、健常者同様の進路選択では、一

般の就職は難しいと感じています。進路・卒業後のことを重視してほしかった。しっかりと相談

すべきでした。、等。  
 
＜高校選択の際の情報提供＞（ 4）  
・現在の中学校の進路指導は全く機能していない。学校の進学率のメンツのみ。学力テストを受け

てその結果に見合ったところよりワンランク下あたりを強く薦めてくる。頑張ってみよう！とか

チャレンジはさせない。何のために滑り止めを受けるのか不明。この学校はどうだろうといった

指導もない。指導は塾の先生からだけでした。  
・娘は、中 2、  3 年と不登校でした。そのため進学先を決めるのは悩みました。担任、スクールカ

ウンセラー、フリースクール、市のフリースペースなど話を聞きながら考えましたが、どこも高

校や教育委員会のホームページで公開されている以上の情報は得られないので、「知ってるもの」

感が強く残りました。「子供の考えを大切に」「自分で決める」と誰からも言われてしまいますが、

結局そこまでもっていくのが難しいし、子ども本人も辛いところのようでした。  
・障害者が受験する時、教育委員会は詳しく教えてくれないので制度をわかりやすくしてほしいと

思いました（私たちの時は受験された（障害者の方）お母様にいろいろ聞いて、その内容を教育

委員会の人に話をしました）。  
・中学時代、教師は差別的で悲しい思いをたくさんしました。「特別扱いできない」と、障害（車

椅子）を持っていても受け入れてくれる学校、設備のある学校を探すことしてもらえず、親が探

しまわりました。  
 
＜学力と施設・設備面のバランス＞（ 4）  
・校舎はバリアフリーでエレベーター、身障トイレもあり、教室の移動もすべて介助なしの学校選

択しました（選択せざるを得ませんでした）。  
・施設面を重視して高校選んだので学習レベルがかなり低くて、本人も勉強せずともトップレベル

でいられることに満足してしまい親としてはその後の進路に不安を覚えました。  
・学力と校内設備のバランスで進学校の選択が狭くなってしまう。  
・都立高においては、断られるところもあった。設備が充実しているところは、レベルが高いとこ

ろが多いので中学側が躊躇してしまい受検できない（進学を確実にできる安全圏を薦める傾向に

ある。先生の苦労もわからなくないが、チャレンジできない）  。  
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＜通学時のサポート＞（ 3）  
・駅の設備、駅からの距離、学校設備等を全て考えると、入学できる学校が限られてくるのは残念。 
・車椅子で電車とバスを乗り継いでの通学だったため、大変な面もありました。  
・現在の国の方針では、通学にヘルパーを使うことができず、家族が送迎しなければ高校へ通うこ

とができませんでした。片道 13 キロ離れた高校へ往復 26 キロを朝・夕送迎することは子ども

のためと思っても大変だったのが現実です。もう少し障害者が学校に安全に家族の負担の少ない

状況で通えるようになることを願います。  
 
＜事例の蓄積＞（ 2）  
・前例をたくさん知って情報を集めてほしい。  
・地域の普通小学校・中学校に通っていましたが、先生方や教育委員会（○○市）は、肢体不自由

児童の現状把握をしてませんでした（もしかしたら、把握していたのかもしれませんが、尋ねて

も「わからない」という回答でした）。どんな子が、どこの学校で、どのような学校生活を送っ

ているか、情報がなく“事例が学校間で共有・蓄積されることなく…”ととても思います。同じ

県でも、地域差がありました。幸い私たちは知り合いの知り合い、たまたま耳にしたこと、本当

にそんなことから情報を得て、たまたま学校と巡り合い、その学校の対応が良く…といった感じ

でここまで来ました。  
 
＜医療的ケアの時間の確保＞（ 2）  
・二分脊椎で導尿をしているので障害者用トイレが必要なことと休み時間内に導尿が終わらず次

の授業が始まってしまってもとがめられることのないよう全ての教員へ理解してもらうことが

大切でした。  
・トイレ使用について、休み時間 10 分で障害者トイレまで遠く、また導尿に時間がかかるので休

み時間はオーバーすることもあった。  
 
＜施設・設備面の整備＞（ 3）  
・スロープは 1 カ所付いていたが、屋根がなく、雨の時濡れてしまうので要望出したが、建物の構

造上ダメだと言うことで、  3 年間傘をさしたり、小雨などはささずに濡れて通行した。  
・空調設備はあるが、全然きかず、体温調整ができなく体などで大変だった  
・小・中・高 12 年間の学校生活を振り返って感じたことですが、確かに階の移動などについては、

エレベーターや階段昇降機等は必要不可欠な設備ですが、ちょっとした段差程度であれば、スロ

ープを設けるより子供たちの協力で乗り越えるということも大事なのではないかと思います。そ

の上で健常者・障害者相互の理解が育まれているように感じています。  

  （  ）内は人数を示す . 
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Ⅳ．考察  

（１）高等学校における肢体不自由のある生徒の在籍状況の把握  

調査協力が得られた当事者団体による偏りのため、二分脊椎症に起因して肢体不自由を

有するものが 69 名（62.7%）と最も多く、そのため内部障害、特に膀胱直腸障害を合併す

るものが多く高等学校に在籍していることが示された。中村・下泉（1999）では、二分脊

椎児は、中学生以上になると学習面の問題と将来の職業的自立を考慮し、養護学校を選択

する傾向が多いことを指摘していたが、本調査結果では高等学校に進学するケースも一定

にあることが明らかになり、肢体不自由児の学びの場が多様になってきていることが推察

される。 また、回答者の半数が導尿のケアを必要としており、その他にも摘便、洗腸、た

ん吸引といった医療的ケア必要とするものも少数ではあるが高等学校に在籍していた。し

かしながら保護者調査の結果では、高校入学後、支援の要望を出して対応がなされなかっ

たものとして医療的ケアの対応が最も多く挙げられており、その対応を負担に感じている

保護者がいることが示されていた。また記述部分でも、本人、保護者ともに、医療的ケア

を行うための時間を十分に確保できないことを課題として挙げていた。文部科学省による

「平成 27 年度特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果について」では、高等学校

は調査対象に含まれておらず、医療的ケアが必要な障害児の実態については報告されてい

ない。先行研究でも、肢体不自由特別支援学校における医療的ケアの現状や課題について

の報告はみられるものの（石黒・筒井・大田・平野，2008；宮下・高柳・杉田 ; 2003）、高

等学校に在籍する肢体不自由児に対してどのような支援体制の下、医療的ケアが行われて

いるか現状と課題については明らかにされていない。今後は義務教育段階だけではなく、

高等学校においても医療的ケアの体制整備を整えていく必要があると考えられる。  

川間（1996）では通常学級に在籍する肢体不自由児の障害が軽度であることが示されて

いたが、本調査の回答者についても全体の半数は移動面で車椅子利用者であるものの、食

事、排泄、衣服の着脱、身の回りの整理整頓で全介助が必要なものは 1 割程度であり、高

等学校に在籍する肢体不自由のある生徒についても障害の程度が比較的軽度であるとい
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える。インクルーシブ教育の推進により、今後は重度な肢体不自由のある生徒の高校進学

が増えてくることが予想され、そのための更なる体制整備が必要になるといえる。  

 

（２）高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒の進路選択および学校生活について  

まず、高等学校への進学を希望する肢体不自由児は、進路を考える際には、自らの意思

を優先し、その上で、通学圏内のバリアフリー整備の充実した学校を選択する傾向がみら

れた。また、保護者は子ども自身の意思を尊重しつつ、本人同様に施設・設備面の充実さ

を進路選択の際は重視していた。白石（2003）は、両下肢機能障害のある生徒が、小学校、

中学校と比較して高校の施設が高層であり、選択授業などで移動が多いという情報などが

加えられることが高校進学を諦める要因の一つとして指摘している。本調査の結果におい

ても、 施設・設備面が整っていないという理由で高校側から入学を断られるケースもみら

れ、進学を考える際には、ハード面の整備状況が重要なポイントとなることが明らかとな

り、先行研究を支持する結果となった。しかしながら、高校入学後、日常生活面の改善点

として最も多く挙げられているのもまた、施設、設備面の不備であり、それと関連した校

内移動の支援も課題であるとされていた。これは、 進路選択の段階でのハード面の整備状

況に関する情報提供だけでは不十分であり、実際に入学後に予期せぬ不都合が生じている

ことが推察され、施設、設備面の課題は肢体不自由のある生徒の進路選択や学校生活に多

大な影響があることがわかる。一方、高野・泉（2016）は、入学後に生じるハード面の不

備については、教員や級友等の人的サポートによりカバーできる場合があり、そこから健

常生徒の障害理解や健常生徒と肢体不自由のある生徒の交流が深まる可能性をことが示

している。よって、各都道府県により高校のバリアフリー施設・設備の着実な整備が進め

られるとともに、予期せぬハード面の不備が生じた場合には、人的サポートも活かしなが

ら弾力的に対応していくことが求められる。  

また、学習面では肢体不自由に伴い最も困難のある教科・科目として「保健体育」が挙

げられており、全体の約半数が運動をすることの困難が述べられていた。松浦（2006）は、
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小・中学校に通う肢体不自由児とその保護者を対象に実施したアンケート調査から、体育

授業の現状と課題、併せて体育授業に対する教育的ニーズについて整理し、障害の部位や

程度に関わらず授業参加が十分に保障されず、授業に介助者を求められる、別課題、見学、

教室での自習などの制約があることを明らかにしている。肢体不自由のある生徒自身から

も「自分ができることを評価してほしい」や「その人に合ったプログラムを組み、その達

成度で成績をつけるべき」といった意見が述べられ、高等学校においても同様の課題があ

ることが推察される。その上で「中、高ともに学習において一番不満だったのが、肢体不

自由のため体育の成績は必ず「２」になること」や「体育の授業は受けても受けなくても

１か２。…レポートを出しても２。」といったように成績評価に対する不満も散見された。

例えば、指定校推薦により大学進学を考えた場合、評定平均値が重視されるため肢体不自

由のある生徒の高校 3 年間での体育の低い成績は大きな不利益となり、肢体不自由のある

生徒の進路の可能性を狭めることになりかねないともいえる。このような点からも、特別

支援学校での実践も踏まえ、肢体不自由のある生徒が取組可能な体育の授業内容を検討し、

その上で健常生徒とは異なる個別の成績評価をどのように扱っていくのか議論していく

ことが求められる。さらには障害のある生徒とない生徒が共に取り組めるような体育の在

り方を検討し、インクルーシブ教育の伸展に寄与していくことも必要ではないだろうか。

学習面ではその他に、「学校行事」への対応を求める意見もみられた。保護者調査の結果に

よれば、学校行事の対応が行われたケースとそうでないケースがあることが明らかとなり、

学校によって対応のバラつきがあることも推察された。肢体不自由児の半数近くが友人・

対人関係におけるトラブルを抱えていたが、その要因の一つとして、学校行事に十分に参

加できず、集団活動を通して人間関係を築く場への参加が制限されてしまうことが考えら

れる。藤井・森（2017）も学校行事の意義として、活動を通してさらなる人間関係が構築

されること、友達の新たな姿を知ることができることを挙げており、学校行事がより人間

関係を深める機会であることを指摘している。合理的な配慮により、肢体不自由のある生

徒が可能な限り学校行事に参加できるように支援していくことが重要であるといえる。     
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そして、  肢体不自由のある本人の 48 名（44%）が友人・対人関係において何らかの問

題や悩みを抱えていた。また、高校在学中に退学や転学を考えたことがある本人は 21 名

（19%）おり、その理由として最も多かったのが、『友人・対人関係がうまくいかないから』

（12 名）であった。肢体不自由児本人の記述回答の中でも「できることとできないことが

あることをクラスメートに理解してほしい」や「障害に対する知識、支援の仕方を学んで

ほしい」といった意見が多く述べられており、友人・対人関係における問題や悩みを抱え

る要因の一つとして、他の生徒の障害への理解不足が大きいといえる。障害理解教育にお

いて、肢体不自由は、一般的な状態像をとらえやすい障害種であり（今枝・楠・金，2013b）、

小、中学校では他の児童に肢体不自由を理解させるために「障害シミュレーション体験」

が多く行われていることを報告している（今枝・楠・金森，2013a）。今後の課題として、

肢体不自由のある生徒本人が他の生徒に理解してもらいたいと考えている具体的内容に

ついて精査し、どのような機会・方法で高校生がそのような障害理解をするのが有効であ

るかを詳しく検討していきたい。保護者が求める障害理解の形も様々であり、本人同様に

障害の症状等への理解や友人・対人関係に配慮を求める意見等がみられた。肢体不自由の

ある生徒への対応については、できない部分に配慮してもらえず他の子と同じを求められ

た等という意見がある一方、過剰なかかわりや配慮があったので出来る限り健常な生徒と

同様に接してほしいといった意見もみられた。このように一口に障害理解といっても、各

ケースによって理解してほしい内容が異なることが予想される。当事者と学校関係者双方

で率直な話し合いを重ね、相互理解を図りながら学校生活を遂行していく体制が求められ

る。また、保護者に、学校生活を送る上での保護者への負担があるか尋ねたところ、「送り

迎え」への回答が 63 名（58.3%）と最も多かった。記述回答でも、「現在の国の方針では、

通学にヘルパーを使うことができず、家族が送迎しなければ高校へ通うことができません

でした。片道 13 キロ離れた高校へ往復 26 キロを朝・夕送迎することは子どものためと思

っても大変だったのが現実です。もう少し障害者が学校に安全に家族の負担の少ない状況

で通えるようになることを願います」のように通学時のサポートを求める意見が述べられ
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た。厚生労働省（2015）の「障害者等の移動の支援について」では、「通勤、営業活動等の

経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当ではない外出」は同

行援護、行動援護支援の対象外となっており、通学もこれに該当するとされている。教育

の合理的配慮の観点から通学支援に係る議論が行われているところであるが、本調査結果

からも通学支援のニーズが大きいことが示された。福祉サービスを活用した通学支援の充

実は、保護者の負担が軽減し、また本人の自立した生活にも寄与するものであると考えら

れるため、今後の体制整備が求められる。  

最後に、高校卒業後の進路希望先については、「大学・短大」への進学希望者が全体の約

7 割を占め最も多く、  次いで、「就職」、「専修・専門学校」という結果であり、この 3 つ

のいずれかの進路を選択する傾向がみられた（Fig.30）。また、高校での進路指導について

は、進学や就職に関する情報提供や具体的指導、進路指導にあたる教員の姿勢など、様々

な要望・課題があることが示された。記述回答において進学希望者からは、「障害のある生

徒の大学進学のノウハウも持ってほしい」や「大学に行きたかったが、行けなかった」と

いったことが述べられ、また、就職希望者からは「就職先も見つからず、具体的にどのよ

うに対応をしたらいいかわからず非常に困った」や「健常者同様の進路選択では、一般就

職は難しかった」という意見が挙げられており、進路指導が十分に行われないことによる

高校卒業後の進学や就職の難しさが指摘されていた。今後、大学等に進学した肢体不自由

者、就職した肢体不自由者それぞれの実態と課題を調査していくことで、肢体不自由のあ

る生徒の高校での進路指導で有効な情報の把握、必要とされる指導、支援の内容を具体的

に検討していくことができると考えられる。  
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Ⅴ．第 4 章のまとめ  

・保護者調査の結果から、高校入学後、支援の要望を出して対応がなされなかったものと

して医療的ケアの対応が最も多く挙げられていた。インクルーシブ教育の伸展に伴い、こ

れまでより重度の肢体不自由生徒の入学も想定され、今後は義務教育段階だけではなく、

高等学校においても医療的ケアの体制整備を整えていく必要があると考えられる。  

・本人および保護者への調査結果から、施設・設備面の課題は肢体不自由のある生徒の進

路選択や学校生活に多大な影響があることが明らかとなった。  

・肢体不自由のある本人の 48 名（44.0%）が友人・対人関係において何らかの問題や悩み

を抱えており、その要因の一つとして、他の生徒の障害への理解不足が大きいと本人や保

護者は考えおり、学校側にそれに対する対応を求めていた。しかし、一口に障害理解とい

っても各ケースによって理解してほしい内容が異なることも明らかとなり、当事者と学校

側の双方が率直な話し合いを重ねる必要性が示唆された。  

・学校生活を送る上での保護者への負担があるか尋ねたところ、「送り迎え」が最も負担が

大きいことが明らかとなった。通学支援の充実は、保護者の負担が軽減し、また本人の自

立した生活にも寄与するものであると考えられるため、今後の体制整備が求められる。  

・肢体不自由生徒に対する進路指導が十分に行われないことによる高校卒業後の進学や就

職の難しさが指摘された。  
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第 5 章 

X 県の高校に在籍している肢体不自由のある生徒、保護者、学校関係者に対する  

質問紙・インタビュー調査による教育実態と課題の検討 
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Ⅰ．目的  

実際に高等学校に在籍している事例から、肢体不自由のある生徒・保護者、学校関係者

がどのように連携・協力し学校生活を送っているのかを、各対象者のそれぞれの役割・関

係性にも着目し、教育実態とその課題をより詳細に明らかにすることを目的とした。対象

者ごとの目的は Table 5-1 に示した。  

 

Ⅱ．方法  

１．対象者  

2015 年に X 県の高等学校に在籍した全 5 ケースの肢体不自由のある生徒、保護者、そ

の学校関係者を対象とした。具体的には、①授業担当者、②管理職、③特別支援教育コー

ディネーター、④学級担任、⑤養護教諭、⑥特別支援教育支援員、⑦保護者、⑧肢体不自由

のある生徒本人とした。  

なお、①は、高校において必履修教科・科目となっている国語、地理歴史、公民、数学、

理科、保健体育、芸術、外国語、家庭、情報の授業を担当した教員（1 年～3 年まで）を対

象とした。  

 

２．各ケースの概要  

①ケース A  

 A 本人（女性）は、X 県の公立 A 高校の全日制の通常学級に在籍していた。小、中学校

はいずれも通常学級に在籍していた。脳性麻痺により上肢、下肢の機能に障害がある。右

手の指は、細かく動かすことはできないが、物を軽く握ることができる。左手の機能に障

害はない。歩行器等を使えば歩行可能だが、基本的には電動車椅子を使用して移動してい

る。トイレは、便座への移動の介助を行えば自力で対応することができる。高校入学時か

ら特別支援教育支援員が 1 名配置されており、教室移動、学習、食事、トイレ等のサポー

トをすべて行っていた。高校卒業後は、職業訓練校に進学した。  
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②ケース B  

B 本人（男性）は、X 県の公立 B 高校の全日制の通常学級に在籍していた。高校一年の

一月に、脊髄梗塞を発症し、下半身不随となる。上肢・体幹の機能に障害はない。杖や歩

行器等を使えば歩行可能だが、基本的には手動車椅子を使用して移動している。導尿のケ

アを必要とするが、自己導尿により対応している。移動介助のみ支援が必要で、その他に

介助の必要はない。脊髄梗塞を発症後、約六か月の入院生活を経て、特別支援学校に転学

し約三か月間、学校生活を過ごした。その後、本人の希望により高校二年の九月に、B 高

校に復学し、高校卒業まで在籍した。特別支援教育支援員は、移動介助のため高校に復学

してから三週間後に１名配置された。高校卒業後は、私立大学に進学した。  

 

③ケース C  

 C 本人は、X 県の公立 C 高校の全日制の通常学級に在籍していた。小、中学校はいずれ

も通常学級に在籍していた。脊髄性筋萎縮症Ⅱ型により、上肢、下肢、体幹の機能に障害

がある。上肢は、両手首より下の機能が全廃している。下肢、体幹の機能は、ともに全廃

である。移動には、ストレッチャー型の電動車椅子を使用している。食事、排泄、衣服の

着脱、身辺の掃除・整理整頓は、全介助が必要である。また、会話は可能だが、書字はで

きない。高校入学時から特別支援教育支援員が２名配置されており、教室移動、学習、食

事、トイレ等のサポートをすべて行っていた。高校卒業後は、一浪し、その後国立大学に

進学した。  

 

④ケース D 

 D 本人は、X 県の公立 D 高校の定時制の通常学級に在籍していた。小、中学校はいずれ

も通常学級に在籍していた。D 高校は、三部制（午前部、午後部、夜間部）の単位制高校

である。四年間で卒業する四修制が標準であるが、他の部の時間帯に開設される三修制向

けの授業を受講すれば、三年間で卒業する三修制を選択することも可能である。D 本人は、
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四修制で午前部に所属していた。脊髄性筋萎縮症Ⅱ型により、下肢の機能に障害がある。

上肢・体幹の機能に障害はない。移動には、電動車椅子を使用している。食事衣服の着脱、

身辺の掃除・整理整頓には、一部介助が必要である。排泄は便座への移動支援のみ必要で、

自己導尿により対応していた。会話、書字は可能であった。高校二年時から特別支援教育

支援員が１名配置されており、教室移動、学習、食事、トイレ等のサポートをすべて行っ

ていた。高校卒業後の進路が決まらず、現在は職業訓練校に通っている。  

 

⑤ケース E 

E 本人は、X 県の公立 E 高校の全日制の通常学級に在籍していた。小、中学校はいずれ

も通常学級に在籍していた。四歳の時の交通事故により、頚椎損傷（C１レベル）を受傷し

た。上肢、下肢、体幹機能に障害があり、首から下を全く動かすことができない。常時呼

吸器の装着が必要であり、たん吸引の医療的ケアを必要としている。移動は、他者の介助

による車椅子での移動である。食事、衣服の着脱、身辺の掃除・整理整頓は、全介助を必

要としている。また、排泄は、他者による導尿が必要である。会話は可能だが、呼吸器を

付けているため聞き取りづらい。高校入学時から特別支援教育支援員が２名配置されてお

り、教室移動、学習、食事、トイレ等のサポートをすべて行っていた。高校卒業後は、私

立大学に進学した。  

 

３．調査方法  

インタビュー調査は、基本的には対象者が勤務する高校にて行い、インタビューガイド

に基づいて半構造化面接により実施した。インタビュー時間は各対象者あたり 1 時間程度。

また、インタビュー内容は、ボイスレコーダーにて録音した。インタビュー内容で不明瞭

な点については、後日電話やメールにて確認を行った。  
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各授業担当者のみ、インタビューではなく、選択・記述形式の質問紙調査を実施した。

調査実施時期は、2015 年３月～４月であった。授業担当者への質問紙は、インタビュー調

査時に管理職に依頼・配布し、後日郵送にて回収を行った。  

各対象者の調査内容は、Table 5-1 に示した。  

 

４．分析方法  

インタビューデータは、質的帰納的に分析を行った。分析は、まずインタビュー調査か

ら得られた内容を全て逐語録に起こしインタビューデータとした。次に、各対象者の逐語

録の内容を意味ごとに分類し、それぞれにラベル名をつけた。さらに、そのラベルの類似

性に着目し、サブカテゴリー、カテゴリーに分類し、それぞれに名称をつけた。そしてカ

テゴリー間の類似・相違点を検討し、その関係性をモデルに示した。一連の分析過程につ

いては、特別支援教育に携わる教員１名、大学院生３名で妥当性の検討を行う。カテゴリ

ー、モデルに関しても、討議を重ねることにより、客観性の確保と妥当性を担保した。  

授業担当者のアンケート調査については、選択項目については、単純集計、記述項目に

ついては  KJ 法に基づく内容分析を行う。  

 

５．倫理的配慮  

 インタビュー調査では、学校長および各対象者に研究目的、方法、インタビュー内容

の録音、プライバシーの保護、参加の自由について説明し、調査協力の承諾を得た。面接

開始前に、改めて口頭と文書により同意を得てインタビューを実施した。なお、録音した

音声データは、研究責任者が厳重に保管し研究終了後に破棄することとした。  

授業担当者への質問紙調査では、個人が特定される可能性のある情報は一切公表しない

ことを明記した。また、参加は自由意思であり、いつ調査を撤回してもいかなる不利益も

生じないこと、回答したくない項目があれば無理に回答する必要のないこと等を依頼文書

及び質問紙調査票の表紙に明記した上で調査を実施した。  
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なお本調査は、東京学芸大学研究倫理審査委員会の承認（受付番号１７４）を得て実施

した。  
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対象者  目的  質問項目  

各授業担当者  

授業担当者に対して質問紙調査を行

い、肢体不自由のある生徒の学習上

の困難への対応と課題を明らかにす

ることを目的とした。  

①プロフィール（年齢、性別、教員経験年数、担当教科

等）  
②過去の肢体不自由のある生徒とのかかわり経験の有

無  
③対象とする生徒の学習上の困難  
④生徒の学習上の困難への具体的対応  
⑤対応することができなかった困難  
⑥特別支援教育支援員について  

管理職  

管理職が肢体不自由のある生徒の高

等学校入学をどのように捉え、高校

入学前から卒業までに生じる具体的

な問題に対してどのような対応を行

っていたか、実態と課題を明らかに

することを目的とした。  

①入学までの経緯（事前の話し合い、中学校との連携

等）  
②入学前の課題とその対応（県教委への要望、校内整備

等）  
③入学後に生じた課題とその対応（各教科、進路等）に

ついて  

特別支援教育  
コーディネー

ター  

特別支援教育コーディネーターが高

等学校に在籍する肢体不自由のある

生徒への支援のためにどのような役

割を担っていたか、また関係機関・

関係者の間を連絡調整し協働する際

に必要な事柄・生じる問題点等を明

らかにすることを目的とした。  

①特別支援教育コーディネーターに指名されるまでの

経緯、  
②学校内の関係者や関係機関との連絡、調整について、 
③肢体不自由のある生徒や保護者とのかかわりについ

て  
④担任への支援について  
⑤巡回相談や専門家チームとの連携について  
⑥校内委員会での役割について  

学級担任  

学級担任がどのような点に配慮し、

学級運営を行っていたのか実態と課

題 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し

た。  

①クラス担任を引き受けるまでの経緯  
②クラス運営を行う上で配慮している点  
③他生徒との関係について  
④管理職、他教員、支援員等の学校関係者との連携・サ

ポートについて  
⑤保護者との連携・サポートについて  
⑥当該生徒の対応にあたり生じた課題とその対応（各

教科、進路等）について  

養護教諭  

養護教諭が高等学校に在籍する肢体

不自由のある生徒に対してどのよう

な健康・体調面の支援・対応を行っ

ていたのか、実態と課題を明らかに

することを目的とした。  

①肢体不自由のある生徒へのかかわり・対応について  
②健康面での配慮について  
③関係者との連携について  
④関係機関との連携について  

特別支援教育  
支援員  

高等学校に在籍する肢体不自由のあ

る生徒を担当していた特別支援教育

支 援 員 が 支 援 を 行 う 中 で 生 じ た 困

難・課題をどのように捉え、それら

にアプローチしているか、実態と課

題 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し

た。  

①特別支援教育支援員として配置されるまでの経緯  
②学校生活上の介助について  
③学習活動、教室間移動等の介助について  
④当該生徒の健康・安全への配慮について  
⑤学校行事の介助について  
⑥周囲の生徒等への障害理解の促進について  
⑦関係者との連携について  

保護者  

高等学校に在籍する肢体不自由のあ

る生徒の保護者が、生徒本人の学校

生活をどのようにサポートし、また、

学校側に対してどのような支援を求

めていたのか、実態と課題を明らか

にすることを目的とした。  

①入学までの経緯（進学理由、中学校との連携等）  
②入学前の要望とその対応（事前の話し合い、高校・県

教委への要望等）  
③入学後に生じた困難とその対応（各教科、教員・友人

等との関係、進路等）について  

肢体不自由の

ある生徒本人  

高等学校に在籍した肢体不自由のあ

る生徒が、どのように学校生活を過

ごし、また、学校や級友に対してど

のような支援やかかわりを求めてい

たのか、実態と課題を明らかにする

ことを目的とした。  

①入学までの経緯（進学理由、中学校との連携等）  
②入学前の要望とその対応（事前の話し合い、高校・県

教委への要望等）  
③入学後に生じた困難とその対応（各教科、教員・友人

等との関係、進路等）について  

Table 5-1 各対象者への調査目的および質問項目  
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Ⅲ．各対象の結果と考察  

１．授業担当者  

（1）結果  

質問紙調査票は、150 部（各校 30 部ずつ）を配布し、62 部の返送があった。回収率

は、41.3 ％であった。  

①対象者のプロフィール  

対象者の教員経験年数は、  5 年未満が 8 名（12.9％）、5~10 年が 5 名（8.1％）、  11～

20 年が 2 名（3.2％）、  21～30 年が 20 名（32.3％）、  31～40 年が 27 名（43.5％）であ

った（Table 5-2）。調査対象者が担当していた教科科目については、  Fig.5-1 の通りであ

る。その他の 3 名については、すべて商業の科目を担当していた教職員である。また、

複数科目を担当していた教員については、地理歴史と公民を担当していた教員が 1 名、

数学と情報を担当していた教員が 1 名、理科と情報を担当していた教員が 1 名であっ

た。また、特別支援学校教諭免許状の所有の有無について尋ねたところ、対象者すべて

が所有していなかった。  
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年数 件数 割合（％）

5年未満 8 12.9

5～10年 5 8.1

11～20年 2 3.2

21～30年 20 32.3

31～40年 27 43.5

計 62 100.0

Table 5-2　対象者の教員経験年数
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②肢体不自由のある生徒とのかかわり経験の有無  

対象者が調査実施時の勤務校以前に肢体不自由のある生徒とのかかわりがあったかに

ついて尋ねたところ、かかわったことがあると回答したものが 47 名（75.8 ％）で、か

かわったことがないと回答したものが 15 名（24.2 ％）であった（Table 5-3 参照）。  

 

③特別支援教育、肢体不自由教育についての学習経験  

特別支援教育、肢体不自由教育についての学習経験については 128 件の回答があっ

た。最も多かったのが、特別支援学校への見学・訪問 40 件（64.5%）、次いで、発達障害

のある生徒の支援・理解についての研修 27 件（43.5%）、3 番目に勤務経験校内での肢体

不自由生徒の対応等に関する研修 18 件（29.0%）という順であった（Fig.5-2 参照）。  
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 Table 5-3　肢体不自由のある生徒とのかかわり経験の有無

件数 割合（％）

かかわったことがある 47 75.8

かかわったことがない 15 24.2

計 62 100.0
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④学習環境における特別な対応・支援  

Table5-4 に、学習環境における特別な対応・支援の内容を示した。具体的な取り組み

として、特別な学習机・椅子の設置、移動教室を減らす、支援員の配置、電子機器の活

用、座席の工夫などが挙げられた。  
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Table 5-4 学習環境における特別な対応・支援  

【特別な学習机・椅子の設置】（１６）  

 

【移動教室を減らす】（１３）  

・移動なるべく上下階にならないよう学校全体で時間割りを組む（英語）。  

・本来 4 階で実施する顕微鏡実習を、 3 階の講義室にて実施できるよう、事前に機材

を移動して行った（理科）。  

 

【支援員の配置】（２２）  

・支援員による移動教室の補助（理科）。  

・支援員を配置し、ノートテイクをお願いする。グループワーク等も支援員の協力を

得ながら、通常通りに行った  

（公民）。  

 

【電子機器の活用】（５）  

・授業プリントを電子化して、パソコンを使って学習できるようにした（理科）。  

・授業用プリント、教科書、副教材のデジタル化（地理歴史）。  

 

【座席の工夫】（１２）  

 

【その他】（１２）  

・野外学習における様々な工夫（理科）。  

・黒板の使い方（見えるよう）に（数学）。  

 

【特になし】（１３）  

                                                                  （  ）内は人数を示す．  
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⑤教育内容・指導方法における特別な対応・支援  

教育内容・指導方法における特別な対応・支援については、代替的なカリキュラムに

よる指導、提示方法の工夫、特別な教材の使用、進度の考慮などが挙げられた。代替的

なカリキュラムによる指導については、主に家庭や保健体育などの実技を伴う教科を担

当していた教職員から多く回答があった。その他に、公民では、社会福祉やノーマライ

ゼーションの内容について深く学ぶ機会を設けたり、倫理の教科の特性上あえて特別な

配慮しないという意見もみられた（Table5-5 参照）。  
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Table5-5 教育内容・指導方法における特別な対応・支援  

【学習内容の変更・調整】（１０）  

・書道作品は PC ソフトで作成し、印刷した。実技・体験等はレポートで代替もあった

（芸術）。  

・車椅子 1 台を入れてのゲームを実施。相手チームにも 1 台の車椅子を入れ、乗せる

生徒を入れ替えながら実施（保健体育）等。  

 

【提示方法の工夫】（５）  

・実験器具の提示の仕方。実験結果（科学反応など）の提示の仕方（理科）。  

・効率よく学習できるように、板書する式変形は少なめにし、式をよく見て、暗算で処

理できる部分を増やすように指導した（数学）等。  

 

【特別な教材の使用】（４）  

・授業内容を電子化して、  USB に保存して、生徒へ渡す。生徒は自宅で  PC を使って

学習する（理科）。  

・他の生徒より入力が遅いため、事前にある程度入力した教材を特別に準備した（情

報）等。  

 

【進度の考慮】（２）  

 

【その他】（６）  

・教育内容：社会福祉やノーマライゼーションの授業を掘り下げて実施（現代社会）

（公民）。  

・倫理という授業の特性上、区別なく対応していた（公民）  

                                （  ）内は人数を示す．  
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⑥定期試験における特別な対応・支援  

Table 5-6 に定期試験における特別な対応・支援の内容について示した。試験時間の延

長、代筆による筆記、問題・解答用紙の拡大、記号問題の多用、可能な範囲での実技試

験の実施などが挙げられていた。肢体不自由のある生徒の筆記能力を考慮し、記述問題

の代わりに記号問題を増やした特別な試験を行ったり、本人の運動能力に応じた実技試

験を実施するなどの工夫がみられた。  
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Table 5-6 定期試験における特別な対応・支援  

【試験時間の延長】（１６）  

 

【代筆による筆記】（５）  

 

【問題・解答用紙の拡大】（６）  

 

【記号問題の多用】（２）  

・テスト問題で記号問題を多くする（地理歴史）。  

・テストの記述問題を選択に変える等他の生徒の問題と少し変える等した

（外国語）。  

 

【可能な範囲での実技試験の実施】（２）  

・本人が可能である内容を、実技試験として採用し点数化した（保健体

育）。  

・本人の実施可能な範囲での技能テストを実施。よってテストは他の生徒

との規準は異なる（保健体育）。  

 

【その他】（２）  

・ひらがなでも可（※代筆者の負担を減らすため）（地理歴史）。  

 

【特になし】（ 40）  

 （  ）内は人数を示す．  
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⑦成績評価における特別な対応・支援  

成績評価における特別な対応・支援については、本人の実施可能な取組による評価、

レポートによる評価の 2 つが述べられていた。家庭や保健体育などでは、本人の実施可

能な取り組みを評価する教員がいれば、実技の代わりにレポートを提出させることで評

価を行っている教員もおり、担当者により異なる評価方法が採用されていた（Table5-7

参照）。  
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Table 5-7 成績評価における特別な対応・支援  

【本人の実施可能な取組による評価】（７）  

・時間がかかるものについて、持ち出しを認めた。休み時間などに支援員さん

と作業し、完成させた。評価については他の子と差をつけなかった（家庭）。 

・毎時間の記録・感想をファイルにし、評価した。ストップウォッチで練習や

試合時間を計測し、声で皆に知らせる仕事をしてもらい評価した（保健体

育）。  

・本人が可能である内容を、実技試験として採用し点数化した（保健体育）。  

・毎回授業中に行ったプリントを提出してもらいました（理科）。  

 

【レポートによる評価】（７）  

・被服分野の作品づくりにおいては本人が出来る所まで（実際は布選択まで）

また希望するところまで実施。かわりとしてレポートの提出で補った。作品

については選択した布を見本として使用し、担当教員が完成させ持ち帰らせ

た。この通り、実習の代わりにレポートの提出をさせた。    

・実技の代わりのレポート提出（芸術）（保健体育）。  

 （  ）内は人数を示す．  
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⑧学習面で対応することができなかった問題や困難  

学習面で対応することができなかった問題が困難については、個別に対応できないこ

とへの歯がゆさ、本人の身体機能の制約による指導の困難さ、授業形態による指導の困

難さ、板書の免除、使用可能な教具の不備などに関する記述が得られた。家庭や保健体

育では、他の生徒の指導もあるため個別に対応することが難しく、対応に苦労している

様子がみられた。また、実習において肢体不自由のある生徒が使用可能な教具の不備に

ついても指摘があった。芸術や情報では、本人の身体能力の制約により対応が困難であ

ることが示されており、授業進度、評価の公平性にも影響与えていることも述べられて

いた（Table 5-8 参照）。  
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 Table 5-8   学習面で対応することができなかった問題や困難    

【評価の公平性】（８）  

・コンピューターの入力には介助者の能力に依存するところが大きく、評価が

公正にできたか疑問が残った（情報）  

・体育の授業をレポートでどのような評価をしたらいいのか…難しい。他生徒

との兼ね合いのもあるので「３」をつけることしかできない（体育）。  

・他の生徒の目もあるので、厳しい評価をせざるを得ない（体育）。  

 

【個別に対応できないことへの歯がゆさ】（７）  

・マンツーマンで指導すれば、技能・体力ともに伸ばすことは間違いなくでき

るが、他の生徒 30～ 40 名を指導しながらでは大変困難であった。現実的に、

他の生徒への指導が優先となる場合が多かった（保健体育）。  

・その子ばかりを注視することもできない時に支援員の方がずっと付いて一

緒に実習等してくれるといいと思ったこともありました。本人がやれると言

えば、危なそうだと思ってもやらせないわけにはいかないので。かといって

その子にずっと付いてという対応も難しく…少し困りました（家庭）等。  

 

【身体機能の制約による指導の困難さ】（６）  

・書道技法の上達は、計れなかった（芸術）。  

・入力に時間がかかり、他の生徒を待たせることもあり、授業進度に影響して

しまった（情報）。  

・有機化学において、複雑な構造の化合物や版の頭の中だけで考えていくのが

かなり困難だった（理科）  

 

【授業形態による指導の困難さ】（３）  

・発問形式による授業展開のため、十分に表現できない点に対して苦慮してい

た（公民）。  

・野外実習の成果がどの程度得られたのか不安がある（理科）等。  

 

【使用可能な教具の不備】（２）  

 （  ）内は人数を示す．  
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⑨特別支援教育支援員への要望  

特別支援教育支援への要望では、ノートの代筆、移動支援、実技科目の介助などの回

答があった。今回の５ケース全てにおいて特別支援教育支援員が配置されていたが、授

業担当者から．特別支援教育支援員に対して直接何か要望を出すことは少ないようであ

った（Table 5-9 参照）。  
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Table 5-9 特別支援教育支援員への要望  

【ノートの代筆】（７）  

・ノートの代筆、プリントの作成（地理歴史）  

・板書事項を写してもらう（理科）  

 

【移動支援】（４）  

・その活動場所に本人を連れてきていただいた。終わりにあわせて迎えに来

ていただいた（保健体育）。  

・実験に伴う移動（理科）  

 

【実技科目の介助】（３）  

・付きっきりで指導ができないため、やらせたい内容を伝えて行ってもらっ

た（保健体育）  

・エプロン製作の時の介助（家庭）  

 

【その他】（２）  

・できるだけ見守りだけにして、手を貸すことは避けてほしい。本人が自立

への武器になるような技術を付けさせたい。と話して理解を求めた。  

・曜日の指定があり、実習の日に支援員がいなかったため、教科の（同じ）

教員にお願いした。  

 

【特になし】（４８）  

 （  ）内は人数を示す．  
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➉特別支援教育支援員に対する評価とその理由  

 特別支援教育支援員に対する評価とその理由について尋ねた。その結果、  52 名

（82.3%）の教職員が特別支援教育支援員による学習面でのサポートを好意的に捉えてい

た（Fig.5-3 参照）。理由として、支援・対応への高評価、支援員配置が不可欠であるこ

と、肢体不自由のある生徒にとっての好ましい影響、自立に向けた対応への評価などが

挙げられていた。支援員が配置されていることで教職員がスムーズに授業が実施できる

ことが述べられており、必要不可欠な存在であることが示されていた。また、すべてを

支援するのではなく、自分自身でできることは肢体不自由のある生徒本人に取り組ませ

る姿勢で対応していたことを評価する教職員もいた。一方で少数ではあるが、支援員で

はなく専門の教員を配置させることで本人の能力を伸ばすことができたという意見や高

校での学習内容が高度なため支援員もある程度の知識を有する必要性があることを指摘

する意見もみられた（Table 5-10 参照）。  
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Table 5-10 特別支援教育支援員への評価に対する理由  

【支援・対応への高評価】（ 10）  

・こちらの意図をよく理解して、対応してくださった（情報 :）。  

・移動、代筆をはじめとして、様々な支援をされていて頭が下がりました（数学 :）。 

【支援員配置の不可欠さ】（ 16）  

・良いも良くないもなく、必要な支援だったので配置されて当然だと思う（理

科 :1）。  

・教材準備片付など。板書、教科書の開閉など。教員だけでは支援しきれない部

分（芸術 :1）。  

・他の全体の指導があるので、個人専属の方がいてくださったのは大変助かりま

した（保健体育 :1）。  

 

【肢体不自由のある生徒本人にとっての好影響】（４）  

・本人への安心感を生み、授業へスムーズに入ることができたと思う（その他（商

業） :1〉 :。  

・学習支援だけではなく、 3 年間の日常会話を通して、人間的成長にもつながっ

た（数学 :1）。  

 

【自立に向けた対応への高評価】（４）  

・過保護にならず、育てる観点を持って支援していた（保健体育 :1）。  

 

【自立に向けた対応をすべき】（ 10）  

・学校として、どこまで本人に行わせるかをもっと支援員の方と話をして、「自立

に向けた支援」も行えるとより良かった（公民 .3）。  

・前述だが、本人が自分できることは自分でやらせる方向にもっていってもよか

った（英語 4）  

 

【専門性のある支援員の配置】（４）  

・支援員ではなく、体育の免許持った教員が付いてあげれば、能力を伸ばせた（保

健体育 :3）。  

・内容面での知識がともなわないと、高校レベルの支援は厳しい（地理歴史 :3）。 

 （  ）内は人数を示す．  
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（２）考察  

教育内容・指導方法において、実技を伴う家庭や保健体育などの教員は、「書道作品は PC

ソフトで作成し、印刷した。実技・体験等はレポートで代替もあった（芸術）」や「車椅子

1 台を入れてのゲームを実施。相手チームにも 1 台の車椅子を入れ、乗せる生徒を入れ替

えながら実施（保健体育）」といったように、別の課題を設定し、本人が可能な範囲ででき

ることを取り組ませることで授業としていた。また、実技を伴う教科を担当した教員は、

肢体不自由のある生徒だけに個別に対応できないことへの歯がゆさを感じており、「マン

ツーマンで指導すれば、技能・体力ともに伸ばすことは間違いなくできるが、他の生徒 30

～40 名を指導しながらでは大変困難であった。現実的に、他の生徒への指導が優先となる

場合が多かった（保健体育）」や「本人がやれると言えば、危なそうだと思ってもやらせな

いわけにはいかないので。かといってその子にずっと付いてという対応も難しく…少し困

りました（家庭）」といった意見を述べており、教科の専門の教員を肢体不自由のある生徒

に個別で配置して対応する必要性を指摘する意見もみられた。また、成績評価ではレポー

ト提出もしくは本人の能力に準じた取組により評価しており、教師によって対応のばらつ

きがみられた。さらに、「コンピューターの入力には介助者の能力に依存するところが大き

く、評価が公正にできたか疑問が残った（情報）」や「体育の授業をレポートでどのような

評価をしたらいいのか…難しい。他生徒との兼ね合いのもあるので「３」をつけることし

かできない（体育）」のように、成績評価の公平性に懸念を持つ教員もみられた。今後は、

肢体不自由のある生徒が幅広く取り組むことが可能な教育課程の編成を検討するととも

に、他生徒と同一基準による評価ではなく、「個々にできることを評価する」体制づくりと

その対応への理解が求められると考えられる。  

全体的にみると、学習面において対応することができなかった問題や困難な点について

の意見はそれほど多くみられなかった。その理由して、一点目に、47 名（75.8%）の教員

がそれぞれのケースに携わる以前に勤務校で肢体不自由のある生徒とかかわった経験が

あったため、その経験をもとに工夫や柔軟に対応できたことが推測される。 二点目に、全
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ケースで特別支援教育支援員が配置されており、その対応・支援に対して 52 名（82.3%）

の教員が満足をしており、必要不可欠な存在として捉えていた。教員の中には、「支援員に

任せていたので何かをお願いをしていない（理科）」や「支援員の方が手取り足取りやって

いたので、すべてお任せしていた（英語）」といったように特別支援教育支援員に全面的に

任せるケースもみられ、肢体不自由のある生徒を特別支援教育支援員が専属でサポートす

ることで、教員はいつも通りの授業に従事することができたため学習面において困難を感

じることが少なかったともいえる。一方で、支援員に対しては、「学校として、どこまで本

人に行わせるかをもっと支援員の方と話をして、『自立に向けた支援』も行えるとより良か

った（公民 .3）」や「本人が自分できることは自分でやらせる方向にもっていってもよかっ

た（英語 4）」といったように将来的な肢体不自由のある生徒の自立を考慮して、本人が可

能なことはできるかぎり自分でやらせるべきという、支援員のかかわり方や学校の支援体

制の方向性に課題を挙げる教員もみられた。学校内での支援員の役割を明確化し、肢体不

自由のある生徒の自立を考慮した支援体制の構築が求められる。  
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２．管理職  

（１）結果および考察  

管理職が肢体不自由のある生徒の高等学校入学をどのように捉え、高校入学前から卒業

までに生じる具体的な課題に対してどのような対応を行っていたか、を明らかにするため

5 つのケースのラベルの類似・相違点を検討し、モデルを作成した。そして、【受け入れに

対する戸惑い・不安】、【当事者とのかかわりによる印象改善】、【本人・保護者への要望】、

【支援員の活用における効果と課題の実感】、【特別支援教育コーディネーターの活用のば

らつき】、【施設・設備面の対応と人的サポート】、【施設・設備面の改善の必要性】、【大学

入試対策の問題】の８つのカテゴリーを生成し、それらの関係性を Fig.5-4 に示した。【】

はカテゴリー名、≪≫はサブカテゴリー名、『』はデータを示した。また、各ケースの管理

職のプロフィールを Table 5-11 に示した。  

 まず、【受け入れに対する戸惑い・不安】のカテゴリーが抽出された。管理職は、≪漠然

とした戸惑い・不安≫や≪何ができるのかという不安≫、≪どのように支援をしていいか

わからない≫といった肢体不自由のある生徒の入学・対応にあたって様々な戸惑いや不安

の意識を抱いていた。ケース A では、中学校との高校入学前の打ち合わせの段階で、保護

者が肢体不自由のある生徒本人を障害のある生徒として扱われることに対して過敏に反

応する部分があるため考慮して対応すべきとの報告を受けており、そのため≪保護者対応

への不安≫があったことが述べられていた。またケース C、D の管理職は、車椅子からの

転落による怪我や医療的ケアの過誤による事故で学校に責任が問われた場合どうすれば

いいのかといった≪学校事故の際の責任の心配≫を挙げる意見があった。しかしながら、

このような肢体不自由のある生徒の受け入れに対する不安や戸惑いの意識は、入学後、【当

事者とのかかわりによる印象改善】がみられ、ポジティブな意識へと変化していた。『実際

にかかわってみると他の子と変わらないし、慣れというか戸惑いや不安は一切なくなりま

したね（管理職 E）』といった≪かかわりによる戸惑い・不安の軽減≫や『入学前はやっぱ

りどんな子なんだろうって。ただ、実際に会ってみて彼と話をしてみると、とても本校の
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生徒としてふさわしく、やる気のあるいい子だなと。みんな会えば会うほど変わっていき

ましたし、頑張りを見てみんなが協力してあげようという良い方向に進んでいきました

（管理職 C）』のような≪かかわりを通しての印象改善≫があったことが述べられていた。

また、ケース C では保護者の熱心なサポートを目の当たりにして教職員のサポートへの意

欲が高まったことも挙げられていた。また、【受け入れに対する戸惑い・不安】や【当事者

とのかかわりによる印象改善】のカテゴリーと関連した【本人・保護者への要望】が挙げ

られており、本人には、≪高校進学をする目的をしっかりと持ってほしい≫という意見が

あり、保護者に対しては、高校側には、対応できることとできないことがあるため、何か

してもらって当たり前という意識ではなく、困ったことがあれば可能な限り協力して対応

してほしいということを述べていた。高野・泉（2016）では、「肢体不自由のある生徒が進

学や学校生活の遂行に対する強い意志や努力の姿勢を示すことにより、教職員のよりポジ

ティブな意識変化を生じさせる可能性がある」ことを報告している。「インクルーシブ教育

は推進されるべきだから」とか「ノーマライゼーションが理想だから」といった正論だけ

では人は快く支援を行ってくれるわけではなく、障害者側の強い意志や心のあり方に共感

して初めて、自然な形での協力や支援を行おうとする意識が高まることが考えられた。  

 次に、【支援員の活用における効果と課題の実感】のカテゴリーが抽出された。『支援員

とかっていうのは時間で雇用しているのでその時間っていうのは授業の時間での雇用な

んですね。ただ、実際は授業だけでなくて昼休みとかですね、そういった時間帯にも例え

ば何か委員会活動があったりとかしますので。そういうような時間が雇用の時間にカウン

トできないっていうので、どういう風に調整していくのかっていう難しさもありますし。

あと、一人だけだと休憩の時間が無くなってしまうんですね。そういうものを確保してあ

げるための調整が難しかったかなと思います（管理職 E）』と述べられているように、管理

職は、≪支援員の勤務時間の制約によりシフト調整の難しさ≫を指摘していた。特に、イ

レギュラーな活動への対応や放課後活動の場合に勤務時間を超過した際には、≪支援員の

善意による勤務時間の延長≫により対応してもらっていることや、支援員不在時には教員
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による代わりの対応が行われていた。現場の教員からは、『学校の方としては今はこんなに

シフト組んで先生たちがかなり努力してやんなきゃいけない、これは本業じゃないだろと。

先生方は負担ばっかり増えていって結局教材研究の時間が無くなったりとか休憩時間が

取れないとか、不満の声も多かったですね（管理職 D）』と≪支援員の代替を教員に求めた

ことによる不満≫があったことが述べられていた。要望で挙げられているように、特別支

援教育支援員の勤務時間を柔軟に調整できるように、必要な時に必要なだけ支援に入って

もらえるような勤務形態の在り方が望まれる。すべてのケースの管理職が≪支援員の活用

の効果を実感≫しており、肢体不自由のある生徒のサポート、また教員の負担を軽減し円

滑な学校運営を行う上で不可欠な存在として捉えていた。特別支援教育支援員の活用にあ

たっては、支援員の職務内容や職務条件についての不明確さ（荒川・船橋・室伏・渡辺，

2009）、人材確保の難しさや雇用条件の不安定さ（村中・高橋・道城・加藤，2013）等、

様々な課題もあることが報告されている。しかし本研究において、学校の管理職の視点か

らも特別支援教育支援員が障害のある生徒が学校生活を送る上で重要な役割を果たして

いることが明らかとなり、今後早急かつ着実な体制整備が必要であると考えられる。  

 さらに、【特別支援級コーディネーターの活用のばらつき】のカテゴリーが抽出された。

ケース E のように特別支援教育コーディネーターを中心に校内委員会の開催や保護者と

の連絡調整などの対応行っておりそれが円滑に機能していたという報告がある一方で、そ

の他のケースでは特別支援教育にコーディネーターに教員が支援を要請することにため

らいがあることや活用方法が分かららないため機能していないと述べている管理職もお

り、学校により活用状況が様々であった。平成 28 年度特別支援教育体制整備状況調査結

果では、特別支援教育コーディネーターの指名が公立高等学校では 100.0％となっており、

着実な体制整備が進められてきていることが報告されている。しかしながら、藤井・細谷

（2012）、知念・田中（2010，2011）では、特別支援教育コーディネーターが配置されて

いるものの、特別支援教育に対する知識や経験を兼ね備えていないことや経験年数が少な

いことにより実際には機能していない学校が多いことを指摘していた。特別支援教育コー
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ディネーター自身の専門性を高めることも重要であるが、学校運営のトップである管理職

がその役割について理解し、特別支援教育コーディネーターを活用しやすい環境を整えて

いくことも必要であると考えられる。  

 そして次に、【施設・設備面の対応と人的サポート】のカテゴリーが抽出された。当事者

からの要望によりエレベーターの設置、トイレの改修、休憩室の設置などが校内の施設・

設備面の整備が行われたことが述べられていた。しかしながら、実際には入学前には予期

していなかった細かなハード面の不備が入学後に生じており、実際に対応する中で複数の

障害者用トイレやエレベーターの設置等、さらなる【施設・設備面の改善の必要性】があ

ると考えていた。またこのような入学後に生じた施設・設備面の不備については各学校に

おいて人的サポートにより柔軟な対応が行われていた。前述の通り、高野・泉（2016）で

は、入学後に生じるハード面の不備については、教員や級友等の人的サポートによりカバ

ーできる場合があることを報告しており、そこから健常生徒の障害理解や健常生徒と肢体

不自由のある生徒の交流が深まる可能性があることを示唆している。第４章でも指摘した

通り、各都道府県により高校のバリアフリー施設・設備の着実な整備が進められるととも

に、もしも予期せぬハード面の不備が生じた場合には、それをただ「障壁」と捉えるだけ

ではなく新たな展開が生じるチャンスととらえ、人的サポートも活かしながら弾力的に対

応していくことが求められる。  

そして最後に、進路面では【大学入試対応の問題】についてのカテゴリーが抽出された。

『バラバラでしたね。受ける学校によって全く対応が違うので困りました（管理職 E）』や

『センターの方に問い合わせたところ、大学もやっぱりどういう風な対応していいか戸惑

ったようで、最終的には大学の方から本校のいつも慣れてる職員の方で対応をしてもらえ

ませんかということになって話し合いの結果、じゃあ本校から職員がそちらに行ってやり

ましょうと。本人もそちら安心だということで、そういう対応しました。センター試験の

そこが 1 番いわゆる進路での対応が難しかったところですね（ケース C）』と述べられて

いるように、入学試験の対応にあたって大学によるばらつきがあり苦慮していたことが示
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されていた。日本学生支援機構による「平成 26 年度障害のある学生の修学支援に関する

実態調査」によれば、大学、短期大学、高等専門学校には、2,534 名の肢体不自由のある

生徒が在籍しており、その数は年々増加する傾向にあることが報告されている。よって、

各大学では積極的に情報を求め（例えば、「教職員のための障害学生修学支援ガイド」（2014）

の大学入試センター試験における肢体不自由のある生徒に必要とされる配慮事項や実際

の事例について）、より適切で柔軟な対応が全国どこの大学においてもなされるようにな

ることが望まれる。  
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ケース 性別 年齢 教員歴 担当年数 保有する免許・資格

A 男性 50代 32年
高2～高3
（2年）

中高社会科教員免許状

B 男性 50代 36年
高2～高3

（1年6か月）
中高社会科教員免許状

C 男性 50代 30年
高1～高3
（3年）

中高国語教員免許状

小学校教員免許状

D 男性 50代 26年
高3～高4
（2年）

中高保健体育教員免許状

特別支援学校教諭免許状

E 女性 50代 30年
高3

（1年）
中高数学教員免許状

Table 5-11　　各ケースの管理職（教頭）のプロフィール



191 
 

 

F
ig

.5
-
4
 
管

理
職

モ
デ

ル
 



192 
 

３．特別支援教育コーディネーター  

（１）結果および考察  

特別支援教育コーディネーターが高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒への支援

のためにどのような役割を担っていたか、また関係機関・関係者の間を連絡調整し協働す

る際に必要な事柄・生じる問題点等を明らかにするために５つのケースのラベルの類似・

相違点を検討した。そして、【保護者との関係構築の難しさ】、【知識・職務の理解不足によ

る特別支援教育コーディネーターの形骸化】、【特別支援教育コーディネーターが頼られに

くい環境】、【個別の教育支援計画の作成・活用における課題】、【自立を考慮した支援の必

要性】、【現場で活かせない研修】の６つのカテゴリーを生成し、それらの関係性を Fig.5-

5 に示した。【】はカテゴリー名、≪≫はサブカテゴリー名、『』はデータを示した。また、

各ケースの特別支援教育コーディネーターのプロフィールを Table 5-12 に示した。  

 まず、【保護者との関係構築の難しさ】のカテゴリーが抽出された。『基本的に学校にお

任せするポリシーのもんですから、適当って言ったらなんですけど、やってくれみたいな

感じで細かな要望みたいなものをほとんどない感じでしたね（特別支援教育コーディネー

ターA）』と述べられているように≪学校に任せきりにされる≫ことで≪保護者と意見が言

い合える関係が築けなかった≫ことを課題として挙げていた。また、ケース B、E では雑

談程度のコミュニケーションしか行ったことがなく、保護者とのかかわりがほとんどなか

ったことも述べられていた。また、ケース A の特別支援教育コーディネーターは、学習・

生活面で対応するにあたり≪特別支援学校に助言を求めたい≫と考えていたが、『うちの

子は、身体に障害があるけどそれだけで、特別支援学校に行っているような子達とは違う

のでということを言われまして…』のように保護者自身が特別支援教育に対する偏見があ

り、特別支援学校のセンター的機能を活用できず、問題を高校内だけで解決なければなら

なかった様子が語られていた。第 4 章の全国高等学校への質問紙調査の中でも同様の課題

が指摘されており、また門脇（2011）も「特別支援教育」に対して強い抵抗感をもってい

る保護者がおり、相談機関を勧めたり、個別の支援を提案したりしても受け入れてもらえ
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ない状況もあることを報告している。当事者側も学校側の事情を理解するよう努め、両者

が協同的に肢体不自由のある生徒の学校生活を支えていく姿勢が必要であることが示唆

された。共生社会の実現を目指す際には、とかく健常者側の意識改革について注目される

が、障害者側の意識も変革や歩み寄りの必要性もあるのではないかと考える。  

 次に、【知識・職務の理解不足による特別支援教育コーディネーターの形骸化】のカテゴ

リーが抽出された。『コーディネーターという仕事ができたのはここ何年かですよね？な

ので、仕事がわからないです、私自身が。どういう範囲が仕事なのかって（特別支援教育

コーディネーターE）』のような≪仕事内容を理解していない≫ことや≪肢体不自由に関す

る知識がない≫ことにより≪困っていることがわからず研修が実施できない≫といった

障害に関する知識・職務の理解不足があることを課題として挙げていた。このような状況

により、藤井・細谷（2012）、知念・田中（2010，2011）でも指摘されていたように、特

別支援教育コーディネーターが形骸化してしまっており、校内で十分な役割を果たせてい

ない状況にあることが示されていた。またそのような要因の一つとして、【特別支援教育コ

ーディネーターが頼られにくい環境】のカテゴリーが挙げられた。≪担任がクラスのこと

をすべて担当するという考え≫をもっている教員が多いため、特別支援教育コーディネー

ターに頼りたくても頼りにくい状況にあるのではないかということを指摘していた。一方

で、特別支援教育コーディネーター自身も≪要請がなく支援に入れない≫と考えており、

できることがあれば協力してサポートしたいと考えていても、それを自ら言い出しにくい

状況にあることも述べていた。また、ケース B では、学年主任が特別支援教育コーディネ

ーターの役割をすべて担ってしまい、自分自身が特別支援教育コーディネーターとして≪

頼られないことへの後ろめたさ≫を述べていた。このような状況改善するためには、特別

支援教育コーディネーター自身が指摘しているように≪特別支援教育コーディネーター

の役割周知の必要性≫や『相談に来るというのを大してハードルの高いものじゃなくて、

恥ずかしいものでもなんでもなくて、だからその相談のしやすさっていうのと、雰囲気づ

くりをしてあげることが必要かなって。その生徒の困り感が、みんなが同じことを困って
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いるということもありますし（特別支援教育コーディネーターD）』といった≪要請しやす

い雰囲気づくり≫を進めていく必要があると考えられる。  

 また、【個別の教育支援計画の作成・活用における課題】についての指摘がみられた。『手

間がかかるんです。今、特別支援コーディネーターの界隈では必要だって言われています

し、どんどんインクルーシブ教育とか中高連携とか叫ばれているので必要だと思うんです

けれども、結構な負担になるんですよね（特別支援教育コーディネーターB）』といった≪

作成の負担感≫や『個別の支援計画ですよね？これは特別支援学校から書き方を習ってで

すね、中学のものを引き継いだ部分もあります。あまりできるようになったことって増え

ていかないですよね。残念ながらね。だからそんなに書き換える必要もなかったんです。

なので作成したけどほとんど役に立たなかったかな（特別支援教育コーディネーターE）』

のように≪作成しても役立たない≫といった感想が述べられていた。しかし、乳幼児期か

ら学校卒業後まで障害のある子どもに一貫した支援を行うためには、個別の教育支援計画

の作成とその有効な活用が重要であり、高等学校においても特別支援教育コーディネータ

ーのスキル・専門性の向上が必要であると考えられた。またその他に、発達障害やその疑

いのある生徒も多く在籍しているため、個別の教育支援計画を≪必要とする生徒が多く対

応しきれない≫や日々様々な問題が出てくるため≪先の見通しが立たず計画が立てられ

ない≫  といった意見も挙げられた。内野・高橋（2008）でも、高等学校では「個別の教育

支援計画」についての説明・例示・活用の検討などの課題があることを指摘している。特

別支援教育コーディネーター自身の知識・経験不足により「個別の教育支援計画」を適切

に作成し、活用することができていないこと、また役割が十分に理解されていない状況に

あることが推察される。研修などを通して、「個別の教育支援計画」の適切な作成方法を学

ぶと同時に活用の意義を周知理解させることが重要である。  

 次に【現場で活かせない研修】についてのカテゴリーから抽出された。『講義形式の研修

ってね、あんまり役に立たないんですよね。あのいい勉強っていうか、いいこと知ったな

って思っても、なんかそれを頭で知ったんであって、やっぱ体とはちょっと違うんで（特
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別支援教育コーディネーターB）』といった≪講義形式の研修が役に立たない≫ことや『各

学校本当に生徒さんの抱えているものが千差万別なんですよね。だから E くんのような生

徒もいれば、自閉症のお子さんもいて、あるいは多動のお子さんがいて、あるいは脊髄が

曲がってるとか、骨が弱いとかそういういろんなお子さんの学校が 30 校近く集まるんで

すね。そこの担当者がこういう生徒がいてこういう対応してますってお話されるんだけど、

正直参考にならないんですよね。あー大変だなとは思うんですけども、やっぱり目の前に

あるものに即役に立つっていうものはまずないんですよね。申し訳ないんですけど（特別

支援教育コーディネーターE）』のように≪障害や背景の多様化から他校の実践例が役に立

たない≫ことが述べられ、実際の現場で活かせない研修ばかり実施されている印象が語ら

れた。また、多くが≪発達障害に関する研修が中心≫であり、肢体不自由に関連する内容

がほとんど取り上げられない状況にあることも述べられていた。今後の研修の要望として、

より実践に近い≪ロールプレイングやワークショップ形式の研修の必要性≫があると考

えていた。  

 そして最後に、【自立を考慮した支援の必要性】が挙げられた。ケース A、E の特別支援

教育コーディネーターは、『やっぱり介助する方が一通り全部やってた関係があって、そも

そもクラスにはいるけどあんまり周りの子は関わってなかったのかなっていう。だから関

わり方が分からないみたいな感じが。だからものを例えばものを頼むときの頼みかたみた

いのがどういう風にしていいのかわからないのかなみたいな感じのところがありました

ね（特別支援教育コーディネーターA）』といった≪支援員の常時配置による肢体不自由の

ある生徒のコミュニケーション能力不足≫や『E くんが困ってることを先取りしないで、

E くんが言葉にしてからお母さんがじゃあそれはその先生に言ってみなさいとかでよかっ

たと思うんだけど、大体の場合、お母さんがこの質問を何とか先生に今お願いしたいとか

いうことが多かったんですね。なので、ちょっと代弁者になりすぎてたかなってとこが感

じられました（特別支援教育コーディネーターE）といった≪保護者が本人の意見を代弁

しすぎる≫といった肢体不自由のある生徒を過度に支援しすぎることによって生じる課
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題があることを指摘していた。このような状況に対して、自分から何かを依頼したり、自

分のことは自分でやらせるといった将来的な自立を考慮した支援に取り組もうとしたが、

十分な支援を行うことができずに成果が上がらなかったことが述べられていた。このこと

から、学校全体で肢体不自由のある生徒に対する支援の範囲を明確化し、平常時は必要な

部分だけをサポートし生徒自身が他者と能動的なコミュニケ―ションをとることを促す

ような支援体制作りが必要であるといえる。  
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ケース 性別 年齢
コーディネー

ターの経験年数
担当年数 保有する免許・資格

A 男性 50代 5年
高1～高3
（3年）

中高社会科教員免許状

B 男性 50代 5年
高2～高3

（1年6か月）
中高理科教員免許状

C 男性 50代 3年
高1～高3
（3年）

中高英語・フランス語

教員免許状

D 男性 30代 2年
高3～高4
（2年）

中高国語教員免許状

E 女性 60代 4年
高1～高3
（3年）

中高英語教員免許状

Table 5-12　　各ケースの特別支援教育コーディネーターのプロフィール
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４．学級担任  

（１）結果および考察  

高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒を担当した学級担任がどのような点に配慮

し、学級運営を行っているのか実態と課題を明らかにするために５つのケースのラベルの

類似・相違点を検討した。そして、【受け入れに対する戸惑い・不安】、【当事者とのかかわ

りを通しての印象改善】、【本人・保護者への要望】、【本人とかかわる上での担任としての

心がけ】、【支援員の活用における効果と課題の実感】、【他の生徒とのかかわりにおける配

慮と対応の課題】、【施設・設備面の対応と人的サポート】、【進路指導の在り方と課題】の

８つのカテゴリーを生成し、それらの関係性を Fig.5-6 に示した。【】はカテゴリー名、≪

≫はサブカテゴリー名、『』はデータを示した。また、各ケースの学級担任のプロフィール

を Table 5-13 に示した。なお、ケース C の学級担任は、特別支援教育コーディネーターも

兼任していた。  

 まず、管理職と同様に【受け入れに対する戸惑い・不安】のカテゴリーが抽出された。

学級担任では、管理職で抽出された≪保護者対応への不安≫  のサブカテゴリーのほかに、

『自分にできるかな、自分が担任で彼に対して、困った状況に追い込んじゃったら嫌だな

ということは考えましたけれど（学級担任 D）』といった  ≪担任を引き受けることへの戸

惑い・不安≫や『クラスの生徒もね、確かにうちのクラスの生徒、ちょっと賑やかなクラ

スで、男ばっかりでね。まあそういった意味で最初いじめとかあったら嫌だなとはかなり

思ってましたけれど（学級担任 B）』といった≪いじめの問題の心配≫、≪どのように接し

たらいいのかという不安≫、といったネガティブな意識を抱いていた。また、ケース B の

学級担任は、『正直言って、復学せずにそちらでやった方が、本人にとっていろいろとやり

やすいんじゃないかなとは正直思いましたけれども、いろいろ設備も何も整ってないです

し』と述べているように、≪特別支援学校に復学すべき≫という考えをもっていた。しか

しながら、学級担任も管理職と同様にこのような肢体不自由徒の受入に対する不安や戸惑

いの意識が、入学後、【当事者とのかかわりを通しての印象改善】といったポジティブな意
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識へと変化していた。管理職でもみられた≪かかわりによる戸惑い・不安の軽減≫のほか

に、『受け入れる我々も、やりながらどんどんどんどん、お互いにいい感じになっていくと

いうか。ああ E くんがこれだけ頑張っているなら、私たちもこれに答えてあげようって、

なるじゃないですか。やっぱり私たちもこう、人ですから、感情ありますから（学級担任

C）』といった≪本人の前向きな態度に触れることによるサポート意欲の高まり≫や『何て

いうんですか。障害を持つ子に接することを、自分でちょっと恐れてた部分があるじゃな

いですか。担任を持つ前は。そういう部分が、なんかそんなふうに思っちゃったことが、

ごめんねみたいな。なんかそういうのは、それがちょっと悪かったかなっていう感じです

ね（学級担任 E）』≪受け入れに抵抗感をもっていたことへの申し訳ない気持ち≫を肢体不

自由のある生徒とのかかわりを通して抱いていた。そして、【受け入れに対する戸惑い・不

安】や【当事者とのかかわりによる印象改善】のカテゴリーと関連した【本人・保護者へ

の要望】が挙げられており、肢体不自由のある生徒本人に対しては高校に入学する目的を

しっかり持って一生懸命学校生活を過ごしてほしいという要望が挙げられ、保護者に対し

ては高校側にもできることとできないことがあることを理解してほしいということや≪

学校任せにしないでほしい≫という要望が挙げられた。管理職と同様に学級担任において

も、高野・泉（2016）の結果を支持する内容が示され、本人の学校生活を遂行しようとす

る強い意志や保護者の学校への協力的な姿勢を示していくことで、周囲の人々もサポート

意欲が高まることが示唆された。  

 次に、【本人とかかわる上での担任としての心がけ】のカテゴリーが抽出された。『だか

らもうなるべくその子ばっかりに気を取られないで、まあ普通の子と同じ感じで、話しか

けられる時もそうだし、まあ何かを頼む時もそうだし、同じようなレベルで扱っていこう

と。なるべくみんなの教室の中では。だから大丈夫とかそういう声掛けもやめて、他の子

と同じような感じで。（学級担任 A）』と述べられているように、すべてのケースの学級担

任は、≪他の生徒と同じように接する≫ことを心がけていた。そして、肢体不自由のある
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生徒≪本人にできることは自分でやらせる≫ことを意識しており、何か問題が生じないか

ぎりは≪できる限り見守る姿勢≫をとっていたことが述べられていた。  

 また、【本人とかかわる上での担任としての心がけ】と関連するカテゴリーとして、【他

の生徒とのかかわりにおける配慮と対応の課題】が挙げられた。学級担任は、グループ活

動やレクリエーションを通して≪クラスメートとかかわる機会をつくる≫配慮を行って

いた。このようなかかわりを通して、日常生活の様々な場面で≪他の生徒によるサポート

≫が行われる場面もみられ、  ケース C や E の学級担任からは、『クラスにこう入ってき

て、そうすると自然と誰かが一人二人行くっていう感じで。で、スマホを見ながら何とか

だよねーって言う感じで。まあうちの学校スマホ結構ゆるいので、まあそれでいろいろと

結構見たりとか、メールのやりとりとかしてたこともあったと思うんですけれども。そう

いう感じだったので、他の子たちはすごく自然に接していました。すごくいい感じで友人

関係は作られていたと思います（学級担任 E）』というように、≪良好な友人関係の構築≫

がなされたことが述べられていた。その一方で、ケース A や D の学級担任からは、『同じ

部屋にいても違和感なくみんなやってる感じなんですけれど、特定の子がよく面倒を見て

くれるっていう差はありました。特定の子に支援をお願いしすぎて一度自分の方にクレー

ムみたいなのがあり申し訳なかったなと（学級担任 D）』のような≪特定の生徒だけに支援

を求めたことによる反感≫や、『別にひいきしてるなんていうのはないんですけれども、A

さんに対してそういうことをされてるって言ってしまう。そうするとなんか少し冷たくな

りますよね、彼女に対してね。こうひいきされてる子がいると、またなんか先生ひいきさ

れてる、みたいな感じで。やっぱりこう冷たい言葉が彼女にいったりするので（学級担任

A）』のような≪特別扱いすることへの他の生徒の不満≫が挙げられ、担任としてクラスメ

イトとの関係性に苦慮し気遣う様子が伺えた。このような状況の背景として、『結局小学校

の時ずっと支援員さんが、もう面倒見てしまったがために、人との関わり方がその子全く

わからず、付き合い方が全く分からなくて、そういうコミュニケーション能力がなかなか

こううまく備わってなかったっていうのがあるので（学級担任 A）』といった≪支援員の常
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時配置によるコミュニケーション能力不足≫を指摘し、他の生徒と適切に交流するために

は肢体不自由のある生徒自身のコミュニケーション能力も必要であると考えていた。渡邊

（2011）は、特別支援学校に在籍する肢体不自由児童・生徒のコミュニケーションの困難

に関する研究の動向をまとめた、  ①拡大・代替コミュニケーション、  ②発語の発達、③

関わり手側の要因、④身体を通したコミュニケーション、⑤コミュニケーションの困難に

関する評価、⑥生活環境および社会参加、⑦チームアプローチについて焦点を当てた研究

が行われてきたことを報告している。その一方で、小・中学校などの通常学級に在籍する

肢体不自由のある生徒のコミュニケーションの困難に焦点を当てた研究はなく、支援員と

の関係性により肢体不自由のある生徒のコミュニケーション能力に悪影響を生じている

可能性は本研究が初めて指摘するものである。以上のことより、早期の段階からの家庭、

学校など様々な場面で、肢体不自由児童・生徒の将来的な社会参加を視野に入れたコミュ

ニケーションの指導・支援、さらに環境調整などが必要であると考えられた。  

 そして次に、【支援員の活用における効果と課題の実感】についてのカテゴリーが抽出さ

れた。『もう支援員さんに本当におんぶにだっこで関わらずに済んでしまったので。それこ

そもう痰が出にくいって言えばもうその方たちがやって下さいましたし。ご飯とかももう

その方たちがやってくださってたし。あとマッサージも必要なので、マッサージも必要な

ときその方たちがお昼ご飯のあとにやってくださってたりとかしてました。全面的に。な

ので生活面の何か手助けをしたっていう記憶はないですね（学級担任 E）』のように、肢体

不自由のある生徒の日常生活の支援は≪支援員任せの対応≫により行われていたことが

述べられていた。すべての対応を特別支援教育支援員に任せていたため、≪支援員不在時

の対応の難しさ≫を感じており、教員だけでは十分に対応することができないと考えてい

た。一方で、支援員に頼りすぎてしまったことへの反省や、積極的な情報交換を行い対応

すべきであったと後悔をしている意見もみられた。荒川・船橋・室伏・渡辺（2009）では、

教員が特別なニーズを持つ子どもを支援員任せにすると、他の子どもたちとの間に見えな

い壁に仕切られた支援員と特定の子どもの閉じた関係・空間を作りかねないと指摘してい
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る。教員は支援員と連携し、すべてを支援員任せにならないような配慮が教員にも求めら

れる。学級担任は、『あの方（支援員）たちがいなかったら E さんの学校生活はもう成り

立たなかったと思うので本当に助かりました（学級担任 E）』のように、学級担任は、特別

支援教育支援員の配置が肢体不自由のある生徒の対応にあたって不可欠な支援であると

考えていた。その上で肢体不自由のある生徒の対応だけではなく≪他の生徒とのパイプ役

をしてほしい≫ということや支援員配置により他の生徒とのコミュニケーションの機会

が減少してしまうこともあるため必要な時だけ肢体不自由のある生徒の側にいてほしい

といったことを要望として挙げていた。 2007 年の文部科学省「「特別支援教育支援員」を

活用するために」では、特別支援教育支援員の具体的な役割の中で、周囲の児童生徒の障

害理解促進が明記されている。特別支援教育支援員には、友達としてできる支援や適切な

接し方を、学級担任と協力しながら周囲の生徒に伝え、良好な友人関係を構築されるよう

に配慮していくことが求められる。  

 次に管理職と同様に、【施設・設備面の対応と人的サポート】のカテゴリーが抽出された。

車椅子用の机の用意、トイレの改修、休憩室の設置などの校内の施設・設備面の整備が行

われたことが述べられており、また入学後に生じた施設・設備面の不備については人的サ

ポートにより対応が行われていたが述べられていた。前述の通り、高校のバリアフリー施

設・設備の着実な整備が進められるとともに、予期せぬハード面の不備が生じた場合には、

人的サポートも活かしながら弾力的に対応していくことが求められる。  

 そして最後に【進路指導の在り方と課題】が挙げられた。ケース B では、大学入試の対

応にあたり、全国障害学生支援センターから出版されている大学案内障害者版を紹介した

り、大学入試センター試験にあたり必要な配慮を大学側に依頼するといった対応を行って

いた。しかしながら、専門学校や私立大学から入学を断られることがあったことも述べら

れており、時間的に余裕を持った早い段階からの進路指導の必要性があることを指摘して

いた。また、ケース D では、肢体不自由のある生徒本人が公務員として就職することを希

望していたが、介助者が必要なため試験を受けることができず、その後の進路先が見つか
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らないまま卒業させてしまったエピソードが述べられていた。『まず、公務員はもっと採用

できるような働けるような環境を作ってほしいと思いましたね。まあ、会社の、民間の場

合は、利益を追求するっていう意味では厳しいのかなと思いましたけれど、ちょっとずつ

理解がればいいですよね…。公共施設とかはもっと受け入れてほしいという気持ちはあり

ましたね。はい。まあ例えば市役所であれば市役所に、介助の方が何人か採用しといてい

ただければ、D さんにとっては十分に働ける環境もあると思うし、コンピュータとかも結

構入力とかもできるので。食事と排泄に関してだけ面倒見てもらえれば、働けるっていう

風には思ってましたので（学級担任 D）』のように≪障害者雇用への理解の必要性≫を指摘

していた。第 4 章の肢体不自由のある本人・保護者への質問紙調査では、進学・就職希望

者それぞれから進学や就職に関する情報提供や具体的指導、進路指導にあたる教員の姿勢

など、進路指導に関する様々な要望があることが示された。しかしながら、高校の進路指

導の課題だけではなく、大学や専門学校など、また行政や一般企業などの高校卒業後の進

路・就職先の障害への理解不足や支援体制の未整備などの問題があることも推察される。

今後、大学等に進学した肢体不自由者、就職した肢体不自由者それぞれの実態調査を行い、

高等教育機関の進学や就職を妨げる要因を検討していく必要があると考えられる。  
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ケース 性別 年齢 教員歴 担当年数 保有する免許・資格

A 女性 40代 22年
高1～高3
（3年）

中高英語教員免許状

B 男性 50代 27年
高3

（1年）
中高数学教員免許状

C 男性 50代 28年
高1～高3
（3年）

中高英語・フランス語

教員免許状

D 男性 50代 31年
高3～高4
（2年）

中高理科教員免許状

E 男性 50代 31年
高2～高3
（2年）

中高英語教員免許状

Table 5-13　各ケースの学級担任のプロフィール
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５．養護教諭  

（１）結果および考察  

養護教諭が高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒に対してどのような健康・体調面

の支援・対応を行っていたのか、実態と課題を明らかにするために５つのケースのラベル

の類似・相違点を検討した。そして、【受け入れに対する戸惑い・不安】、【当事者とのかか

わりを通しての印象改善】、【養護教諭としてかかわれなかったことへの後悔】、【支援範囲

の見極めと普通に接することの難しさ】、【情報共有の必要性】、【支援員の活用における効

果と課題の実感】、【自立を考慮した支援の必要性】、【施設・設備面の改善の必要性】、【研

修についての要望】の９つのカテゴリーを生成し、それらの関係性を Fig.5-7 に示した。

【】はカテゴリー名、≪≫はサブカテゴリー名、『』はデータを示した。また、各ケースの

特別支援教育コーディネーターのプロフィールを Table 5-14 に示した。  

まず、管理職、学級担任と同様に【受け入れに対する戸惑い・不安】のカテゴリーが抽

出された。養護教諭では、学級担任で抽出された≪どのように接したらいいのかという不

安≫  のサブカテゴリー以外に、『私自身も（医療的ケアが必要な）そういう生徒さんの対

応をしたことがなかったので、なんかあったらどうしよう、というのがありました。たん

の吸引だとか、あと、具合が悪いときはどうしようとか、でも、実際に入ってきたら思っ

たほどそんなに困ったことはなかったかな。たんの吸引もお母さんが、たぶん１回くらい

来てくれただけで、で、来てくれた時に私も教えてもらったんですが、なかなか実際には

やるとなったら、毎回やってるわけではないので、すごく不安はありました。自分にでき

るかなって。彼に対して、困った状況に追い込んじゃったら嫌だなということは考えまし

たけれど（養護教諭 E）』といった内容の  ≪医療的ケアの対応への戸惑い・不安≫や、『他

の方はお話しないかもしれないですけど、中学校の時すごくクレームがあったらしくて、

中学校の先生たちからもその話をきいていたので。クレームも、要望もすごくて、車椅子

を壇の上にあげたりとか皆と一緒、なんでも皆と一緒。だから私たちびくびくしていて。

そういうふうに何か言われるんじゃないかって…（養護教諭 E）』といった≪保護者から学
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校への過度の要求やクレームの心配≫、≪支援できるかどうかの不安≫、といったネガテ

ィブな意識を抱いていた。そのような気持ちをもちながらも学級担任や管理職と同様に、

生徒本人と学校生活を共にしていくなかで【当事者とのかかわりを通しての印象改善】と

いったポジティブな意識変化がみられた。管理職、学級担任でも抽出された≪かかわりに

よる戸惑い・不安の軽減≫のほかに、『やっぱり私はそんな職業柄すっごい、もしもこうな

ったらっていうことばっかり考えますので。まあ考えすぎだったのかなあとか。実際に対

応すると全然心配することはなかったです（養護教諭 D）』といった心配をし過ぎていたこ

とに自分自身が気づいたということが述べられていた。入学前に受け入れに対して戸惑い

や不安といったネガティブな意識をもっていても、まずは実際に肢体不自由とかかわる経

験が大切であり、かかわりを通して徐々に肢体不自由のある生徒の人柄や必要な支援など

について理解し、ネガティブな意識も低減されてくることが示唆された。   

一方で、【養護教諭としてかかわれなかったことへの後悔】についてのカテゴリーが抽出

された。ケース B、D では、養護教諭として肢体不自由のある生徒にかかわりがなかった

ため、実際にどのような支援が必要だったのか把握していなかった。そのため、『そうです

ね。不安ばっかりで、口うるさくしてばっかりで、私もっとできたことあるんじゃないか

なって、B さんの卒業にあたって思いましたので（養護教諭 B）』のような≪もっと自分に

もやれることがあった≫といったものや『特に体調についてよくは聞いてなかったんです

けれども、そうやって人任せにしていて本当によかったのかはやっぱりよくわかんない。

後悔はしてますね（養護教諭 D）』のような≪人任せにしていてよかったのか≫という後悔

の気持ちを抱いていたことが述べられていた。また、『ああ私は頼られてないんだなってい

うか、必要ないって思われてるなってすごく思ったので、感じたので、この件については。

なので、なんかこう、そんな役に立たない人に情報流してどうするのと思われてるのかな

って。それはすごく、ちょっと思ってしまったので。じゃあ邪魔になんないようにしなき

ゃなとか、みなさんやっぱり忙しいのでね、っていうのがやっぱり本当に、けっこう強か
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ったですね（養護教諭 B）』と述べられているように≪頼られないことへの寂しさ≫を感じ

ていた養護教諭もみられた。  

このような意識から養護教諭は、【情報共有の必要性】があることを指摘していた。肢体

不自由のある生徒が≪普段どのような生活をしているかわからない≫ため、≪支援員を通

しての情報収集≫を行っていたこと、また肢体不自由のある生徒について≪特定の教員し

か情報把握してない≫様子が述べられており、学校全体での≪情報の共通理解を図る機会

の必要性≫があることを課題として指摘していた。特別支援教育コーディネーターと同様

に、養護教諭自身も何かできることがあればサポートしてあげたいという意識を持ってい

ながらも、肢体不自由のある生徒本人に関する情報を正確に把握していないため自分自身

が何をすべきなのかわからず、実際に対応ができていない状況にあったことが示された。

白石・水野（2012）では、障害のある児童生徒への対応に養護教諭がかかわる機会が増え

ており、その専門性を活かして養護教諭が特別支援教育に参与することへの社会的な期待

が高まっていることを報告している。その上で、石橋（2014）は、高校の養護教諭は、障

害のある生徒やその保護者の代弁者的役割、学校内におけるチーム体制の構築・支援、外

部の関係機関等との連絡調整の 3 点が特に重要な役割であると述べている。これまで肢体

不自由のある生徒の障害や支援方法についてはあまり活躍してこなかった高校の養護教

諭であるが、今後はその専門性を活かし、学校内での情報共有のメンバーとなり、より積

極的、中心的に肢体不自由のある生徒の学校生活を支える担い手となることが望まれる。 

また、養護教諭としてかかわりが少なかったことの要因として、【支援員の活用における

効果と課題の実感】が挙げられた。学級担任と同様に、養護教諭も肢体不自由のある生徒

の対応・支援は支援員に多くを任せていた。『トイレとかも、支援員がついていってくださ

るっていうのが、一番大きかったですね。全て対応してくださるので本当に安心しました

し、特に心配することはなかったです（養護教諭 A）』のように≪支援員が配置されていた

ことによる安心感≫が語られていた。支援員の活用にあたって養護教諭が実感した課題と

して、学級担任と同様に≪他の生徒とのパイプ役をしてほしい≫ということや『職員じゃ
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ないから、職員会議とかにも出てなかったと思うんですよね。もうちょっと職員として扱

ったほうがいいと思うんですよね、同じところで働いてるし。A さんの専属ですけど、他

の子達とも話す機会があるだろうし、そういうのがある時に、学校の動きとかが分からな

いと困ると思うんですよね（養護教諭 A）』と述べられているように≪支援員の位置づけの

明確化の必要性≫があることを指摘していた。庭野（2011）も、支援員の置かれている立

場の不安定さや役割の不明確さの問題があることを指摘している。特別支援教育支援員の

質を保証するためにも、役割や立場を明確にしチーム学校の一員としてしっかり位置付け

る必要があると考える。  

そして次に、特別支援教育コーディネーターと同様の【自立を考慮した支援の必要性】

のカテゴリーが抽出された。肢体不自由のある生徒本人が他者に何かを≪してもらうこと

に慣れている≫ことや≪保護者による本人への過度な支援≫が行われていることによっ

て、肢体不自由のある生徒≪本人のコミュニケーション能力の不足≫が生じていることが

指摘されていた。『自分からこうなんかしたいとか、そこに行きたいとか、取ってほしいと

か、そういう自己主張できる、のはあるとよかったんじゃないかな。３年間で、身につい

たかっていうと私の中では、ちょっと、すごく受け身的な感じで終わっちゃったなってい

う（養護教諭 E）』と述べられているように、≪自己主張できるような支援・かかわり方の

必要性≫が述べられていた。必要な支援の範囲を明確化し、能動的に他者とかかわる機会

を失わないような配慮・環境調整を行っていく必要があると考えられた。  

次に、【他の生徒と同様に扱うことの難しさ】についてのカテゴリーが抽出された。『健

康診断のこととか、どうやってやりますか、とか、なんでもとにかく一緒がいいとおっし

ゃるんですよ。だから、身長とか体重は測れないんですけど、他のものは、歯の検診だと

か耳鼻科に関しても、みんなが終わった後で、来てもらってやってました（養護教諭 E）』

といった≪保護者からの他の子と同様に扱ってほしいという要望≫があったことや『最初

の頃は気を使って声をかけたりとか、宿泊の時も声かけたりとかしたんですけど。C さん

本人も言ってたんですけど、かえってそれが特別扱いされてる目で見られるみたいで。も
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のすごく嫌なのかなと思って、わりと意識して距離持ってたかもしれません。私は（養護

教諭 C）』といった≪本人の特別扱いされることへの嫌悪感≫があったことが述べられて

いた。このような本人や保護者の考えに対して、養護教諭は、『すごい気持ちはわかるんで

すけど、同じにしたら、同じにできるはずがないと。同じにするっていうふうにいうと、

分け隔てなく平等にやってくださいねっていう感じですけど、実際に同じようにするって

ことは、やっぱりすごい、それだけの、なんていうかな…周りが大変だっていう。結局周

りがどこまで何をしたらいいのかすごく悩みました（養護教諭 C）』のような≪他の生徒と

同様に扱うことの大変さ≫や『なんでも皆と同じ、っておっしゃるんですよ。みんなと同

じ、っておっしゃるんですけど、実際にみんなと同じにやれるかっていうと、特別ですよ

ね。そうしないと、例えば、みんなと同じように走るって言っても、やっぱり周りがいろ

んな配慮をしてるんですよね。だから、なので、そういうところすごく葛藤しました。同

じって何なんだろーって（養護教諭 E）』といった≪どのように他の生徒と同様に扱ってい

くべきかの葛藤』があったことを指摘していた。どのような関わり方が当事者にとっては

望ましいのか、それに対して学校側は現実的にどこまでなら対応できるのかを、率直な話

し合いにより共通理解を図り、どちらかに過度な負担や不満が偏らないようなあり方で学

校生活を遂行していくことが望まれるといえよう。  

そして最後に今後の課題として、【研修についての要望】や【施設・設備面の改善の必要

性】のカテゴリーが挙げられた。研修については、医療的ケアや介助の仕方を習得するた

めの研修内容取り上げてほしいという意見がみられた。その上で、『接していると、こんな

部分が足りない、とかこんなことが知りたいってなって時があるんですよ。そういった必

要な時に、近くに研修できるものがあったり、誰か特別支援の人が来てくれて話が聞けた

りってことがあるといいなと思います（養護教諭 C）』のように≪必要な時に必要な研修が

受けられる環境整備≫が要望して挙げられていた。また、施設・設備面では、≪障害者用

トイレの複数設置の必要性≫や≪エレベーター設置の必要性≫といった管理職と同様の
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ハード面の改善の要望が指摘された。各都道府県教育委員会においては、このような現場

の意見に耳を傾け、着実な体制整備を進めていくことが求められる。  
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ケース 性別 年齢
養護教諭の

経験年数
担当年数

A 女性 20代 2年
高2～高3
（2年）

B 女性 50代 27年
高2～高3

（1年6か月）

C 女性 40代 27年
高1～高3
（3年）

D 女性 50代 35年
高2～高4
（3年）

E 女性 50代 30年
高1～高3
（3年）

Table 5-14　　各ケースの養護教諭のプロフィール
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６．特別支援教育支援員  

（１）結果および考察  

高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒を担当していた特別支援教育支援員が支援

を行う中で生じた困難・課題をどのように捉え、それらにアプローチしているかについて

４つのケースのラベルの類似・相違点を検討した。なおケース C の特別支援教育支援員に

は調査協力を得られなかった。分析の結果、【肢体不自由のある生徒との関わり経験の有無

による支援員担当前の意識の違い】、【いま必要な支援と将来的な自立を考慮・判断しなが

らの支援】、【他生徒とともに支援を行うための体制づくり】、【肢体不自由のある生徒が抱

える支援上の困難・意識】、【現場で活用できる研修の要望】、【関係教職員との連携頻度に

よる意識の違い】、【施設・設備面の改善の必要性】の７つのカテゴリーを生成し、それら

の関係性を Fig.5-8 に示した。【】はカテゴリー名、≪≫はサブカテゴリー、『』はデータ

を示した。また、各ケースの特別支援教育支援員のプロフィールを Table 5-15 に示した。 

まず、【肢体不自由のある生徒との関わり経験の有無による支援員担当前の意識の違い】

がみられた。ケース A、D では、これまでに支援員を担当した経験がなかったため、それ

に伴う担当前の不安な気持ちが述べられていた。また、ケース B では、肢体不自由のある

生徒、また保護者と良好な人間関係を築いていくことができるのかということやこれまで

の当事者側の辛い経験や苦しみを想像できないために寄り添った支援・対応できるのかと

いったことに不安を感じていた。支援員担当前の不安を軽減するための方策として、事前

に講義や研修に参加し特別支援教育に関する知識を得る等といった≪支援員養成研修の

必要性≫を挙げていた。支援員を担当する前の段階で、研修等により特別支援教育に関す

る知識や実際の学校現場での支援に応用できるスキルを習得できる研修や講座で学習す

ることで、支援員を担当する前の心理的な不安を緩和することができると考えられる。ま

た、支援員を担当する前の戸惑いや不安な意識に関連して、事前に肢体不自由のある生徒

に関する情報を得られていないこと、また情報が得られる機会がないことを課題として挙

げる支援員もいた。ケース A では、中学校との連携不足により、高等学校全体が入学前の
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段階で肢体不自由のある生徒の障害の状態や支援方法等の情報がほとんどない状態であ

り戸惑ったことを指摘している。今後は、保護者や関係教職員を含め、配置前に情報交換

を行う機会を設けて、肢体不自由のある生徒の症状や支援で注意すべき点について共通に

理解を進めていく必要がある。それにより、支援員の担当前の心理的な不安が軽減し、ス

ムーズな支援を実施することができると考えられる。その一方で、特別支援学校での勤務

経験のあったケース B の支援員では、そういった担当前の不安な意識は見られなかった。

むしろ支援をすることに楽しみを感じており、≪トイレ介助に対する抵抗感の低さ≫や≪

特別支援学校での勤務経験により研修が必要ない≫について述べられており、過去に実際

に肢体不自由児と関わった経験により支援員の担当前の意識の違いを生んでいた。一事例

であるためこれをもって一般化することはできないが、支援員を担当する前の段階で、肢

体不自由児者と多く関わったことのある支援員は、その経験・知識を活かして柔軟に支援

に取り組める可能性が示唆された。  

そして支援員は実際の支援において、【いま必要な支援と将来的な自立を考慮・判断しな

がらの支援】を行うことを心がけていた。どの支援員も共通して、将来的な自立を見据え

た支援を考えており、肢体不自由のある生徒が自分で出来る事はできるだけ自分でやらせ、

本当に支援が必要な部分だけ支援員がサポートしようと意識していた。『カバンを開ける、

カバンから教科書を出す、カバンにしまう。それからえんぴつの道具を入れる操作にして

も、できるだけ彼が動くように仕向けて、やってましたしね（特別支援教育支援員 B）』と

いった≪できることは自分でやらせる≫や≪できる限り見守る姿勢≫を心掛けて支援に

あたっていた。また、『まあできる限り、学校行事は彼も参加したい部分ではあるんで、彼

が本当にやりたい、写真を撮るってことなんですけれども、撮りたいっていった部分で、

少しでもいい写真を撮れるような位置取りをしたりだとか、車椅子を上げて、高い位置か

ら撮ってあげるとかそういうのはやってあげようと思ってました（特別支援教育支援員 D）』

といった≪やりたいことをできる限り実現させる努力≫をして対応にあたっていた様子

も語られた。しかしながら、ケース A、B、D の支援員は、本当に必要な支援がどのような
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ものなのかという確信が持てず≪どこまで支援すべきかの迷い≫を感じており、≪過度な

支援への反省≫の念を抱く支援員もいた。また、ケース D では、例えば、支援員が危険そ

うだなと感じた授業内容には、無理に参加させず我慢させる等本人の意思を尊重せず、本

人の自立を考えながらも最終的には安全を優先した≪支援員独自の判断による支援≫を

していたことも述べられていた。一方でこのように支援員は、本人の将来的な自立を考え

最低限の支援を提供することの重要性を理解しながらも、専門性や経験の少なさから必要

なサポートの判断ができず、過剰に支援をしてしまったり、支援員の自己判断によりサポ

ートしてしまっており、自立に相反するとの葛藤の中で戸惑いながら支援を行っていた。

石山・山本（2013）は、「支援員の職務内容は他の職員に比べてかなり曖昧なものであり、

支援員自身がどこまで職務をこなせばいいのかわからず、困惑している状況である」と述

べており、支援員の仕事が学校現場の中で明確に位置付けられることが、より専門的な支

援ができる支援員の育成につながることを指摘していた。先に述べたような支援員が支援

を行う中で感じる様々な葛藤や迷いは、支援員の仕事内容や役割が不明確なことから生じ

るものとも考えられる。どこまで支援をすべきかという支援の範囲や内容についても学校

関係者、当事者間で十分に共通理解を図ることが大切であり、その上で将来の自立を見据

えて本当に必要な部分のみの支援を提供していくことが望まれる。  

また肢体不自由のある生徒の自立を見据えた支援と関連して、支援員は【他の生徒とと

もに支援を行うための体制づくり】の必要性も指摘していた。支援員は、できることなら

ばクラスメートからの自然なサポートを得られる方が将来社会に出たときのために望ま

しいのではないかと考えていた。そのため、≪他生徒への手伝いを呼びかけ≫、支援員自

身が≪他の生徒と良好な関係を作る努力≫を行っていたことも述べられた。ケース B、D、

E の支援員は、≪他生徒のサポートに対する喜び≫を感じていた。また、ケース B では、

≪他生徒による自発的な手伝い≫が行われていたことが述べられていた一方で、ケース A、

D の支援員は、他生徒に支援を求める難しさも感じていた。『結局生徒に手伝ってもらうの

は、生徒の自発性に任せた方がよかったんじゃないかなって思ってます。結局、上から命
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令されてやるんだと結局嫌々で終わるので（特別支援教育支援員 D）』のような≪手伝いを

要望されることに対する他生徒の不満≫が出たり、『そうですねえ、一番最初は席のすぐ後

ろにいる子に頼んでて。で、のちのちなんで私ばっかりっていう不満が噴出しちゃって（特

別支援教育支援員 A）』といった≪特定の生徒に手伝いを要望したことによる反感≫を持

つ生徒がおり、他者によるサポートを引き出せない事例もみられた。この点については、

ケース A やケース D が指摘するように各高校の特徴や肢体不自由のある生徒自身の人間

性によるところもあると考えられる。林・河合・岩坂・松浦・加藤・片岡・高橋 (2011)は、

「特別支援教育支援員については、子どもに寄り添える等、専門的知識以前のコミュニケ

ーション能力等の育成もまた喫緊な課題である」と指摘している。文部科学省の「特別支

援教育支援員を活用するために」の「６．特別支援教育支援員の具体的な役割」の中では、

「支援を必要とする児童生徒に対する、友達としてできる支援や適切な接し方を、担任と

協力しながら周囲の児童生徒に伝える」と記されている。支援員は、支援を必要とする生

徒だけではなくクラスの他の生徒とも関わっていかなければならない。他生徒に対して障

害についての理解促進をしていくとともに、支援を必要とする生徒と他の生徒との良好な

人間関係が形成されるためのバランサーとしての役割も求められることが示唆された。  

次に【肢体不自由のある生徒が抱える支援上の困難・意識】が挙げられていた。ケース

D では、自由に身体が動かせないことにより他生徒とスムーズにコミュニケーションを取

ることができなかったとする≪身体機能の制約によるコミュニケーションの難しさ≫、体

育の運動競技など肢体不自由による≪経験不足がもたらす様々な知識不足≫、筆記の困難

さから≪頭の中で全て考えることの限界≫、≪自由に動けないことの歯がゆさ≫等が挙げ

られた。これらは、肢体不自由のある生徒に生じる特徴的な困難であると考えられる。支

援員はこのような困難に対して、≪経験不足がもたらす様々な知識不足≫についてはその

都度具体的に教えたり、≪頭の中で全て考えることの限界≫に対しては適宜メモを取った

りする等の対応をしていた。しかし、≪身体能力の制約によるコミュニケーションの難し

さ≫に対しては、どのように対応してよいかわからず納得がいく対応をすることができな
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かったと述べていた。このような生徒一人ひとりが抱える困難に対応していくために、支

援員は一人で抱え込まず関係教職員と情報を共有しながら個々のニーズに応じた対応策

を考えていく必要がある。また、≪常時支援員配置によるコミュニケーション能力の不足

≫も挙げられた。これは、義務教育段階から常時支援員が肢体不自由のある生徒の傍に付

き添い、支援員に頼ることが常態化してしまった結果、他の生徒との関わりが希薄になり、

コミュニケーション能力育成の妨げになった可能性があることが指摘されていた。実際に

その結果、ケース A では他生徒と人間関係のトラブルを抱えており、それに対して支援員

が十分に対応することができなかったといったことが課題として述べられていた。これら

のことから、まず支援員は義務教育段階から、肢体不自由のある児童生徒が同年代の子ど

もと年齢相応の適切な人間関係を構築していくためのコミュニケーション能力の育成を

考慮した支援を行っていくことが望まれる。  

また各支援員がそれぞれ活動する中で【現場で活用できる研修の要望】が語られていた。

『実際同じようなテーマで毎回研修が行われててそれならやる意味ないし、現場では役に

立たないんですよ（特別支援教育支援 B）』のように≪支援に活かせない研修内容≫なら

ば、実施する意味がないという意見がみられた。ケース A では、内容を問わず、支援員は

研修参加の義務が設けられており、２年次には支援員が担当している肢体不自由のある生

徒の障害の程度にはそぐわない重度の肢体不自由に関する研修、３年次には支援する生徒

に関連のない知的障害に関する研修に参加していた。先行研究では、宜保・神谷・桑江・

上地・仲宗根・知念・比屋根・浦崎（2009）が研修の必要性を示していたが、本研究の対

象者からは支援に活かせない研修内容ならば、実施する必要がないと述べている者もいた。

ケース A の支援員は、生徒間の人間関係の悪化、それによる肢体不自由のある生徒の心の

ケア等の対応に困難を感じていた。またケース B の支援員は、肢体不自由のある生徒が身

体機能の制約により≪自由に動けないことへの歯がゆさ≫を感じていたことに対する≪

メンタルケアの難しさ≫が示されていた。このようなことから、今後求める研修内容とし

て身体面に関する支援の仕方についての研修だけではなく、精神的な支援に関する研修の
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必要性があることが示唆され、これは本研究で新たに得られた知見である。今後は、肢体

不自由のある児童生徒の介助や支援内容に対する研修だけではなく、肢体不自由のある生

徒の心理面のケアに対する研修実施も視野に入れるべきであると考えられる。宜保・神谷・

桑江・上地・仲宗根・知念・比屋根・浦崎 (2009)では、「特別支援教育支援員の資質向上を

目指した支援員に必要とされる資質について」検討し、「特別支援教育に関わる支援者の育

成と資質の向上、実践力育成に関する取組が大きな課題であること」を明らかにし、「より

具体的な研修内容の構築を図る必要がある」ことを指摘している。よって研修を催す教育

委員会が各学校の支援員の困り感・ニーズを把握し、支援員がその時必要とする研修を選

択して受講できるような環境を整えることが望まれる。  

次に、支援員の中では【関係教職員との連携頻度による意識の違い】がみられた。ケー

ス A、E の支援員は、担任との事前連絡・連携により事前に業務内容をきちんと把握した

上で支援を行なえる状態であり、関係教職員との意見交換をしながら支援ができたことに

ついて満足感をもっていた。その一方でケース B、D の支援員からは、≪早めの業務内容

連絡の要望≫や、『誰の指示に基づき支援を行えばいいのか、誰に支援に関する相談行えば

いいのかすごく謎でした（特別支援教育支援員 D）』といった≪支援の指示系統の曖昧さに

対する不満≫が述べられ、もっと関係教職員で情報共有しながら支援を行いたかったこと

と述べていた。吉原・都築 (2010)は、担任教師等と支援員の連携、支援員の効果的な在り

方について検討し、打ち合わせや情報交換の機会を設けて、同一歩調で支援を進めること

が必要不可欠であることを指摘していた。これらのことから、支援員が効果的な支援を行

うためには支援方法や方針についての関係教職員と情報共有しておくことは必須条件で

あり、それができる場の設定が望まれる。さらに、全ての支援員が特別支援教育コーディ

ネーターと関わりがなかったと述べており、ケース D の支援員は≪特別支援教育コーディ

ネーターとの連携の必要性≫を指摘していた。また、中には特別支援教育コーディネータ

ーの存在自体を把握していない支援員もいた。特別支援教育支援員への調査からも、高等

学校において特別支援教育コーディネーターが十分に活用されておらず、形骸化してしま
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っている現状が示唆された。武田・斉藤・新井・神 (2011)では、「支援員が仕事を行う中で、

どのような困難を感じ、要望等を抱いているか」を調査し、「今後は担任と特別支援教育支

援員が子どもの様子や支援のあり方などについて話し合う時間を確保するだけでなく、特

別支援教育コーディネーター等とも定期的に話し合いの場を持ち、支援のあり方や方向を

確認していくことが必要であること」を述べている。また、山崎 (2012)は、支援員による

適切な支援行動を促進するために、学級担任と支援員の連携のあり方について検討を行い、

時間の確保という課題があるものの、支援方法については学級担任と支援員、特別支援教

育コーディネーターが同席して確認できるような校内体制の整備が必要であると述べて

いる。先行研究でも述べられている通り、障害のある児童生徒が充実した学校生活を送れ

るためにも、特別支援教育コーディネーターの活用は必要不可欠である。彼らの支援のも

と、関係職員が連携を図り、学校全体で肢体不自由のある生徒をサポートしていく体制を

構築していくことが求められている。  

そして最後に、支援員からも【施設・設備面の改善の必要性】が指摘されていた。各支

援員が感じたハード面での不備による対応の困難として、≪スロープ設置の必要性≫、≪

複数の障害者用トイレ設置の必要性≫、≪エレベーター設置の必要性≫があった。ケース

D では、昇降機を使うことで教室移動に時間がかかることを示した≪昇降機移動の手間≫

挙げられていた。白石（2003）、高野・泉（2016）は、普通高校の校内のハード面におけ

る未整備が、保護者や肢体不自由のある生徒の高等学校への進学を考える上でのネガティ

ブな要因の一つとなっていること指摘している。本研究でも、支援員は、学校内でのスロ

ープの不足から、毎回わざわざ遠回りをして教室移動をしなければいけなかったこと等、

ハード面の不備から肢体不自由のある生徒が学校生活を送っていく上で、困難が生じてい

ることを強く指摘している。今後は、関係教職員や肢体不自由のある生徒、保護者と話し

合いを行いながら、学校に必要な基礎的環境整備を早期に進めていく必要がある。  
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ケース 性別 年齢 担当年数 保有する免許・資格

A 女性 40代
高1～高3
（3年）

なし

B 男性 20代
高2～高3

（1年6か月）
中高保健体育教員免許状

D 男性 60代
高2～高4
（3年）

特別支援学校教諭免許状

E 男性 20代
高1～高3
（3年）

中高保健体育教員免許状

Table 5-15　　各ケースの特別支援教育支援員のプロフィール
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７．保護者  

（１）結果および考察  

高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒の保護者が、生徒本人の学校生活をどのよう

にサポートし、また、学校側に対してどのような支援を求めていたのか、実態と課題を明

らかにするために４つのケースのラベルの類似・相違点を検討した。なおケース A の保護

者には調査協力が得られなかった。分析の結果、【高校入学への強い意思】、【私立高校によ

る入学拒否】、【他の生徒と同様に扱ってほしい】、【学校に支援・対応を任せる】、【保護者

の努力による学校行事の対応】、【支援員の活用における効果と課題の実感】、【他の生徒と

のかかわりにおける配慮と対応の課題】、【進路指導の在り方と課題】、【施設・設備面の改

善の必要性】の９つのカテゴリーを生成し、それらの関係性を Fig.5-9 に示した。【】はカ

テゴリー名、≪≫はサブカテゴリー名、『』はデータを示した。また、各ケースの保護者の

プロフィールを Table 5-16 に示した。  

まず、【高校入学への強い意思】のカテゴリーが抽出された。保護者は、≪高校に進学す

るのも当然のこと≫と考えていた。また、 『普通の健常と言われる子どもたちを育てるの

と一緒だと思うんですけど、逆算して考えていくと特にやっぱり障害のある子どもですか

ら最大の目標は自律すね。自分で立つことはできないけれども、自分を律するという意味

の自律を私たちは目標としていた。親から離れて 1 人で生活、自分の力で生きてもらう。

それをやってもらいたいと思っていたので、そうすると逆算していけば、それは 1 人で生

活するためには、高校に行く必要がある。そして、それなりの高等教育を受けてもらわな

ければいけない、ということは考えてました。自律ためですかね（保護者 C）。』と述べら

れているように将来的な≪自律ために高校教育が必要≫であると考えていた。第 4 章の本

人・保護者への質問紙調査では、保護者が高校選択を行う際には、通学圏内でバリアフリ

ー設備の整った学校を重視していることが示されていたが、本インタビュー調査の保護者

も同様に本人が通学しやすい施設・設備面の充実した高校への進学を希望していた。  
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しかしながら、【高校入学への強い意志】のカテゴリーと関連して、【私立高校による入

学拒否】をされた経験があることが指摘されていた。ケース C、D、E では、施設・設備面

の不備により対応できないことや支援員の配置が不可能なことなどにより、入学を断られ

たことがあることが述べられていた。また、『なんか具体的に色々言わなくて。ただ説明会

に行ってみて、施設も整っているしこの学校なら通えるかなと思ったんですけど、校長先

生に話を伺ってみたら、何の理由もなくうちの学校では対応できないと思います、ここで

生活するのは難しいですって言われました（保護者 C）』と述べられているように、≪理由

なく一方的な入学拒否≫をされているケースもみられた。第２章の各都道府県及び政令指

定都市教育委員会への質問紙調査では、私立高校を対象とした特別支援教育についての取

り組みが十分に行われていないことが示されており、また、第 3 章の全国高等学校調査で

も私立高校から現状での肢体不自由のある生徒への対応・支援の難しさが指摘されており、

高等学校側は行政よるサポートを求めていた。肢体不自由のある生徒の生活する地域にお

ける高校進学の選択肢を増やすためにも、公立高校だけではなく私立の高等学校も含めた

体制整備が求められる。  

さらに、高校入学後の保護者の考えとして【他の生徒と同様に扱ってほしい】や【学校

に支援・対応を任せる】のカテゴリーが抽出された。【他の生徒と同様に扱ってほしい】で

は、『いろいろ難しいこともあるんですけど、いろいろ工夫しながら出来る限り同じような

勉強したり、体験をさせてくださいということは言いました（保護者 E）』のような≪同じ

ような体験をさせてほしい≫ということや『高校側から要望されたことって言うのは特に

思い当たらないんですが、一応一貫して幼稚園からずっとそうなんですが。一貫して、障

害があるからできないですね、見学ですねっていう最初からそういうスタンスはやめてく

ださいっていうことは、入る前に必ずお願いしていることで。で、結果やっぱりできない

からっていうのは仕方がないけど。始めから、車椅子の子はダメだからっていうことで、

見学っていうのはやめてくださいっていうのは高校にもお願いしましたね（保護者 E）』と

いった≪障害があるからできないと決めつけないでほしい≫ということを高校側に理解
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してほしいと考えていた。また、【学校に支援・対応を任せる】では、ケース C や D の保

護者は、基本的にすべての対応を学校に任せるというスタンスであり、『やっぱりその私達

が付いているということも考えなかった、小、中学校の中でまず自立していくためにはや

っぱり私や夫がもうその親が付いていくなんてのは絶対ありえないことだったので（保護

者 C）』と述べられているように保護者が学校に常駐することをせず、全面的に高校による

支援や対応を求めていた。高野・泉（2016）では、肢体不自由のある生徒の学校生活に保

護者が常駐して付き添うことは、教員の心理的な負担などが軽減されていたことを明らか

にした。また、その上で必ずしも保護者が常駐できるケースばかりではないため、特別支

援教育支援員の配置など代替的な人的サポートの体制整備の必要性を指摘した。本インタ

ビュー調査の管理職、学級担任も可能な限りの保護者によるサポートを求めていた。その

時の保護者の状況において可能な範囲で学校に支援・協力を行う姿勢を示しつつ、十分な

話し合いに基づき必要に応じて学校での支援の主体は特別支援教育支援員とするなど、保

護者と学校の協同的な関係の構築が望まれる。  

そして実際に、【保護者の努力による学校行事の対応】のカテゴリーも抽出された。基本

的に学校に支援・対応を任せるという考えを持っていながらも、学校行事の際は保護者に

よるサポートが行われていた。例えば、『修学旅行なんかでも親元離れるとなった時に、う

ちの子は、夜間だけバイパップという鼻マスクの人工呼吸器をつけるんですよ。それが医

療的ケアにあたるというのでこれが大問題になるわけですよ。看護師さん付けなければい

けないってなりますよね。C さん（生徒本人）が困っちゃうから、私たちが自力で看護師

を見つけたんです、知り合いの看護師さんにお願いをして（保護者 C）』のように宿泊学習

に帯同する看護師を保護者が見つけて対応したことや『そうですね。校外学習のときには

下見に行きます。鎌倉も行きましたし。他の子に迷惑をかけずに、一緒に行動できるよう

にするために息子が一度はお母さんと一緒に行っておきたいっていうので（保護者 D）』の

ように≪校外学習に向けた入念な準備≫などを行い、できるかぎり他の子と同じように学

校行事に参加できるよう保護者が努力していたことが述べられていた。第 4 章の質問紙調
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査でも、肢体不自由のある生徒本人が体育の教科に次いで、学校行事の対応に困難がある

ことが明らかとなっており、支援を求めていた。教科学習に比べて支援や対応の意識が届

きにくい学校行事ではあるが、生徒同士の交流の場や経験を広げる機会として学校生活の

中では重要な事柄であるため、ここでの支援・対応の充実も求めていきたいものである。 

 次に、【支援員の活用における効果と課題の実感】についてのカテゴリーが抽出された。

保護者が学校に肢体不自由のある生徒の支援・対応をある程度安心して任せることができ

た要因として、特別支援教育支援員が配置されていたことを挙げていた。保護者は、≪支

援員は不可欠な存在≫として捉えており、管理職や学級担任などと同様に支援員活用の効

果を実感していた。その上で、例えば、『ものすごい重労働なのでやっぱりその経済的にね、

そこをもうちょっとなんとか支援していただきたかったなというのもありますよね。金銭

的な面でもう少し優遇されてもいいんじゃないかと思います（保護者 C）』のように≪支援

員の待遇を見直す必要性≫があることや『何か資格みたいなものがあってやってくれる人

がいたほうがこっちとしても安心ですし。支援員さんは何か資格がある人がやるわけじゃ

ないのでそういう面もしっかりしていった方がいいのではないでしょうか（保護者 B）』と

いった≪資格のある人に支援員をしてほしい≫といった支援員の活用における要望や課

題があることも指摘していた。また、ケース C では、『支援員制度がありますというとこ

ろがあるじゃないですか、そういうところの良い所と悪い所がおそらくあって、例えば、

制度で決まっちゃってるところってもう時間が決まっちゃてたりするじゃないですか。 9

時から何時まで、例えば 9 時から 2 時までとかね。そうやって決まっちゃってる行政が結

構あったりするんですよ。それは決まりだから。だけどうちの子はそういうわけにもいか

ないですよね。例えばクラブ活動のときにはじゃあ誰がつくんだとか、それを私たちもこ

こでも問題になってだけど。その制度になっちゃってると、その時間にあわなければダメ

ってなっちゃうから、マニュアル化しないほうがいい場合もある。だけど、多くの人が活

用するには、制度があった方がいい場合もある。という実感ですね、いいのか悪いのかわ

からないけど』といった制度がないことによって融通の効いた対応をしてもらうことがで
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きたと感想を述べる保護者もいた。支援員の活用方法についても個々の障害の状態や学校

での活動状況によって個人差があり、それぞれに適した活用方法を個別に検討して決めて

いく有効性が示唆された。石山・山本（2013）では、支援員の活用方法や体制については

十分に検討されておらず、職務内容の不明確さといった課題があることを指摘している。

また、細野・北村・五十嵐（2014）は、職務内容については満足しているものの、給与・

謝金に対して不満をもっている支援員がいることを指摘している。学校現場において特別

支援教育支援員が効果的に活用されるために、合理的でかつ柔軟な体制整備を早急に進め

ていく必要があると考えられる。  

 そして、【他の生徒とのかかわりにおける配慮と対応の課題】について挙げられた。保護

者は、肢体不自由のある生徒が高校に入学して≪友達ができるかどうかの心配≫をしてい

た。学校生活を経て≪良好な友人関係の構築≫がなされたことに満足する一方で、『友人関

係は、まあこれは本当に小学校から通じていることですけれども。やっぱ関心がない子は

関心がないっていうか。やっぱり手伝ってくれる子って言うのは限られていて、やっぱり

いつも手伝ってくれるっていう感じはあるかなあと思うんですけれど。あとはどうですか

ね、多分呼吸器つけてるっていうのとかで、ちょっと引いてみるのかもしれないですけれ

ど、特定の子としか関われなかったみたいです（保護者 E）』のように肢体不自由のある生

徒の交友関係の狭さを否定的に捉える様子が語られた。保護者は、『担任の先生にちょっと

相談して。ただクラスで「そういうことをやっちゃダメだぞ」ってあからさまに言われる

と、E さんもちょっと居場所がなくなっちゃうこともあるかなと思って。ちょっとその辺

はうまく処理して下さいっていうことは言ったんですけれど（保護者 E）』のように≪他の

生徒ともうまくかかわれるように配慮してほしい≫といったことや≪手伝って当たり前

という雰囲気づくりをしてほしい≫といったことが要望として挙げられていた。第 4 章で

も、友人との人間関係に問題を抱えている肢体不自由のある生徒が少なからずおり、クラ

スメートらに障害理解を求める意見もみられた。肢体不自由のある生徒が他の生徒とコミ

ュニケーションが取りやすいような環境調整などを行うとともに、学級担任や特別支援教
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育支援員等には、肢体不自由のある生徒と他の生徒との人間関係に配慮するためのバラン

サーとしての役割も求められると考えられる。  

次に、【進路指導の在り方と課題】のカテゴリーが抽出された。保護者から『なんかもう

ちょっと進捗状況とか、なんていうのかな。あとちょっとこういうものなんだっていうの

を知らせるとかはしてもらえるとよかったかなあ。大学入試を受けるにあたってみたいな。

何もなかったのでそこすごく不満でした（保護者 B）』のような≪進路指導がされないこと

への不満≫や≪進路の相談相手がいない≫といった進路指導が十分に行われていないこ

とを指摘する意見がみられた。このような対応により、ケース E では、最終的に≪卒業後

の進路が決まらなかった≫事実が述べられていた。前述の通り、第 4 章でも高校の進路指

導に対する要望や課題が様々挙げられていた。当然のことながら、肢体不自由のある生徒

本人や保護者も早い時期から高校卒業後の進路見据えて準備や対応行うことが大切であ

り、その上で、高校側も当事者の進路希望をしっかりと把握し、進学・就職希望先との連

携や情報提供を行っていくなどのサポートが望まれる。 

そして最後に、【施設・設備面の改善の必要性】があることが指摘された。管理職や養護教

諭からもハード面の整備に関する課題が挙げられたが、保護者も同様に≪複数の障害者用

トイレの設置の必要性≫や≪エレベーター設置の必要性≫といった施設・設備面の改善が

求められることを述べていた。ケース D や E の保護者は、入学決定後にエレベーター設置

の工事が行われたため、高校 1 年目にはエレベーターがなく、移動支援に困難があったエ

ピソードが述べられていた。第２章の都道府県及び政令指定都市教育委員会に対する質問

紙調査の中でも、入学決定後にハード面の整備を行うことによる対応の遅れの問題が指摘

されており、バリアフリー施設・設備の整備が着実に進められ、肢体不自由のある生徒が

過ごしやすい高等学校が一校でも多く増えていくことが望まれる。  
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ケース 性別 年齢

B 女性 40代

C 女性 40代

D 女性 40代

E 女性 40代

Table 5-16　　各ケースの保護者のプロフィール
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８．肢体不自由のある生徒本人  

（１）結果および考察  

高等学校に在籍した肢体不自由のある生徒が、どのように学校生活を過ごし、また、学

校や級友に対してどのような支援やかかわりを求めていたのか、実態と課題を明らかにす

るために４つのケースのラベルの類似・相違点を検討した。なおケース A の肢体不自由の

ある生徒本人からの調査協力を得られなかった。分析の結果、【高校入学への強い意思】、

【特別扱いしないで接してほしい】、【他の生徒とのかかわりの満足と後悔】、【支援員の活

用における効果と課題の実感】、【移動支援の考え方の多様性】、【施設・設備面の改善の必

要性】、【体育の授業・成績評価への不満】、【将来に対するネガティブな展望】の８つのカ

テゴリーを生成し、それらの関係性を Fig.5-10 に示した。【】はカテゴリー名、≪≫はサ

ブカテゴリー名、『』はデータを示した。生じる困難・ニーズとその対応を明らかにするこ

とを目的とする。また、各ケースの肢体不自由のある生徒本人のプロフィールを Table 5-

17 に示した。  

まず、【高校入学への強い意思】のカテゴリーが抽出された。保護者と同様に肢体不自由

のある生徒本人は、『まあ普通にみんな高校いくし、僕もプライドがあるので、高校行くの

は普通で、この高校が偏差値あってたというか、普通にあってたので、じゃあそうしよう

かなって（本人 C）』のように≪高校に進学するのは当然のこと≫と考えていた。また、『進

学理由…中学校卒業だとどこも雇ってくれるところがないという現実的な考えもあった

からですかね（本人 D）。』と述べられているように≪将来的な就職のための高校進学≫が

必要であると述べていた。また、高校選択を行う際には、保護者と同様に通学圏内でバリ

アフリー設備の整った学校への進学を希望していた。  

 そして、高校進学した際には、教員や級友に対して【特別扱いしないで接してほしい】

という考えを持っていた。肢体不自由のある生徒本人は、≪みんなと同じ様に接してほし

い≫や≪みんなに関心を持ってほしい≫ということが述べられていた。また、『あと、一人

で帰ってる時に、押してあげようかみたいな優しい人がいたんですけど、正直あまり障害
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者って見られたくなかったから嫌だったですね。なんだろ、そんな可哀そうな人に見えた

のかなって。いや、結局バリアフリーとか助けられなきゃいけない世の中なんで、自分が

そうなるんですけど、なんかでもそういう感じで見られるのはすごく嫌でした（本人 B）』

といった≪障害者として見られたくない≫という考えももっていた。養護教諭に対するイ

ンタビュー調査では、どのようにして他の生徒と同様に扱っていけばいいのか葛藤や大変

さがあったことが指摘されていた。高野・泉（2015）では、肢体不自由のある生徒とかか

わりのあった級友に質問紙調査をしたところ、級友たちは肢体不自由のある生徒および障

害児（者）全般に対して意識的あるいは無意識的に差別や偏見をもっており、身近で学校

生活を送る肢体不自由のある生徒に対する接触・援助に対してポジティブな意識とネガテ

ィブな意識を併せ持っている様子が明らかとなった。そのような中で、例えば当該生徒に

関する情報が十分に提供されずどのように接していいか分からない等の戸惑いや不安と

いったネガティブな意識が強い場合には、接触・援助行動を制限してしまう可能性がある

ことを報告している。“普通”や“特別扱い”の基準は、肢体不自由のある生徒や保護者各々

によって異なることが予想される。周囲の生徒がどのようなかかわり方が適切なのかわか

らず、接触援助に対する心の壁を作ってしまうことないよう、個々の障害当事者はどのよ

うな“普通”や“特別扱い”の意識を持ちどのように接せられるのを望んでいるのかを周

囲と率直に話し合うことが望まれる。  

 そして次に【特別扱いしないで接してほしい】のカテゴリーに関連した【他の生徒との

かかわりの満足と後悔】が抽出された。級友との良好な人間関係が構築されたことへの喜

びの気持ちと『やっぱり自分から行くってのも大事だったかなと思います。あんまりそう

いうの得意じゃないんで。クラスメートともっとかかわりたかったし、そういう部分が後

悔です（本人 E）』といった≪級友と積極的にかかわらなかったことへの後悔≫や『みんな

が行きたいところもこちらの関係で行けなくしてしまったりというのもあったのでそう

いう部分をみんなに本当に申し訳ないなと思ってました（本人 B）』のような≪級友に迷惑

をかけてしまったことへの申し訳ない気持ち≫といった意識を併せもっていたことが述
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べられていた。また、在学中の脊髄梗塞の発症により肢体不自由となったケース B の本人

は、『 .残念だったのは車椅子になってから疎遠になっちゃった子が何人かいたことですか

ね。今思うことですけど、その子たちと行ってたところにいけなくなったりとか、かかわ

りが減ったのがちょっと寂しいですかね』と述べられているように≪級友と疎遠になった

ことへの寂しさ≫を感じていた。さらに、『教室が狭いので、自分が友達のところに行きた

くても自由に動けないのでそういった部分はすごくイライラしました（本人 C）』のような

≪行動範囲の制限により級友と自由にかかわれないもどかしさ≫を抱えている生徒もい

た。このように、肢体不自由のある生徒は、特定のクラスメートだけではなく、できるだ

け色々な友達とかかわりをもちたいと考えていたが、それが現実的には叶えられない様子

が述べられていた。保護者の結果でも述べたように、肢体不自由のある生徒が他の生徒と

コミュニケーションが取りやすいような環境調整や機会の設定などをできるだけ行い、自

然な形で他の生徒と交流する経験を増やしていく支援が求められると考えられる。  

 そして、肢体不自由のある生徒本人からも【支援員の活用における効果と課題の実感】

のカテゴリーが救出された。保護者と同様に、本人も高校生活を送る上で≪支援員は不可

欠な存在≫と捉えており、≪支援員の活用の効果の実感≫をしていた。また、『支援員の方

がそもそも明るい先生だったんで、クラスメイトうんぬんよりも結構支援員を通して大分

輪が広がったというか、いろんな人とコミュニケーション取ってましたね（本人 B）』のよ

うに、支援員を通して級友との輪が広がったことも述べられていた。その一方で、『でもや

っぱり、支援員の先生かな、いることで他の友達がきづらくなっちゃってるってことはあ

るかもしれない。友達の方が行きづらいっていうのはあったかなと思いますけど。ただ、

どうすればよかったっていうのはわかんないです（本人 E）』といった≪支援員配置による

級友とのかかわりずらさ≫があることも指摘されていた。また、『なんか体育の授業のとき

とかに、これは危ないからちょっと遠くで見てようとか、できればもうちょっと近くで参

加したかったのに支援員の先生に勝手に決められることもあって…そういった部分は不

満でした（本人 E）』のような≪支援員独自の判断による支援の不満≫や『なんていうか、



235 
 

で、介助も下手だし、下手っていうのは、気持ちこもってなかったら介助も下手になりま

すよねそれは。抱っこも雑だし、ご飯食べさせるのも雑だし。相手のことを思って支援を

してほしいです（本人 C）』といった≪気持ちのこもっていない支援への不満≫が挙げられ

ていた。支援員の活用における要望として、≪自分で支援員を選びたい≫という意見や≪

支援員の待遇を見直す必要性≫があることを指摘していた。また、『僕は今までいろんな人

の介助受けてきたんで、仲良くなった人いっぱいいて、最初はこいつちょっとダメだなっ

て思っても、話をしていって、どんどん良くしてく、お互い成長していく人もいるし、全

然それでいいんですよ。相手がまだ至らないところがあって、こっちも至らないところが

あったら、お互い成長していけばよいと思ってます（本人 C）』のように≪かかわりあいな

がらお互いの関係をよくしていきたい≫と考えている生徒もいた。前述の通り、支援員の

活用にあたっては、職務内容や立場の曖昧さ（石山・山本，2013）や担当する支援員のコ

ミュニケーション能力不足あるいは相性（林・河合・岩坂・松浦・加藤・片岡・高橋，2011）

などの様々な課題が指摘されているが、肢体不自由のある生徒と支援員の両者が共通理解

を図り信頼関係を築きながら、適度な距離感で支援が行われていくことが望まれる。  

 次に、【移動支援への考え方の多様性】のカテゴリーが抽出された。ケース C の肢体不

自由のある生徒本人のように『ぶっちゃけ、俺の車椅子移動なんていうのは、もう人海戦

術でどうにかなるじゃないですか。エレベーターとかがなくても最悪持ち上げて対応して

もらうのとかでも全然オッケーだと思う』のように≪人的サポートによる移動支援で対応

することができる≫という考えがある一方で、『1 回だけ、さっき言ったトレーニング室ま

で生徒に車椅子を持たせて、移動させてもらったことがあって。でもその後やめてくださ

いって言って、ちょっと怖いんでって言って、遠慮したんですけど。あれは最初からやめ

てほしかったかなって。生徒に運ばせるっていうのは結構怖かったのがあるんで、あんま

り危ないことしたくなかったとは思いましたね（本人 B）』のような≪級友に移動支援をし

てもらいたくない≫という全く反対の考えをもっているものもみられた。またその他に、

『あれ（階段昇降機）は、楽だったんですけど、音がうるさいし、みんなの注目集めてす
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ごい恥ずかしかったので使いたくないし、何としても自力で移動したいと思って（本人 B）』

といった≪階段昇降機を使うことが恥ずかしい≫や『エレベーターがあったらいいなって

思ったことありましたけど、遅いけど歩くことでリハビリになるってポジティブに考えれ

ば移動教室も別にどうってことなかったですね（本人 B）』といった≪教室移動をリハビリ

として考える≫といったポジティブな意見もみられた。そのような移動支援に対して肢体

不自由のある生徒が多様な考えがある中で、今後の課題として【施設・設備面の改善の必

要性】が挙げられた。ケース B や D では、障害者用トイレが設置されているのが一階のみ

で、その度に上下の移動を行わなければいけないことが困難であったため≪複数の障害者

用トイレ設置の必要性≫があることが述べられた。また、学校関係者や保護者と同様に≪

エレベーターの設置の必要性≫や≪スロープ設置の必要性≫といった校内移動がしやす

い環境整備を整えていく必要性が指摘された。  

 そして学習面に関して【体育の授業・成績評価への不満】のカテゴリーが抽出された。

肢体不自由のある生徒本人は、『体育は、野球とかも自分にはできなかったから教室にいた

んで。自分は、車椅子２台あるんですけど、テニスやってて、車椅子テニスを。で、なん

かもう少し体育に参加できたらよかったですけど…（本人 B）』のように≪体育の授業に参

加したい≫という考えや『やっぱり体育は難しいなっていう。しょうがないかなっていう。

なんとか参加したいけど、やっぱり体育は実技科目なので、やっぱりみんなと同じ基準で

やるのはやっぱり無理かなと小学校の頃から思ってましたね（本人 D）』のように≪体育の

授業に参加することへの諦め≫の気持ちをもっていることが述べられていた。肢体不自由

に対しては、見学やレポートなど≪代替的な課題による体育の授業と成績評価≫が行われ

ており、このような状況に対して『体育、自分はレポートで課題にしてもらってたんです

けど、なんかもうちょっと良い評価をもらえるにはどうしたらよかったのかなっていうの

はちょっとありますね。不満っていう…、なんかもうちょっと良いのがほしかったなって

いう…（本人 E）』のような≪体育の成績評価への不満≫や『だから、多分、僕は通知表で

ね、いつも３だったんです。歩けるからかえってね、運動できないことがばれてしまって
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２とか１を受けてる子いるじゃないですか。僕なにもしてないですよ。見学ですよ。下手

したら他の見学の子と喋ってたわけですよ。それで３ですよ。これ不公平でしょ（本人 C）』

といった≪体育の評価の公平性の疑問≫をもっていた。第 4 章の調査でも、肢体不自由の

ある生徒が体育の授業に参加することの困難や授業内容・成績評価に対する不満や疑問が

あることが指摘されていた。松浦（2006）は、通常の学校において肢体不自由児童・生徒

が体育の授業の学習機会が保障されず、「お客さん」状態になることが多いことを報告して

おり、このような体育授業の実施や参加・活動機会の少なさが肢体不自由のある子どもた

ちがスポーツを初めから諦めてしまう状況を作りだすのではないかと警鐘を鳴らしてい

る。このような状況の中で、金山（2013）は、障害児と健常児が同じクラスで行う体育授

業であるインクルーシブ体育の重要性を指摘しており、また、水田（2010）では、地域や

学校でのスポーツ環境は分離システムからすべての人を対象とするシステムへと変化し

てきており、誰もがともに運動楽しめる社会の実現に向けてインクルーシブ体育を積極的

に展開していく必要があると報告している。さらに、梅澤（2017）は、体育を通して「仲

間の状況に応じてルールや場を工夫するなど様々な楽しみ方や関わり方があることを学

ぶ機会とする」ことが重要であると述べている。このようなことから、身体の動きに制限

があるからいつも見学やレポートといった体育の授業のあり方だけではなく、安全面に考

慮しながら可能な限り共に学べるような体育のあり方を検討していく必要性があり、その

ような方向性の中であわせて肢体不自由のある生徒の成績評価の取り扱いについても議

論されていく必要があると考えられる。  

 そして、最後に【将来に対するネガティブな展望】のカテゴリーが抽出された。ケース

B、D では、『あまり恥ずかしいことなんであんまり言いたくないんですけど、大学に行け

れば正直どこでもいいと思ってたので（本人 B）』のような≪どこか大学に行ければいい≫

という考えや『企業も介助者が必要となると雇ってくれないでしょうし…。頑張っても将

来就職できるのかかなり不安ですし…これからどういう道に進んでいけばいいかいまい

ちよくわからないです（本人 D）』のような≪将来の就職の不安≫といった高校卒業後の進
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路に対してネガティブな意識をもっていた。また、ケース B では、≪逃げ道がほしい≫や

≪とりあえず生きていければいい≫といった後ろ向きな考えを持ちながら、大学への進学

を決めていた。このように、「自分が将来どのように生活していけばいいのか」、「仕事に就

くことができるのか」など今後の見通しが持てず、自分自身の将来に不安な気持ちを抱き

ながら高校生活を過ごしている肢体不自由のある生徒がいることが明らかとなった。国立

特別支援教育総合研究所（2011）では、肢体不自由のある児童・生徒には、経験・体験的

な活動への参加が少ないために、学習内容の理解や定着がうまく図れないことがあり、そ

の結果、興味関心の幅の狭さ、受け身な態度、自信のなさなどが生じることを指摘してい

る。肢体不自由のある生徒本人もその周囲も「障害があるからできない」と目の前のこと

を諦めるのではなく、「障害のない部位や障害とは関係のない能力でできること」を考え、

まずはいろいろなことにチャレンジし、失敗も含め経験を増やしていく姿勢が大切である

と思われる。その過程での人々との出会いを通して自身を客観視し、得意なことは何か、

好きなことは何かといった自己の特性に気づき、将来の選択肢を一つでも多く作っていく

ことが必要であるのではないだろうか。  
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ケース 性別 障害種
中学校卒業
時の学籍

身体障害者
手帳

日常生活動作 医療的ケア その他

B 男性
脊髄梗塞

（後天性）

公立・通常
学級

（全日制）
１級

杖や歩行器等を使えば歩行可能だ
が、基本的には手動車椅子を使
用。移動介助のみ必要でその他介
助の必要なし。

導尿
高校１年の在学中に発症。

短期間、特別支援学校高等部に
転学後、高校に復学。

C 男性
脊髄性筋萎
縮症Ⅱ型

（先天性）

公立・通常
学級

（全日制）
１級

ストレッチャー型の電動車椅子を
使用。食事、排泄、衣服の着脱、
身辺の掃除・整理整頓は、全介
助。会話は可能だが、書字はでき
ない。

必要なし 私立２校から受験拒否

D 男性
脊髄性筋萎
縮症Ⅱ型

（先天性）

公立・通常
学級

（定時制）
１級

電動車椅子を使用。食事は一部介
助。排泄は便座への移動支援のみ
必要。衣服の着脱、身辺の掃除・
整理整頓は、一部介助が必要。会
話、書字は可能。

導尿 私立２校から受験拒否

E 男性
頸髄損傷・
C1レベル

（後天性）

公立・通常
学級

（全日制）
1級

車椅子で介助を受けて移動。食
事、排泄、衣服の着脱、身辺の掃
除・整理整頓は、全介助。会話は
可能だが、呼吸器を付けているた
め聞き取りずらい。書字はできな
い。

たん吸引
導尿

私立２校から受験拒否

Table 5-17　　各ケースの肢体不自由生徒本人のプロフィール
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Ⅳ．第 5 章の総合考察  

第 5 章では、実際に高等学校に在籍している事例から、肢体不自由のある生徒・保護者、

学校関係者がどのように連携・協力し学校生活を送っているのかを、各対象者のそれぞれ

の役割・関係性にも着目し、教育実態とその課題をより詳細に明らかにすることを目的と

した。本章を通しての考察の要点を以下にまとめた。  

まず 1 点目に、それぞれの立場により高校入学や学校生活の遂行に対する考えや意識の

違いがみられた。入学前、多くの立場の教員が、肢体不自由のある生徒の受け入れや保護

者対応などに対し不安や戸惑いのネガティブな意識をもっていたが、実際に入学後、学校

生活の遂行に対する肢体不自由のある生徒の強い意志や努力、保護者の協力的な姿勢を目

の当たりすることにより、教員はよりポジティブな意識変化を生じさせる可能性があるこ

とが示唆された。一方で、肢体不自由のある生徒本人や保護者は、高校に進学するのは当

然のことと考えており、入学後はできる限り特別扱いせずに、他の生徒と同様に扱ってほ

しいと考えていた。学校側は、“普通に”や“特別扱い”の見極めが曖昧な中でできる限り

要望に応じようと努力していたが、同時に、当事者側に対して学校任せにせず可能な範囲

での支援や協力をすることを求めていた。両者の率直な話し合いにより共通理解を図り、

どちらかに過度な負担や不満が偏らないようなあり方で学校生活を遂行していくことが

望まれる。  

2 点目に、特別支援教育支援員の活用の重要性が指摘された。肢体不自由のある生徒が

高校生活を送る上で、特別支援教育支援員の配置は不可欠であると本人や保護者、学校関

係者双方が考えていた。その上で今後の活用にあたり、学校側からは職務内容や校内での

立場の明確化の必要性が指摘され、当事者側からは常時配置による他の生徒とのコミュニ

ケーションの機会を妨げないでほしいことや必要な部分のみを支援してほしいといった

課題が挙げられた。また、特別支援教育支援員自身も対応する中でこれらの課題を実感し

ており、肢体不自由のある生徒の将来的な自立も考慮し、必要な部分だけをサポートして

あげたいと考えている一方で、経験や障害への理解不足によりどこまで支援すべきなのか
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判断がつかず過度に支援をしすぎている可能性を自覚しており、迷いや葛藤を抱きながら

対応にあたっていた。学校関係者、当事者間で十分な話し合いによる共通理解を図りなが

ら、生徒の将来の自立を見据えた適切な支援活動を行うことが望まれる。  

3 点目に、体育の授業内容・成績評価の課題が指摘された。授業担当者は、肢体不自由

のある生徒の体育の授業をレポート課題や見学などに代替することにより対応していた。

また、他の生徒との成績評価の公平性を意識しており、肢体不自由のある生徒に対して個

別に対応できない歯がゆさを感じていた。このような状況において生徒自身は、可能なら

ばできる限り授業に参加したいと考えており、また 5 段階評価で、自身の体育成績が常に

３であることに対して、不満、あるいは疑問を持っていることが述べられていた。安全性

に考慮し、できる限り肢体不自由のある生徒と健常な生徒が共に学び合うインクルーシブ

体育を推進していくことが求められており、その上で成績評価に対する新たな議論を進め

ていく必要があると考えられる。  

4 点目に、施設・設備面の改善の必要性が指摘された。当事者からの要望によりエレベ

ーターの設置、トイレの改修、休憩室の設置などが校内の施設・設備面の整備が行われて

いた。しかしながら、実際には入学前には予期していなかった細かなハード面の不備が入

学後に生じており、実際に対応する中で複数の障害者用トイレやエレベーターの設置等、

さらなる施設・設備面の改善の必要性があると考えていた。またこのような入学後に生じ

た施設・設備面の不備については各学校において人的サポートにより柔軟な対応が行われ

ていたことが示された。この人的サポートがきっかけで友人たちとの距離が縮まる肢体不

自由のある生徒がいる一方で、人的サポートによる移動支援に抵抗感をもっていたり、大

変でも自分の身体のために自力で移動したいと考えている生徒もいるため本人の意向を

踏まえつつ、弾力的に対応していくことが求められる。  

 そして 5 点目に、進路指導の在り方と課題についての指摘が挙げられた。保護者は、

もっと積極的に学校側の進路指導を行ってほしいと考えていた。実際の進路指導では、ケ

ースによって大学案内障害者版を紹介したり、大学入試センター試験にあたり必要な配慮
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を大学側に依頼するといった対応が行われていた。しかしながら、大学入試センター試験

の対応も各大学によって対応にばらつきがあることや、専門学校や私立大学から入学を断

られたこと、行政や企業の障害者雇用への理解の必要性があることも課題として報告され

た。高校の進路指導のあり方にも改善が求められるが、大学や専門学校など、また行政や

一般企業などの高校卒業後の進路・就職先の障害への理解不足や支援体制の未整備などの

課題があることも推察された。  
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Ⅴ．第 5 章のまとめ  

・肢体不自由のある生徒・保護者は高等学校進学を当然のことと捉えている一方で、学校

側は受け入れに対し入学前は様々な不安や負担感の予想を持っていた。実際に生徒が入学

し生活を共にし、生徒の強い意志や努力する姿を目の当たりにすることで学校側の負担感、

不安は減少する。  

・肢体不自由のある生徒が学校生活を送る上で、特別支援教育支援員は重要なキーパーソ

ンとなることは、生徒やその保護者、学校関係者の全てが認めるところである。しかし、

専門性や勤務条件・待遇の問題、また支援をする肢体不自由のある生徒と他の生徒との関

係や将来的な自律を見通した支援の在り方等に課題があることもまた、当事者と学校関係

者、そして支援員本人たちも認識していた。  

・体育の授業の内容と評価の在り方について、肢体不自由のある生徒は不満や疑問を感じ

ており、また体育の教員側も同じように難しさを感じている。  

・施設・設備面の課題は、学校入学後に新たに生じることがあり、これに対する望ましい

対応方法は個々の肢体不自由のある生徒の考えや学校側の状況によっても異なる。両者の

確実な対話をもとにその時々で解決方法を検討する必要がある。  

・大学進学や就職に向けた進路指導の不十分さが肢体不自由生徒本人、保護者の双方から

指摘されていた。  
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Ⅰ．本研究の成果 

本研究では、高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒の教育の現状と課題について、

学校現場の実態を把握するのと共に、生徒本人やその保護者や、生徒の学校生活上に関わ

る複数の関係者の各々の立場・視点から多面的に検討し、その全体像を明らかにすること

を目的とした。そしてこの研究を通して、肢体不自由のある生徒の高校進学・学校生活の

よりよい在り方や課題の解決策を検討することとした。そこで本研究では、第 2 章は各都

道府県・政令指定都市教育委員会、第 3 章は全国高等学校、第 4 章は肢体不自由のある本

人・保護者、第 5 章は X 県の高等学校に在籍していた肢体不自由のある生徒とその保護

者・学校関係者、に対してそれぞれ調査を行った。本章ではそれぞれの調査から得られた

結果を、2012 年に文部科学省が公表した「合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ

報告―学校における「合理的配慮」の観点―」に基づき整理をし、総合的に考察すること

を試みた（Fig.6-1 参照）。  

 

（１）施設・設備面の充実  

まず、第 2 章から第 5 章まで様々な調査対象から一貫してあげられた課題が、前述の文

部科学省のワーキンググループ報告の基礎的環境整備及び合理的配慮の中で示されてい

る「施設・設備面の充実」についてであった。第 3 章の全国高等学校に実施した調査結果

から、項目別の施設・設備面の整備状況では回答校全体で「階段手すり」1116 校（72.7%）

が最も整備が行われ、次に「障害者用トイレ」1055 校（68.7%）、「段差解消のためのスロ

ープ」850 校（55.3%）という結果であった。2000 年に実施した天野・大西・佐藤・都築

（2002）の高校の施設・設備面の調査では、「段差解消のスロープの設置」30.8%、「障害

者用トイレの設置」29.3%、「手動車椅子」20.4%となっており、16 年後に実施した本調査

結果と比較すると施設・設備面の整備は着実に推進されていることが明らかであった。し

かしながら第 2 章の全国の教育委員会に対する調査では、バリアフリー設備の整備につい

ては計画的に設備を整えておくのではなく、肢体不自由のある生徒の入学によりニーズが
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生じた際に初めて整備が開始され、施設の改修などを要する場合は生徒の入学後しばらく

たたないと設備等が整わない様子が伺えた。そのため、自治体としてもできるだけ早期か

らの情報収集を課題として挙げており、今後の課題であると認識していた。第 4 章では肢

体不自由のある生徒と保護者に質問紙調査をしたところ、高等学校への進学を希望する肢

体不自由児・保護者ともに、進路を考える際に、高校の特色や学力のレベルというよりは、

通学圏内のバリアフリー整備の充実した学校を選択する傾向がみられた。しかしながら、

高校入学後、日常生活面の改善点として最も多く挙げられていたのが、施設・設備面の不

備であり、それと関連した校内移動の支援も課題であるとされていた。これは、進路選択

の段階でのハード面の整備状況を考慮して行ったが、実際に入学後にさらに予期せぬ不都

合が生じていることが推察された。第 5 章のインタビュー調査でも同様に、当事者、学校

関係者の双方が施設・設備面の改善の必要性を指摘していた。また学校関係者からは、入

学前に予期していなかった細かなハード面の不備が入学後に明らかとなった場合は、人的

サポート等を用いて柔軟に対応し、生徒の学校生活を支えている様子が伺われた。このよ

うな結果から、高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒が高等学校に入学し学校生活を

送る上では施設・設備面の整備は最も重要な基礎的環境整備であるといっても過言ではな

く、各都道府県により着実な整備が進められるとともに、高校入学後に予期せぬハード面

の不備が生じた場合には、本人の意向を確認しながら人的サポートも活かしつつ弾力的に

対応していくことが求められると考えられた。  

 

（２）特別支援教育支援員のあり方、コミュニケーションの機会の配慮、自立を考慮した   

指導  

次に肢体不自由のある生徒の学校生活において、基礎的環境整備及び合理的配慮の項目

で示されている「特別支援教育支援員のあり方」に重要な論点があることが示された。第

2 章の全国の教育委員会を対象とした調査では、22 教育委員会が 196 名の特別支援教育支

援員を配置しており、その約 7 割が専門性を問わず特別な資格を持っていないものが担当
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していることが明らかとなった。また、第 4 章の肢体不自由のある生徒とその保護者に対

する質問紙調査からは、当事者側が特別支援教育支援員の配置を必要としているにもかか

わらず何らかの理由により対応が行われなかったケースがあることも示されていた。  そ

して第 5 章の当事者と学校関係者に対する調査では、肢体不自由のある生徒が高校生活を

送る上で特別支援教育支援員が必要不可欠な存在であるすべての調査対象者が考えてお

り、その上で今後の活用における課題があることが指摘された。特に本研究で初めて明ら

かにされた視点として、特別支援教育支援員と肢体不自由のある生徒との距離感の課題が

あることが挙げられた。特別支援教育支援員が常時配置されていることで他の生徒とのコ

ミュニケーションの機会を逸し続けたり、肢体不自由のある生徒自身が特別支援教育支援

員に依存しすぎてしまう場合があることが複数の異なる立場の調査対象から指摘されて

いた。第 5 章の各ケースで配置されていた特別支援教育支援員も特別な資格や専門性を有

していないものが担当していたが、彼ら自身も毎日の学校生活を支える中で、肢体不自由

のある生徒の将来的な自立を考慮する必要性を漠然と感じていた。しかし、知識や専門性

の欠如から何をどこまで支援すべきなのか判断がつかず過度に支援をしすぎてしまう等、

支援そのものに自信のなさや迷いを持ちながら活動している状況が語られていた。これら

の課題は現在の文部科学省が示す合理的配慮の中で示されている「コミュニケーション機

会の配慮」や「自立を考慮した指導」と関連のある内容であると考えられる。しかし「合

理的配慮」としてとらえる場合、当事者からの配慮の申し出が必要となるが、このような

必要性（「コミュニケーションの機会を配慮してほしい」、「自立を考えた指導・支援をして

ほしい」）を在学中に当事者自らが認識し、それを特別支援教育支援員の在り方として要望

することは非常に難しいのではないと考える。そこでこのような支援員の在り方としての

配慮や障害のある児童生徒の身近に寄り添う際の注意点については、特別支援教育支援員

が保有するべき専門性として基礎的環境整備の一環としてとらえる方が適切なのではな

いだろうか。今後、障害のある児童生徒とのかかわりについて専門性を有する特別支援教

育支援員の育成が求められ、肢体不自由のある生徒の対応にあたっては学校関係者、当事
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者間で十分な話し合いによる共通理解を図り、その生徒の将来的な自立を見据えた本当に

必要な部分のみの支援を提供していくことが望まれる。  

 

（３）学校教職員の専門性  

「特別支援教育コーディネーターの活用」や「専門性のある教員の配置」についての課

題の指摘もみられた。第 3 章の全国高等学校を対象とした質問紙調査では、回答校全体で

の特別支援距離コーディネーターの配置状況は約 70％であり、私立高校では回答のあった

約 35％であった。また第 5 章の当事者と学校関係者のインタビュー調査では、実際に特別

支援教育コーディネーターが配置されているにもかかわらず、障害に関する専門性の不足

や役割の理解不足などにより十分に機能しておらず、藤井・細谷（2012）、知念・田中（2010，

2011）でも指摘されているように、特別支援教育コーディネーターの役割が形骸化し、十

分な役割を果たせていない状況にあることが示されていた。特別支援教育コーディネータ

ーを形式的に配置するだけではなく、実際に機能させるために研修の充実や役割の周知徹

底が求められる。  

また、「専門性のある教員の配置」については、第 3 章において回答のあった高等学校の

57.7%（886 校）で特別支援教育教諭免許状を所有する教職員が勤務していないことが示

されており、高等学校においては基礎的環境整備として挙げられている「専門性のある教

員の配置」が十分とはいえないことが明らかとなった。特別支援教育コーディネーターを

はじめとし特別支援教育専門性を有する教職員を高等学校での配置を着実に行っていく

ことで、障害のある生徒の就学が促進されることが望まれる。  

 

（４）医療的ケアの充実  

そして、「医療的ケアの充実」についての課題も指摘された。第 3 章の全国高等学校に対

する質問紙調査の結果では、 2016 年 5 月 1 日時点に高等学校に在籍している肢体不自由

のある生徒 280 名のうち 55 名、つまり 5 人に 1 人が医療的ケアを必要としていた。また、
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第 4 章の当事者と保護者に対する質問紙調査からも、肢体不自由のある生徒の半数が導尿

のケアを必要としており、その他にも摘便、洗腸、たん吸引といった医療的ケア必要とす

るものも少数ではあるが高等学校に在籍していることが明らかとなった。文部科学省の

「平成 28 年度特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果について」では、公立小中

学校は調査対象となっているものの高等学校は含まれておらずその実態はこれまで明ら

かとされていなかった。今後の重度の肢体不自由のある生徒の高校進学も見据えて、看護

師の配置や学校教職員の研修の充実など高等学校においても医療的ケアの体制整備が急

務であると考えられる。  

 

（５）技能教科  

次に、本研究で挙げられた必要とされる合理的配慮として、「技能教科」の対応が挙げら

れた。第 4 章の当事者に対する調査では、肢体不自由に伴い最も困難のある教科・科目と

して特に「保健体育」が挙げられており、全体の約半数が他の生徒と同じ内容の運動を行

うことに困難さがあることが示されていた。肢体不自由のある生徒自身からも「自分がで

きることを評価してほしい」や「体育の授業は受けても受けなくても１か２。…レポート

を出しても２。」といった授業内容や成績評価に対する納得しきれない複雑な気持ちが散

見された。また、第 5 章の当事者と学校関係者に対するアンケートおよびインタビュー調

査でも同様に、本人が体育の授業参加を希望していてもそれが様々な理由から実現してい

ないケースもみられ、授業内容や成績評価の改善・検討を求める意見がみられた。一方で、

授業担当者も体育の授業をどのように展開していいのかわからず、他の生徒との成績評価

への公平性に疑問や戸惑いを持っていることも示されていた。金山（2013）は、障害児と

健常児が同じクラスで行う体育授業であるインクルーシブ体育の重要性を指摘しており、

誰もがともに運動楽しめる社会の実現に向けてインクルーシブ体育を積極的に展開して

いく必要があると報告している。身体の動きに制限があるから当事者の希望とは関係なく

いつも見学やレポートといった体育の授業のあり方だけではなく、安全面に考慮しながら



251 
 

可能な限り共に学べるような体育のあり方を検討していく必要性があり、そのような方向

性の中であわせて肢体不自由のある生徒の成績評価の取り扱いについても議論されてい

く必要があると考えられる。  

 

（６）学校行事，進路指導  

文部科学省の合理的配慮の観点の中に記載はないが、本研究において新たに必要とされ

る合理的配慮として「学校行事」と「進路指導」に関する課題が挙げられた。  

まず、「学校行事」については、第 4 章の肢体不自由のある生徒とその保護者に対する質

問紙調査において「保健体育」の次に困難がある項目として挙げられていた。学校行事へ

の対応がなされるかどうかは学校によってバラつきがあり、また学校行事への参加は当事

者の学校生活にとって大きな意味があることも明らかとなった。また第 5 章では、学校行

事になんとか参加するために保護者の努力や負担が少なからずあることが述べられてい

た。藤井・森（2017）も学校行事の意義として、活動を通してさらなる人間関係が構築さ

れること、友達の新たな姿を知ることができることを挙げており、学校行事がより人間関

係を深める機会であることを指摘している。以上のことから、当事者と学校側の十分な対

話のもとに適切な合理的な配慮の在り方を個々のケースについて検討し、肢体不自由のあ

る生徒が可能な限り学校行事に参加をし、その活動が人間関係の構築に寄与するように支

援していくことが重要であると考えられる。  

次に「進路指導」については、第 4 章では、肢体不自由のある本人、保護者ともに進学

や就職に関する情報提供や具体的指導、進路指導にあたる教員の姿勢など、様々な要望・

課題を指摘していた。さらに第 5 章の結果からも当事者側はより専門性の高い進路指導を

希望しているが、必ずしもそれが実現しない様子が語られていた。また、専門学校や私立

大学から入学を断られたことや行政や企業の障害者雇用への理解がなく進路が決まらな

いケースもあり、進路指導の難しさと共に進路・就職先の依然とした壁の高さも示唆され

た。本研究からは、高校の進路指導における教員の障害に関する知識・理解の向上、高校
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の進路指導のあり方にも改善を、合理的配慮のもと提言する。また一方で大学や専門学校、

また行政や一般企業などの高校卒業後の進路・就職先の障害への理解や支援体制の構築が

求められるだろう。  

 

（７）「通学支援」，「私立高校の体制整備」  

そして、現状の基礎的環境整備及び合理的配慮では対応することができず、今後政策・

施策による支援が必要であると考えられる項目として、「通学支援の充実」と「私立高校の

体制整備」の必要性が挙げられた。まず、「通学支援の充実」については、第 4 章において

保護者が子どもの学校生活をサポートする上で最も負担があると感じていた項目であっ

た。厚生労働省では、教育の合理的配慮の観点から通学支援に係る議論が行われていると

ころであるが、本調査結果からも通学支援のニーズがあることが示された。福祉サービス

を活用した通学支援の充実は、保護者の負担が軽減し、また本人の自立した生活にも寄与

するものであると考えられるため、今後の体制整備が求められる。  

次に、「私立高校の体制整備」も重要な課題である。私立高校は、行政からのサポートが

十分に得られていない状況にあり、第 3 章でも施設・設備面の整備や教員の加配などの対

応を行うためには国や各自治体からの支援が不可欠であると考えていた。実際に第 4 章、

5 章の結果から、肢体不自由のある生徒が私立高校への進学を希望したがそれが叶わなか

ったケースも複数明らかとなり、公立・私立を問わず、すべての高等学校で特別支援教育

を推進し、障害を持つ生徒の進学の選択肢を広げていくことが望ましいと考えられる。  

 

（８）障害理解  

最後に、基礎的環境整備及び合理的配慮、支援・施策を包括するための重要な課題とし

て、「障害理解」の必要性が挙げられる。第 4 章、5 章の当事者に対する調査では、当事者

側が周囲の人々に求める障害理解の形には、例えば障害の症状、支援方法、友人・対人関

係に配慮を求めることといったの質的な側面、またどの程度理解してほしいかといった量
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的な側面にも個人差があり、多様性があることが示された。また高野・泉（ 2015）では、

肢体不自由のある生徒のクラスメイトに行った質問紙調査の結果から、健常な生徒たちは

障害のある生徒に関する支援方法など具体的な情報があることが、積極的な支援行動や仲

間関係の構築を促進することを明らかにしている。本研究の結果と総合的に考察すると、

障害のある生徒が自分の障害を周囲にどのようにどの程度理解して欲しいのかを明らか

にし、そのうえで周囲の生徒に適切な情報が伝えられ、相互の理解や仲間関係の構築に繋

がることが理想であるといえる。またそのような相互理解を行う当初の段階には、障害の

ある生徒と周囲の生徒の橋渡し役としての教員や特別支援教育支援員の存在があること

が望ましい場合もあることが予想される。  

高校のクラスの中で育まれる「障害理解」「相互理解」の概念が、やがて地域や社会全体

に広がっていくことで、自治体や学校現場、あるいは各職場や企業が行う基礎的環境整備

や合理的配慮、さらには国が行う施策の在り方を緩やかに、しかし確実に変えていくので

はないかと考える。障害者と健常者のお互いが無理をし過ぎることがなく、共に生きてい

くことのできる社会の実現には「障害理解」「相互理解」が最も重要であると考える。  
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Fig.6-1 肢体不自由のある生徒の高校進学・学校生活における課題の整理と解決方法提案のイメージ図  
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Ⅱ．今後の課題  

本研究の課題として以下の点が挙げられる。  

第 3 章では、高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒の障害種が多様であることが明

らかとなったが、本研究では、高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒の起因疾患ごと

による教育の実態や課題の検討について行っていない。肢体不自由の障害種、障害や症状

の程度によっても必要とされる支援や指導内容が異なってくることが予想されるため、本

研究の調査結果を参考に今後は起因疾患ごとに教育の実態や課題について検討していく

必要があると考えられる。  

第 4 章では、肢体不自由の当事者団体を通して高校在籍中あるいは在籍経験のある本人

とその保護者に対する質問紙調査を行った。しかし当事者団体は多くの場合、起因疾患ご

とに設立されているため、質問紙調査への協力が得られた当事者団体の障害種を反映した

調査結果となった可能性がある。今後さらに様々な方法で調査対象者を増やすよう試み、

起因疾患の種類のバランスの取れた調査研究を完成させることを目標とする。  

また、第 5 章では、X 県の当事者、学校関係者に対して質問紙調査やインタビュー調査

を実施し教育の実態と課題について検討を行ったが、対象とした 5 ケースのみの研究結果

をもって各対象者の立場・役割ごとの課題を一般化することはできない。今後、本研究に

よって得られた知見をもとに、より多くの肢体不自由のある生徒の高校入学から卒業まで

の過程を調査し比較検討することによって、一般性の高い知見へとブラッシュアップして

いく必要があり、そのような積み重ねにより、肢体不自由のある生徒の高等学校入学及び

学校生活に関する課題が明確になると考える。  
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